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文教福祉委員会会議録 

 

平成３１年３月１４日 木曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午後 ５時１９分閉議（実時間３５９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・平成３０年度八代市一般会計

補正予算・第１３号（関係分） 

１．議案第２号・平成３０年度八代市国民健康

保険特別会計補正予算・第５号 

１．議案第４号・平成３１年度八代市一般会計

予算（関係分） 

１．議案第５号・平成３１年度八代市国民健康

保険特別会計予算 

１．議案第６号・平成３１年度八代市後期高齢

者医療特別会計予算 

１．議案第７号・平成３１年度八代市介護保険

特別会計予算 

１．議案第１２号・平成３１年度八代市診療所

特別会計予算 

１．議案第２６号・八代市災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部改正について 

１．議案第２７号・八代市こども医療費の助成

に関する条例の一部改正について 

１．所管事務調査 

 ・教育に関する諸問題の調査 

 ・保健・福祉に関する諸問題の調査 

 （八代市自殺対策計画の策定状況について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君 

副委員長  橋 本 幸 一 君 

委  員  金 子 昌 平 君 

委  員  鈴木田 幸 一 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  橋 本 徳一郎 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 教育部長       桑 田 謙 治 君 

  教育部次長     和久田 敬 史 君 
 
  首席審議員兼 
            有 馬 健 一 君 
  教育施設課長 
 

  学校教育課長    西 村   裕 君 
 
  学校教育課 
            松 田 英 里 君 
  教育支援係長 
 

  教育政策課長    機   智三郎 君 
 
  教育政策課長補佐兼 
            岩 崎 伸 一 君 
  教育政策係長 
 
 
  教育サポートセン 
            沖 村   巧 君 
  ター所長 
 

  理事兼生涯学習課長 澤 田 宗 順 君 
 
 健康福祉部長兼 
            丸 山 智 子 君 
 福祉事務所長 
 
 
  健康福祉部次長兼 
            小 林 眞 二 君 
  福祉事務所次長 
 

  健康福祉政策課長  續   良 彦 君 

  国保ねんきん課長  岩 瀬 隆 敏 君 

  理事兼こども未来課長 田 中 かおり 君 
 
  こども未来課副主幹兼 
            石 本   淳 君 
  保育係長 
 

  健康推進課長    南   睦 子 君 

  健康推進課長補佐  稲 本 京 子 君 
 
  健康推進課長補佐兼 
            竹 下 慎 一 君 
  業務係長 
 

  生活援護課長    角   竜一郎 君 

  長寿支援課長    鶴 田 洋 明 君 

                              

○記録担当書記     鶴 田 直 美 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、定刻とな
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り定足数に達しておりますので、ただいまから

文教福祉委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１号・平成３０年度八代市一般会計補

正予算・第１３号（関係分） 

○委員長（上村哲三君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第１号・平成３０年度八代市一般会計補

正予算・第１３号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 

 それではまず、歳出の第９款・教育費につい

て、教育部から説明願います。 

○教育部長（桑田謙治君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）教育部でございます。 

 それでは、平成３０年度八代市一般会計補正

予算・第１３号のうち、教育部関係分につきま

して、和久田教育部次長が説明いたします。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○教育部次長（和久田敬史君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り） 

 議案第１号・平成３０年度八代市一般会計補

正予算・第１３号について、着座にて説明をさ

せていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。予算書の１１ページをお願いいたしま

す。 

 歳出の第９款・教育費に１５億９８２９万２

０００円を追加し、補正後の額を７４億１３１

２万６０００円とするものです。 

 それでは、歳出の具体的な内容について説明

をいたします。２１ページをお願いします。 

 第９款・教育費、項１・教育総務費、目２・

事務局費に６８８万円を計上いたしておりま

す。内訳は、職員給与経費１８８万円と八代市

学校・子ども教育応援基金事業の５００万円で

ございます。職員給与経費は、今年度退職する

職員が当初予定の１名から２名へふえたことに

よる退職手当の不足額を計上するものです。ま

た、八代市学校・子ども教育応援基金事業は、

当初の見込み以上の寄附採納があったため、基

金積み立てに必要な額を補正するものでござい

ます。 

 ２２ページをお願いいたします。款９・教育

費、項２・小学校費、目３・学校建設費に１４

億７１６７万８０００円を計上いたしておりま

す。小学校空調設備設置事業は、国の１次補正

に伴い、事業を前倒しして子供たちの健康維持

と学習環境を確保するため、空調設備の設置に

必要な経費を補正するものです。また、小学校

ブロック塀改修事業は、２５校のうち、コンク

リートブロック塀等の改修が必要とされた１５

校について、安全性を確保する観点から、改修

に必要となる経費を補正するものでございま

す。 

 小学校空調設備設置事業の事業費１３億５０

７３万円は、小学校２３校の空調設備設置の工

事請負費及び工事監理の委託料で、財源内訳と

して１億９９６５万１０００円は、ブロック

塀・冷房設備対応臨時特例交付金で、１１億１

２２０万円は市債で、学校教育施設等整備事業

債と合併特例債を充てております。なお、事業

完了を２０２０年３月末に予定しておりますこ

とから、事業費は繰り越しを予定しておりま

す。また、小学校ブロック塀改修事業の事業費

１億２０９４万８０００円は、小学校１５校の

コンクリートブロック塀改修のための工事請負

費で、財源内訳として４０１３万４０００円は

ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金で、

８０７０万円は市債で、学校教育施設等整備事

業債と合併特例債を充てております。なお、事

業完了を２０２０年１月末に予定しております

ことから、事業費１億２０９４万８０００円は
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繰り越しを予定しております。 

 続きまして、款９・教育費、項３・中学校

費、目３・学校建設費に７９７３万円を計上い

たしております。中学校ブロック塀改修事業

は、中学校１５校のうち、コンクリートブロッ

ク塀等の改修が必要とされた８校について、安

全性を確保する観点から改修に必要となる経費

を補正するものでございます。 

 事業費７９７３万円は、中学校８校のブロッ

ク塀等の改修事業の工事請負費で、財源内訳と

して２５８７万２０００円は、ブロック塀・冷

房設備対応臨時特例交付金で、５３７０万円は

市債で、学校教育施設等整備事業債と合併特例

債を充てております。なお、事業費７９７３万

円は繰り越しを予定しております。 

 続きまして、款９・教育費、項４・特別支援

学校費、目３・学校建設費に３３６１万円を計

上いたしております。八代支援学校体育館の非

構造部材の耐震改修が必要となったため、国の

２次補正に伴い、子供たちの安全性を確保する

ため耐震改修に必要な経費を補正するもので

す。事業費３３６１万円は、八代支援学校体育

館非構造部材耐震改修事業の工事請負費で、財

源内訳として９８７万８０００円は学校施設環

境改善交付金で、２２５０万円は市債で、学校

教育施設等整備事業債と合併特例債を充ててお

ります。なお、事業費３３６１万円は繰り越し

を予定しております。 

 続きまして、款９・教育費、項５・幼稚園

費、目１・幼稚園費に６３９万４０００円を計

上いたしております。 

 幼稚園６園のうち、コンクリートブロック塀

等の改修が必要とされた１園について、安全性

を確保する観点から改修に必要となる経費を補

正するものでございます。事業費６３９万４０

００円は、代陽幼稚園のブロック塀等の改修に

係る工事請負費で、財源内訳として２１３万１

０００円はブロック塀・冷房設備対応臨時特例

交付金で、４２０万円は市債で、学校教育施設

等整備事業債を充てております。なお、事業費

６３９万４０００円は繰り越しを予定しており

ます。 

 なお、３０年度当初予算に計上しておりまし

た事業において、文部科学省の学校施設環境改

善交付金を財源としておりました２つの事業、

太田郷小学校トイレ改修事業が２月２６日付、

第五中学校プール耐震改修事業が３月５日付で

交付金の内定通知がありましたので、繰り越し

をさせていただき、３１年度に事業を実施する

予定でございますので、あわせて御報告をさせ

ていただきます。 

 以上が教育部が提案いたしております補正予

算の内容でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（鈴木田幸一君） 今度、補助金の関係

で空調設備が前倒しで、２０２０年の３月末ま

でにできるということでございますけれども、

相当数に上るわけですが、業者さんの確保のほ

うはうまくできるんでしょうかね、その辺を。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） 今現

在、中学校と幼稚園、それと泉小学校ですね、

これの工事の発注を、既に契約のほう、済んで

おります。 

 で、中学校、幼稚園のほうは９月末までには

工期としておりますけども、そちらのほうはも

う業者のほう、既に確保はできているわけです

けども。 

 あと小学校のほうにつきましては、７月の契

約を目標にしております。と、竣工のほう、３

月末ですけども、今の段階としましては、業者

のほうの確保はできるものと想定しておるとこ

ろです。 

 以上です。 



 

－4－

○委員（鈴木田幸一君） これについてはです

ね、非常に学校関係の方々からですね、喜んで

おられまして、子供たちの教育環境がよくなる

ということで非常に喜んでおられました。ぜひ

ともですね、それについては確保していただき

たい。しっかりした確保をしていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○委員長（上村哲三君） 意見として、いいで

すか。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員（橋本幸一君） 関連してよろしいです

か。 

○委員長（上村哲三君） はい。 

○委員（橋本幸一君） 今回の小学校の空調設

備の事業について、恐らく中学校より業者さん

というのは数自体が多くなるわけですが、想定

として幾つの業者さん、それと市内の全て業者

さんがということと、恐らく何らかの資格、条

件もあるかと思うんですが、そういう資格条件

も含めた中でちゃんとそれがクリアできるのか

という、その辺も。資格というか……。 

○委員長（上村哲三君） 入札資格……。 

○委員（橋本幸一君） 何というかな、資格を

持っている技術者ですね。その辺の、恐らくあ

ると思うんですが、その辺も含めてちゃんと確

保できるのかという、その辺をよろしく。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） 契約

の数ですけども、中学校と幼稚園のほうはです

ね、電気と機械設備に分けまして、８本ずつ発

注しております。で、小学校の場合は１０本ず

つということで、少し数は多くなる計画でおり

ます。 

 あと、資格のほうですけども、工事をです

ね、発注する段階で技術者のですね、確保につ

いては、これは全国的なですね、工事の発注が

あるということで、かなり技術者の不足がです

ね、想定はされておりますけど、中学校のほう

も無事確保のほうはできたというふうになって

おりますけども、小学校のほうもですね、一応

確保はできるようなことと一応想定しておりま

すけども、各業者のほうでですね、その技術者

の確保をしていただける努力はいただけるかな

というふうには考えております。で、一応業者

のほうも市内の業者ということで発注を考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） 大体、何業者ぐらい想

定されているのか、その辺はまだわからないわ

けですか。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） 工事

につきましてはですね、１つの契約につきまし

てですね、ベンチャーで、共同企業体で組んで

発注してる工事もありますので、数のほうはか

なり多くはなってまいります。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） じゃ、まだ確定……。

ま、概算ということ、それはまだ決まっていな

いということで理解していいんですか。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） 小学

校のほうは、まだこれから発注に向けてです

ね、契約検査課と協議しながら進めていきたい

というふうに考えております。 

 以上です。（委員橋本幸一君「わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません、申しわけ

ないです。小学校の空調設備、そして、中学校

は出てないですね。小学校のブロック塀と中学

校のブロック塀、そして、幼稚園のブロック塀

なんですけど、もう一回、完工、終了するとい

うか、スケジュールのほう、ちょっとお願いし

たいんですけど、ちょっと聞き逃したんで、も

う一回お願いします。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） 工事

のスケジュールでよろしいでしょうか。（委員
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野﨑伸也君「はい。済いません」と呼ぶ） 

 今回、予算に計上しております小学校の空調

設備につきましては、７月の契約を予定してお

ります。で、竣工のほうが３月末ということで

計画をしております。 

 それとブロック塀につきましては、今回、予

算に計上しております部分につきましては、７

月の契約で、竣工が１月末ということで考えて

おります。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません。完工です

ね。終わるのが、３月末に竣工というのが、小

学校の空調を今言われましたけど、終わるの

が、終了するのもちょっと教えてほしいんです

けど。終了予定。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） 現場

の工事の完工ということでしょうか。（委員野

﨑伸也君「はい」と呼ぶ） 

 そこにつきましてはですね、まだちょっと未

定でございまして、今の中学校、幼稚園のほう

は、業者のほうと契約が終わりまして、業者の

ほうとスケジュールの打ち合わせをしておりま

す。で、小規模な学校につきましては、割と早

く終わる可能性はありますけども、９月末が竣

工ですので、９月上旬に終わるところも出てく

る可能性もありますし、今、実際現場のほうが

ですね、いつぐらい終わるというのがちょっと

まだ未定でございます。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） それは中学校も、幼稚

園も、小学校も、空調のやつもそうですし、ブ

ロック塀もまだいつに終わってしまうよという

のが、ちょっとまだはっきりできないというこ

とですか。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） 空調

のほうもまだ、今おっしゃるとおりでございま

すけども、ブロック塀につきましてはですね、

各学校で二、三校組み合わせて発注する案件も

ございまして、例えば、３つの工事を発注しま

すと、３つの学校を順番に施工していくという

ことになりますので、学校のいろんな事業だと

か、行事だとか、学校の事情に合わせて、現場

の工期を設定していくということでしておりま

すので、その学校、学校で、それぞれの現場の

スケジュールが変わってくるようなことでなっ

てまいりますので、そこにつきましては、また

契約をしましてから、業者と学校と打ち合わせ

ながら進めていくということで予定しておりま

す。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 空調設備のやつもブロ

ック塀のやつもなんですが、それは長期休暇中

じゃなくて、もう授業とかがずっとありよると

きにも、その工事は入るということで理解して

よろしいですか。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） でき

るだけ長期の休み──夏休みだとか、冬休みを

活用してですね、工事をしたいというふうには

考えております。ただ、その夏休みだけには、

どうしても現場の工事がおさまりませんので、

そこは授業があってる時間帯でございますと、

できるだけ音が出ない工事だとか、あとは授業

が終わってからとか、あとは小学校でいえば、

長期の休みがなかなか冬休みぐらいしかとれま

せんので、土曜、日曜日に工事をしたりだと

か、そういうことをちょっと取り組んでいかな

いと難しいかなというふうには考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 もう一点よろしいですか。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○委員（野﨑伸也君） 支援学校のほうなんで

すけど、非構造部材の耐震改修工事というのが

ありましたけれども、これは何をされるのか、

ちょっと内容的なところをお願いします。 
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○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） 八代

支援学校の体育館の非構造部材耐震改修工事で

すけども、平成２５年度に耐震改修工事を行っ

ておりまして、そのときに照明器具だとかです

ね、そういったものの落下防止対策は行ってる

んですけども、窓のサッシの落下防止対策がま

だでしたので、この窓のサッシガラス等もです

ね、全部交換するという耐震化工事を行う予定

でございます。 

 以上です。（委員野﨑伸也君「わかりまし

た。ありがとうございます」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません、別でよか

ですか。 

 今、最後のほうで１４号の補正の話もされま

した。太田郷のトイレ、五中のプールというよ

うなことがありましたけれども、こちらについ

ては工期のほうはどやんふうになっとですか。

工期。スケジュール。（｢工期ですか」と呼ぶ

者あり）（教育部長桑田謙治君「太田郷のトイ

レと五中のプール、繰り越しをして――」と呼

ぶ） 

○委員長（上村哲三君） 松野君、言う。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） 太田

郷のトイレのほうは、ちょっと４月からですね

……。今、現状としては、３月いっぱいの一応

工期を考えております。 

 と申しますのが、太田郷小学校の全部のです

ね、トイレを改修するということで、順番順番

に改修をしていくということで、一度に使えな

いような状況ができないように、部分的に改修

をしていくということで、これはそれぞれの大

便器の洋式化もですけども、トイレの部屋自

体、床もですね、改修をしてまいります。それ

と、給排水管、これの改修も行います。という

ことで、部分的に改修して、使えるような状況

にしてということで、順を追って改修をすると

いうことで、ちょっと工期が長くなるというこ

とを今、計画しております。 

○委員長（上村哲三君） と、五中のプール。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） それ

と五中のプールですけども、ことしの９月から

来年の２月の工期ということで考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） ありがとうございまし

た。太田郷のトイレなんですけど、３月という

とは、３２年の３月でよかですか。（発言する

者あり） 

○委員長（上村哲三君） よかったですか。 

○委員（野﨑伸也君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（野﨑伸也君） 今ほど、小学校と空調

設備、またブロック塀とかっていうところで工

事のほうがですね、長期にわたるというような

話、また、長期休暇中じゃなくて授業があって

る中でもやれるところはやりますよというよう

なことがありました。 

 そういった中で、ぜひですね、ブロック塀に

ついては、学校の子供たちだけじゃなくて周り

ですよね、外部についてもやはりかなり注意を

する必要があるんだろうというふうに思います

し、エアコンだったり、ブロック塀だったりに

ついても細心の注意を払っていただいて、ぜひ

ですね、けがなきように、安全にですね、留意

されて完工いただきますよう、お願いをしてお

きます。 

 特に太田郷小学校とかですね、またトイレの

ほうも入る、五中のほうもプールが入るという
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ふうなこともありますんで、工事のほうはです

ね、かなりたくさんの業者さんも入られるとい

うことになりますんで、気をつけて安全にです

ね、完工されますようにお願いをさせていただ

きたいというふうに思います。 

 もう一つなんですけど、支援学校のほうがで

すね、今回耐震のほうで予算つけてありますけ

れども、こないだ、支援学校の卒業式ですね、

参加させていただきましたけども、体育館自体

がやはり、もうそれ自体が古いというのもあり

ますし、あとかなり人数がふえてきていて、こ

ないだの卒業式ももういっぱいいっぱいという

ふうな状況もありましたんで、ぜひですね、支

援学校の体育館についても更新というかです

ね、改修というか、もう建てかえのほうの検討

もですね、頭の中にちょっと入れていってほし

いなというふうに思いますんで、よろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかに意見ございま

せんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上で第

９款・教育費についてを終了します。 

 小会します。（｢ありがとうございました」

と呼ぶ者あり） 

（午前１０時２５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２７分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第３款・民生費及び第４款・衛

生費について、健康福祉部から説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）健康福祉部、丸山です。本日は

お世話になります。よろしくお願いいたしま

す。 

 では、議案第１号・平成３０年度八代市一般

会計補正予算・第１３号のうち、第３款・民生

費及び第４款・衛生費の健康福祉部所管分につ

きまして、小林次長が御説明申し上げますの

で、よろしくお願いいたします。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小林眞二

君） おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）健康福祉部の小林でご

ざいます。よろしくお願いします。それでは、

失礼して着座にて説明をさせていただきます。 

 別冊となっております議案第１号・平成３０

年度八代市一般会計補正予算・第１３号をお願

いいたします。 

 文教福祉委員会付託分のうち、健康福祉部所

管分についての御説明をさせていただきます。

まず、補正予算書の３ページをお願いいたしま

す。 

 第１表の歳入歳出予算補正の歳出でございま

すが、まず、款３・民生費の項１・社会福祉費

で補正額１億７３５２万円を追加し、補正後の

予算額は１０９億７４６３万４０００円に、ま

た項２・児童福祉費で２５００万円を追加し、

補正後の予算額は９２億４６９０万７０００円

とし、民生費の総額は２つ上になりますが、２

３３億９６２８万８０００円としております。 

 次に、款４・衛生費、項１・保健衛生費で補

正額１９４１万８０００円を追加し、補正後の

予算額は１８億９７１７万５０００円とし、衛

生費の総額は１つ上になりますが、４０億２３

７７万８０００円としております。 

 なお、補正額のうち、健康福祉部の所管分は

１８２１万５０００円となっております。 

 それでは、歳出の具体的な内容につきまして

御説明いたします。１８ページをお願いいたし

ます。 

 １８ページの上の段の表、款３・民生費、項

１・社会福祉費、目１・社会福祉総務費で１億

７２５２万円を計上しております。これは国民

健康保険特別会計への繰出金のうち、主に低所
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得者に対する国保税の軽減相当額を補塡するた

めの保険基盤安定負担金における平成３０年度

税率改定の影響による増額分を補正するもので

ございます。なお、特定財源として、国庫支出

金、県支出金がございます。 

 次に、目３・社会福祉対策費で１００万円を

計上しております。これは、当初の見込みを超

えて寄附金の採納があったため、地域福祉基金

への積み立てに必要な額を補正するものでござ

います。なお、特定財源として、全額寄附金で

ございます。 

 次に、中段の表、項２・児童福祉費、目３・

保育所費で２５００万円を計上しております。

これは、認定こども園、私立幼稚園へ支弁する

給付費の公定価格単価の改定及び給付対象施設

の新規追加に伴う施設型給付費の不足額を補正

するものでございます。なお、特定財源は、国

庫支出金、県支出金でございます。 

 次に、下段の表、款４・衛生費、項１・保健

衛生費、目１・保健衛生総務費で１０２０万円

を計上しております。これは、こども医療費助

成事業におきまして、当初の見込みよりも助成

件数が増加したため、不足額を補正するもので

す。なお、特定財源はございません。 

 次に、目２・予防費で８０１万５０００円を

計上しております。これは、乳幼児、児童生徒

への予防接種行うＡ類疾病定期接種及び高齢者

へのＢ類疾病定期接種における件数が当初の見

込みを上回ったため、不足額を補正するもので

ございます。なお、特定財源はありません。 

 以上で、議案第１号・平成３０年度八代市一

般会計補正予算・第１３号の説明とさせていた

だきます。御審議方よろしくお願いします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません。寄附金の

１００万円ですね、あったと思うとですけれど

も、こっちの使い道についてはどういったもの

になるんでしょうか。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） 健康福祉

政策課の續でございます。 

 ただいまの寄附金の使い道でございますけれ

ども、特定の事業といたしましては、３０年度

で地域福祉計画の策定の経費だったりとか、そ

ういったものに大体充当する予定であります。

一旦、地域福祉基金に積み立てを行いまして、

そこから取り崩して運用させていただくという

ことになります。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。寄附の

方の寄附する意図というか、どういったものに

使ってほしいというのは、特定で何か言われと

るわけじゃなくて、福祉全体で使ってください

というようなことで寄附いただいたということ

で理解してよろしいですか。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） そのよう

なことでよろしいかと思います。（委員野﨑伸

也君「わかりました。ありがとうございます」

と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 国保の特別会計繰り

出し事業の１億７２００万ですかね。この分の

補正が出たというのが増加、市費の増加により

ということなんですが、具体的にはどういうこ

とになるんでしょうか。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） ただいま

の繰出金につきましては、この後、国保特別会

計の補正のところでですね、詳しく御説明でき

るかとは存じますけども、税率改定に伴いまし

ての影響額を補正するというものでございま

す。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） ありがとうございま

す。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 
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○委員（野﨑伸也君） 認定こども園に対する

補正が上がってるんですけれども、公定価格単

価の改定と新規追加というふうなことなんです

けど、公定価格の単価の改定というのは、こ

れ、何年ごととかというのがあるんでしょう

か。というのと、新規追加というのは、済いま

せん、どこになるとか、ちょっとお知らせいた

だければと思いますけど。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） こ

ども未来課、田中です。よろしくお願いしま

す。 

 公定価格の改正といいますのは、毎年度行わ

れます。 

 それと対象施設の新規ということで書いてお

りますが、これは施設が追加されたわけではご

ざいませんで、八代市の児童が広域でですね、

利用させていただいている他市町村の施設に対

する……。 

○委員長（上村哲三君） 繰り出しか……。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） は

い。費用の不足額となります。 

○委員長（上村哲三君） いいですか。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ないようですので、

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見あ

りませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１号・平成３０年度八代市一般会計補

正予算・第１３号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第２号・平成３０年度八代市国民健康保

険特別会計補正予算・第５号 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第２号・

平成３０年度八代市国民健康保険特別会計補正

予算・第５号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 議

案第２号・平成３０年度八代市国民健康保険特

別会計補正予算・第５号につきまして、国保ね

んきん課の岩瀬課長が御説明申し上げますの

で、よろしくお願いいたします。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）国保ねんきん課、岩瀬でございます。

失礼しまして着座にて説明させていただきま

す。 

 それでは、別冊になっております議案第２

号・平成３０年度八代市国民健康保険特別会計

補正予算・第５号について御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の補正といたしまして、第１条

のとおり、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億

９５２９万６０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ１８５億３６０４万５０００

円とするものでございます。 

 内容につきまして、歳出から御説明いたしま

す。 

 ６ページをお願いいたします。 

 款６・諸支出金、項１・償還金及び還付加算

金、目１・償還金で、節２３・償還金利子及び

割引料２億９５２９万６０００円。これは、平

成２９年度の国県支出金の概算交付に対する実

績確定により超過額を返還するものなどでござ

います。主な返還額の内訳は、国への返還分と

しまして、療養給付費等負担金で２億９４３２

万２０００円、特定健診等負担金で４８万５０
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００円、それと県への返還分でございますが、

これにつきましては特定健診等負担金が国と同

額の４８万５０００円となっております。 

 続きまして、歳入でございます。恐れ入りま

すが、戻って５ページをお願いいたします。下

段から御説明いたします。 

 下段の款４・繰入金、項１、目１・一般会計

繰入金の１億７２５２万円でございますが、内

訳といたしまして、節３・保険基盤安定繰入金

１億４１２９万４０００円、これは税率改定に

伴う基盤安定負担金の増加分。次の節４・財政

安定化支援事業繰入金３１２２万６０００円

は、国の繰り出し基準に基づく県算出額に補正

するものでございます。 

 次に、上段の款１、項１・国民健康保険税、

目１・一般被保険者国民健康保険税の１億２２

７７万６０００円、これは歳出の補正財源とす

るものでございます。 

 以上、議案第２号・平成３０年度八代市国民

健康保険特別会計補正予算・第５号についての

説明を終わります。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑はありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 国、県への返還金と

いうことでしたけども、実際医療費なんかのレ

セプト件数とか、全体的に減ったというふうな

ことの理解でいいのかなと思うんですけど、そ

ういったものが全体にちゃんと医療サービスな

んか行き渡っているかどうかというのは調べら

れていますか。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 医療サー

ビスが行き渡っているかということでございま

すが、現状ですね、国保医療保険の立場からい

たしますと、健康保険に加入いただいている、

法律等で国民皆保険ということで、制度が整っ

ておりますので、国民全般にわたって医療が行

き届いているというふうな立場で、保険者の立

場としては、そういった立場でおるところでご

ざいます。 

○委員（橋本徳一郎君） もちろん、国民皆保

険で受診できるようにということで、制度がそ

ういうふうにされてると思うんですけど、実際

具体的なところで、特に我慢しがちなのが歯と

かですね、症状がおさまったら、もう受けなく

ていいとかいうのもあるんですが、実際受診し

てみたら、もう口の中ひどかったとか、そうい

うのもありますので、保険者として具体的にと

いうのがなかなか難しいと思うんですけど、よ

りかかりやすいようなですね、呼びかけなりな

んなりしていただきたいと思います。意見にな

ります。 

○委員長（上村哲三君） じゃ、意見として。

なかなか個人のことを特定するのは難しいでし

ょうからですね。 

 ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 療養給付費等の負担金

ということで、その返還のほうがかなり大きい

というふうに思うんですけれども、これはその

算定の方法について何か問題があったのかどう

か。高額になった理由というのが多分あると思

うんですけど、そこをちょっとお知らせ願いま

す。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 算定の方

法としましては、大まかにですけれども、３月

レセプトから２月レセプトまでを基準として算

定をいたします。ただ、後半の部分につきまし

ては、まだレセプトが届いてない等々がござい

まして、数字が確定しない部分がございますの

で、その部分については想定した数字、見込み

の数字で申請をするということにはなります。

しかしながら、毎年のことではございますが、

各市町村が療養給付費等の負担金を申請すると

きに、厚労省のほうからですね、それぞれ加算

をして交付されるというのが、ここ最近ござい

まして、今回──今回といいますか、平成２９
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年度につきましては、約１割ほど加算された額

で交付をいただいております。 

 しかしながら、確定する際にはですね、実績

に基づいて確定せざるを得ませんので、大まか

には１割加算された分が、もうこの返還額にな

っているというふうな解釈でもおおむね間違い

ないかなというふうに理解をしております。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） 特定健診の部分でも所

管があるわけですが、やはり低いということで

すか。大体どのくらいぐらいかも合わせて。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） この部分

については受診率のですね、伸び悩みの部分も

あろうかと思います。あとはそうですね……。

（委員橋本幸一君「受診率も合わせて……」と

呼ぶ） 

 受診率……。 

○委員長（上村哲三君） ちょっと小会しま

す。 

（午前１０時４７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５１分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

○健康推進課長補佐（稲本京子君） 特定健診

の受診率についてですけども、平成２８年度の

法定報告の受診率になります。３２.１％。２

９年度が３３.１％です。 

 以上です。（委員橋本幸一君「ありがとうご

ざいます。オーケーです」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２号・平成３０年度八代市国民健康保

険特別会計補正予算・第５号については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会します。 

（午前１０時５２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５５分 本会） 

◎議案第４号・平成３１年度八代市一般会計予

算（関係分） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第４号・平成３１年度八代市一般

会計予算中、当委員会関係分を議題とし、説明

を求めます。 

 それではまず、歳出の第９款・教育費につい

て、教育部から説明願います。 

○教育部長（桑田謙治君） 教育部でございま

す。お世話になります。 

 まず、平成３１年度教育部所管、当初予算の

審議に先立ちまして、教育部の予算の概要につ

いて説明させていただきます。よろしくお願い

いたします。着座にて失礼いたします。 

 まず、予算規模でございますが、教育部所管

の当初予算額は３２億８０２３万８０００円

で、前年度の３９億６００１万４０００円に対

しまして１７.２％のマイナスとなっておりま

す。しかし、平成３０年度の国の１次、２次補

正による小中学校・幼稚園の空調設備設置事業

及びブロック塀改修事業、八代支援学校体育館

非構造部材耐震改修事業などが平成３１年度へ

繰り越されますことから、執行ベースでは大き

な伸びとなる見込みでございます。 

 次に、３１年度の予算計上に関する基本的な

考え方でございますが、教育部では、いずれも
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平成３０年度からスタートしております八代市

重点戦略に掲げられた、誰もが幸せを実感でき

る暮らしの実現と、第２期八代市教育振興基本

計画に掲げられております、子どもたち一人一

人の生きる力を育む、学校・幼稚園の教育力を

高める、学校・家庭・地域の協働により社会全

体の教育力を高めるなど５つの基本目標の着実

な実現に向けて、学校教育の充実、教育環境の

整備充実、いじめ、不登校対策及び特別支援教

育の充実、学校・家庭・地域の協働などに係る

予算を計上しております。 

 次に、３１年度の主な推進項目としまして

は、まず、学校教育の充実では、平成２８年度

から順次切りかえてきましたタブレット機器が

３１年度に全ての小・中・支援学校に整備され

ます。２０２０年度から順次実施されます新し

い学習指導要領の主体的、対話的で深い学びに

対応するため、さらにＩＣＴ教育を推進しま

す。また、２０２０年度は、小学校において英

語が教科化されますので、引き続き、英語教育

の充実に取り組みます。 

 次に、教育環境の整備充実では、３１年度中

に小中学校、幼稚園の普通教室などへエアコン

設置を完了しますとともに、平成２７年度から

取り組んでまいりました体育館、武道場の非構

造部材の耐震化が八代支援学校体育館の改修を

もって完了となります。３１年度からは、校舎

の非構造部材の耐震化に取り組んでまいりま

す。 

 いじめ、不登校対策及び特別支援教育の充実

においては、依然として対象児童生徒の増加が

見込まれており、引き続き、アドバイザー、相

談員、支援員及び指導員などの人的スタッフや

組織体制の充実強化により、学校及び保護者等

と連携しまして、積極的に相談等の支援を行

い、当該児童生徒に寄り添った活動を進めてい

きます。 

 学校・家庭・地域の協働では、地域と学校が

連携協働しながら幅広い地域住民等の参画を得

て、地域全体で未来を担う子供たちを支える地

域学校協働活動を推進、拡充するとともに、地

域とともにある学校づくりのために設置されま

す学校の運営に関して協議する機関であるコミ

ュニティ・スクールとの連携等を図ります。 

 最後に、教職員の働き方改革を推進するた

め、新規の事業としまして、統合型校務支援シ

ステムを導入します。これにより教職員の事務

の効率化を図り、勤務時間外在校時間の短縮や

教職員が子供と向き合う時間の確保につなげま

す。 

 以上が平成３１年度教育部所管の当初予算に

ついての総括でございます。具体的な事業につ

きましては、和久田教育部次長から説明申し上

げます。 

 教育部としましては、３１年度も引き続き市

長部局と連携を図り、教育部一体となって八代

市重点戦略に掲げられた事業や第２期八代市教

育振興基本計画の具体的な施策の着実な推進を

図ってまいりますので、文教福祉委員会委員に

おかれましては、御理解と御支援をお願い申し

上げます。本日はよろしくお願いいたします。 

○教育部次長（和久田敬史君） それでは、議

案第４号・平成３１年度八代市一般会計予算の

うち、教育部に関係する予算の概要につきまし

て、着座にて説明いたしますので、よろしくお

願いいたします。予算書の８ページをお願いし

ます。 

 まず、歳入歳出予算の歳出の第９款・教育費

について説明をいたします。 

 経済文化交流部所管分も含めまして、教育費

総額として４１億５０１９万９０００円を計上

いたしております。一般会計予算全体に占める

割合は７.４％で、前年度比１４.１％のマイナ

スとなっております。このうち、教育部所管の

総額は３２億８０２３万８０００円で、１７.

２％のマイナスでございます。 
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 項別の内訳としまして、教育総務費に前年度

比プラス４７４８万５０００円の６億４８５１

万１０００円、項２・小学校費マイナス３億７

５７０万３０００円の６億３７１８万２０００

円、項３・中学校費マイナス１億８１７９万５

０００円の５億３５５５万１０００円、項４・

特別支援学校費プラス７８８０万円の５９６７

万５０００円、項５・幼稚園費マイナス９２２

４万円の２億２３４９万６０００円、項６・学

校給食費プラス１３６７万４０００円の６億４

１８２万７０００円、項７・社会教育費マイナ

ス１億９９７１万９０００円の８億９０５６万

８０００円をそれぞれ計上いたしております。 

 次に、１８ページをお願いいたします。 

 歳出の第９款・教育費は、前年度と比較して

６億８２９３万８０００円の減額で、うち教育

部所管は６億７９７７万６０００円の減額とな

っております。 

 教育部所管の減額の主な理由ですが、小学校

において体育館非構造部材耐震改修事業及び太

田郷小のトイレ改修事業で２億５１２４万１０

００円の減額と中学校において空調設備設置事

業及び第五中学校プール耐震改修事業で１億３

６４０万１０００円の減額によるものです。 

 表の右側の財源内訳につきましては、多種に

わたるため、歳出予算の目別説明の際に主なも

のについて説明をさせていただきます。 

 それでは、歳出について説明をいたします。

１０６ページをお願いいたします。 

 款９・教育費、項１・教育総務費、目１・教

育委員会費です。教育委員関係事務事業に３３

４万８０００円を計上しており、主なものは教

育委員４人分の報酬でございます。 

 次の目２・事務局費では、５億２４１５万８

０００円を計上しております。対前年度５２３

４万３０００円の増となっております。増の主

な理由といたしましては、事務局職員の人件費

３２７５万１０００円と校務支援推進事業の３

２１２万円の増額によるものでございます。 

 特定財源の国県支出金は、いじめ対策等推進

事業に伴う国補助金２５万７０００円で、その

他は奨学資金貸付金元利収入等３６５万９００

０円と八代市学校・子ども応援基金への教育振

興費寄附金１００万円が主なものです。 

 主な事業について説明をいたします。上から

７番目、日本語指導員事業１１８万円は、日本

語指導が必要な対象児童生徒１１人が安心して

学校生活を送れるように、日本語習得の支援を

行う日本語指導員３人を学校に派遣するもの

で、指導員の賃金及び社会保険料が主なもので

す。 

 ７つ飛びまして、校務支援推進事業は、学校

における各種業務の電子化・効率化を図るた

め、統合型校務支援システムを導入し、教職員

の児童生徒と向き合う時間を確保し、より質の

高い教育の実現につなげるものでございます。

予算額３２２８万２０００円は、校務支援シス

テム使用料３１３５万８０００円と校務支援サ

ポーターの業務委託料９２万４０００円でござ

います。 

 １つ飛びまして、八代市学校・子ども教育応

援基金事業は、市長の基本政策５つの柱の一つ

である、誰もが幸せを実感できる暮らしの実現

の重点取り組みに掲げられた事業でございま

す。昨年度に引き続き、八代の未来を担う子供

たちの学びを地域とともに支えるため、広く市

内外に寄附を募り、寄附金等を財源に児童生徒

の学力向上のための事業等を展開するものでご

ざいます。 

 予算額１１４万１０００円は、基金への積立

金１０２万５０００円のほか、基金の周知を図

り、寄附金を広く募るための周知用リーフレッ

ト作成及び配布経費１１万６０００円でござい

ます。なお、３１年度はこの基金から１５８万

３０００円を取り崩して、難聴生徒授業支援や

ＩＣＴ研究発表など１０事業を実施する予定で
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ございます。 

 次に、目３・教育サポートセンター費です。

対前年度２９４万１０００円減の３５９０万３

０００円を計上しております。 

 主な事業について説明いたします。 

 教育サポート事業４３６万円は、教職経験豊

かで実践的な指導力が高い退職教員を配置し、

学力向上、不登校等の防止解消に必要な支援や

学校経営の質の向上等に必要な支援、採用２年

目の教職員のサポート等に対応するもので、教

育サポーター２名の賃金、社会保険料が主なも

のでございます。 

 １０８ページ、説明欄５番目の特別支援教育

相談事業２１１万７０００円は、特別支援教育

アドバイザーを配置し、教職員や保護者からの

特別支援教育に関する悩み、相談に対して、個

人に合った必要な支援内容及び方法について適

切なアドバイスを行うための経費で、アドバイ

ザーの賃金、社会保険料が主なものでございま

す。なお、年々相談件数がふえ続けているた

め、３１年度は相談体制を充実するために、ア

ドバイザーの勤務時間を１６０時間ふやしてお

ります。 

 次に、目４・特別支援教育推進費です。特別

支援教育推進事業に１６７万８０００円を計上

しています。 

 予算の主な内容は、障害のある児童生徒の教

育的ニーズに応じた就学指導を行う就学指導適

正化に要する経費のほか、特別支援教育に関し

て助言を行う巡回相談員・専門委員の各学校へ

の派遣経費及び特別支援教育関係機関・団体へ

の負担金が主なものでございます。 

 次に、目５・学校保健費です。対前年度１８

８万２０００円減の８３４２万４０００円を計

上しています。特定財源の国県支出金８万９０

００円は、へき地児童生徒援助費等国補助金で

す。その他は、スポーツ振興センター災害共済

加入に伴う保護者負担金３３７万６０００円で

ございます。 

 主な事業について説明します。説明欄５番目

の小・中・特・幼健康診断事業６２３９万４０

００円は、学校保健安全法に基づき、学校医、

学校歯科医の指導と協力を得て、児童生徒、幼

児及び学校職員の健康診断を行うものです。予

算の主なものは、学校医、学校歯科医等の報酬

３８６０万５０００円と、医師会などへの健康

診断などの委託料２０８０万円でございます。 

 次に、１０９ページ下段の項２・小学校費、

目１・学校管理費で３億９５６７万２０００円

を計上しています。対前年度１億１１２３万１

０００円の減で、その理由は一般施設改修工事

分８５２５万１０００円及び復旧復興関連事業

１９５８万円の減が主なものでございます。 

 特定財源の国県支出金は、スクールバス購入

及び運行などの小学校通学関係事業におけるへ

き地児童生徒援助費等国補助金１６３万１００

０円です。地方債は、小学校復旧・復興関係事

業９５０万円及びスクールバス購入に充てる過

疎対策債事業１６０万円で、その他の主なもの

は、小学校体育館使用料の２７２万６０００円

でございます。 

 主な事業について説明します。小学校管理運

営事業１億９２４６万１０００円の主なもの

は、小学校施設用務員２２人、学校事務員１９

人の計４１人分にかかる賃金、社会保険料６１

３６万１０００円のほか、電気料等の光熱水費

８８１０万９０００円などでございます。 

 １つ飛んで小学校通学関係事業４７４２万４

０００円は、児童の遠距離通学支援のためのス

クールバス運行経費などです。このうち東陽小

学校につきましては、児童数減少に合わせて、

一部運行形態の見直しを図っております。 

 事業費内訳の主なものとしましては、スクー

ルバス運行委託料３１７８万８０００円のほ

か、スクールバス１台の購入に３３０万１００

０円を計上いたしております。 
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 なお、特定財源としまして、スクールバスの

購入分として国庫支出金１６３万１０００円、

市債１６０万円を予定いたしております。 

 １つ飛びまして、小学校施設整備事業は、小

学校２５校について、安全で快適な教育環境を

提供するために必要な修繕や整備を行うもの

で、平成２９年度からは大規模災害時に避難所

となる学校施設について、復旧・復興プランに

基づいた施設整備を行っております。５７００

万８０００円の内訳でございますが、一般施設

改修工事分や修繕などで４８０８万８０００

円。主なものは、高田小学校スロープ設置工事

５５０万、代陽小学校普通教室棟トップコート

防水改修工事４５０万円、八千把小学校プール

更衣機械室棟他爆裂改修工事３５０万円などで

ございます。 

 次に、復旧・復興プラン分としまして、８９

２万円。植柳小学校グラウンド等屋外照明設置

工事５００万円、太田郷小学校及び泉第八小学

校の吊り下げ式スクリーン等撤去工事３９２万

円でございます。 

 次に、目２・教育振興費です。２億４１５１

万円を計上しております。前年度比１２０８万

円の減となっております。 

 特定財源の国県支出金は、特別支援教育就学

奨励費国補助金４０７万３０００円、理科教育

設備整備費等国補助金１８６万５０００円、水

俣に学ぶ肥後っ子教室県補助金２０３万９００

０円が主なもので、その他は、水俣に学ぶ肥後

っ子教室実費徴収金２０４万円が主なものでご

ざいます。 

 主な事業について説明します。１１０ページ

をお願いいたします。 

 説明欄上から３番目、学校支援職員配置事業

（小学校）５１２１万２０００円は、学校支援

職員に対する賃金及び社会保険料が主なもので

ございます。本市では、より個人に応じたきめ

細やかな教育を推進し、子供たちの自己実現に

向け、生きる力を育んでいくことを目的に、

小・中・特別支援学校・幼稚園に学校支援職員

を配置しています。３１年度は、小学校では、

特別支援教育支援員を１人増の３８人、学校図

書館支援員を前年度と同じく１８人を配置しま

す。さらに、３２年度の新学習指導要領の完全

実施を前に、本市では３０年度から英語教育の

先行実施を行っております。３１年度は指導体

制のさらなる充実を図るため、英語支援員を１

人ふやし３人を配置します。 

 ４つ飛びまして、要保護・準要保護就学援助

事業（小学校）３４１５万２０００円は、経済

的な理由により就学困難な児童の保護者及び特

別支援学級に就学する児童の保護者の経済的負

担を軽減するためのもので、国の基準に基づ

き、学用品費、医療費等について援助を行うも

のです。 

 ３１年度は要保護３３人、準要保護９９０

人、特別支援２６６人の対象者を見込んでいま

す。 

 次に、項３・中学校費、目１・学校管理費で

す。２億７７０８万円を計上しています。前年

度比１５２４万３０００円の減でございます。

その主な理由は、一般施設改修工事などが減少

したことなどにより４０１４万円の減となった

ためでございます。 

 特定財源の国県支出金は、寄宿舎管理事業に

対するへき地児童生徒援助費等国補助金で、地

方債は中学校施設整備事業に充てる合併特例

債・過疎対策事業債及び緊急防災・減災事業債

です。その他の主なものは、中学校体育館使用

料１７７万８０００円でございます。 

 主な事業について説明します。中学校管理運

営事業１億３２１７万３０００円の主なもの

は、中学校施設用務員１４人、学校事務員８人

の計２２人分にかかる賃金、社会保険料３３１

２万６０００円のほか、電気料等の光熱水費６

６３２万６０００円が主なものでございます。 
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 １１１ページ、説明欄２番目の中学校施設整

備事業５３０２万６０００円の主なものは、安

全で快適な教育環境を提供するため、対応が必

要な施設の一般施設改修工事や修繕など４４１

２万４０００円で、内訳は第五中学校の特別教

室棟の防水改修９１９万８０００円、第七中の

屋上防水改修工事や職員トイレ洋式化など５３

６万円、また復旧復興関連として日奈久中木造

校舎耐震診断業務委託及びグラウンド等屋外照

明設置工事など８９０万２０００円でございま

す。 

 次に、目２・教育振興費です。対前年度比１

１９３万６０００円減の２億５８４７万１００

０円を計上しています。減額の主な理由は、パ

ソコン教育推進事業（中学校）で全中学校に電

子黒板の導入が完了したため、１２０５万３０

００円の減額によるものでございます。特定財

源の国県支出金は、特別支援教育就学奨励費国

補助金２３４万９０００円、理科教育設備整備

等国補助金１２５万円が主なもので、その他の

主なものは、外国青年英語指導助手有料宿舎の

使用料５０４万円のほか、柔道場畳の購入や英

語検定受験料の補助などに活用する、ふるさと

八代元気づくり応援基金繰入金４９３万１００

０円でございます。 

 主な事業について説明します。上から２つ目

の学校支援職員配置事業、中学校２４５７万円

は、学校支援職員に対する賃金及び社会保険料

が主なものでございます。３１年度は、特別支

援教育支援員を１人減の１６人、学校図書館支

援員を７人、生徒指導支援員を６人配置しま

す。 

 次の学校教材充実事業（中学校）１２２０万

１０００円は、知能検査・標準学力検査の業務

委託５２６万５０００円のほか、明確な目標を

設定することにより学習意欲の向上を図ること

と、国が示す中学校３年生における英検３級程

度の能力を持つ生徒の割合５０％の達成を目指

して、中学校全学年を対象に英語検定受験料の

２分の１を補助する経費２１２万６０００円が

主なものでございます。この経費については、

ふるさと八代元気づくり応援基金を活用しま

す。 

 １つ飛びまして、語学指導外国青年招致事業

６０８８万４０００円は、外国青年英語指導助

手──ＡＬＴを学校や幼稚園に派遣し、異国文

化の紹介、会話などにより、子供たちが英語に

なれ親しむための活動に従事させるものです。

３１年度は、ＡＬＴ１２人の報酬、社会保険料

及び住宅借上料が主なものでございます。 

 次の不登校児童生徒の適応指導事業８６１万

２０００円は、不登校状態にある児童生徒に対

して、適応指導教室くま川教室を開設し、専任

の指導員を配置し、専門的な教育相談や適応指

導、自然・体験的活動を実施し、学校復帰を支

援するとともに、社会的な自立を促すことを目

的に実施するもので、予算の主なものは指導員

８人分の賃金及び社会保険料でございます。 

 １つ飛んで要保護・準要保護就学援助事業、

中学校４２５６万８０００円は、経済的な理由

により就学困難な生徒の保護者及び特別支援学

級に就学する生徒の保護者の経済的負担を軽減

するためのもので、国の基準に基づき、学用品

費、医療費等について援助を行うものでござい

ます。３１年度は要保護１７人、準要保護５８

６人、特別支援１０９人の対象者を見込んでい

ます。 

 １つ飛びまして、パソコン教育推進事業（中

学校）７１２６万１０００円は、主にパソコン

のリース、保守に要する経費でございます。２

８年度からＩＣＴを活用した協働型、双方向型

の授業を展開するため、パソコンリースの更新

時に合わせて、デスクトップパソコンからタブ

レット併用型パソコンへ順次切りかえており、

今回は鏡中、東陽中、泉中、坂本中の４校に導

入します。 



 

－17－

 次に、１１２ページ、項４・特別支援学校

費、目１・学校管理費です。対前年度５２１万

８０００円増の４５８０万９０００円を計上し

ています。増額の主な理由は、八代支援学校の

２０２０年度小学部入学予定者に色素性乾皮症

といいまして、紫外線に当たると皮膚がやけど

のようになってしまい、紫外線によって損傷を

受けた遺伝子が修復されないために皮膚がんに

なりやすくなるため、直射日光を極力避けるこ

とが求められる児童がいるため、紫外線対策の

施設整備に伴う工事６９９万円によるものでご

ざいます。 

 説明欄の３番目、特別支援学校通学関係事業

２４４１万３０００円は、スクールバス５台分

の運行経費でございます。 

 １１３ページ、目２・教育振興費です。対前

年度２６６万２０００円の増の１３８６万６０

００円を計上しております。増額の主な理由

は、学校支援職員配置事業２６３万５０００円

増によるものです。 

 学校支援職員配置事業（特別支援学校）８２

３万１０００円は、より個人に応じたきめ細や

かな教育・医療的ケアを行うため、特別支援教

育支援員及び看護師を配置し、これに要する賃

金、社会保険料です。３１年度は、特別支援教

育支援員は４人、医療的ケアを行う看護師を５

人配置いたします。 

 下段の項５・幼稚園費、目１・幼稚園費で

す。対前年度９２２万４０００円減の２億２３

４９万６０００円を計上しています。その主な

理由は、幼稚園就園奨励費補助金事業の７５８

万１０００円の減によるものでございます。 

 特定財源の国県支出金７４７万４０００円の

主なものは、幼稚園就園奨励費国補助金７４３

万４０００円で、その他の主なものは幼稚園保

育料５０８万５０００円です。 

 主な事業について説明いたします。上から５

番目の幼稚園就園奨励費補助金事業１６５６万

６０００円は、幼児教育の振興のため、私立幼

稚園の保護者が負担する保育料を軽減すること

で、幼稚園への入園を促すものです。３１年度

は、入園者９９人分の９月までの従来の補助に

加え、１０月からの幼児教育の無償化に伴い、

半年分の全額補助を見込んでおります。 

 １１４ページの学校支援職員配置事業（幼稚

園）の８５６万２０００円は、園児の安心・安

全な園生活を支えるとともに、個人のニーズに

応じた教育活動を推進するため、幼稚園保育支

援員７人の賃金及び社会保険料のほか、医療的

ケアを必要とする園児のために配置する看護師

２人の賃金及び社会保険料を計上しておりま

す。 

 次に、ページ下段の項６・学校給食費、目

１・学校給食費です。６億４１８２万７０００

円を計上しています。対前年度比１３６７万４

０００円の増で、その主な理由は、西部学校給

食センターの屋根改修等を行う学校給食施設管

理運営事業の１６６６万７０００円増によるも

のでございます。特定財源の地方債２１１０万

円は、学校給食センター改修事業の合併特例債

でございます。 

 主な事業について説明します。説明欄２番目

の準要保護就学援助事業７５９８万８０００円

は、経済的理由などにより学校給食費の支払い

が困難な児童生徒の保護者に対し、給食費の全

額を援助し、経済的な支援を行うもので、小学

校１００５人分の４６２３万２０００円、中学

校５５９人分の２９７５万６０００円を見込ん

でいます。 

 １１５ページ、公益財団法人学校給食会運営

補助金事業２億９９８１万１０００円は、麦

島、南部、西部及び中部学校給食センターの４

つのセンターと代陽小学校で１日約８５００食

の給食の調理及び配送等を行う八代市学校給食

会への運営補助金で、正職員及び非常勤職員、

臨時職員１０１名の人件費相当分２億８９０５
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万２０００円が主な補助対象となっています。 

 次に、下段の項７・社会教育費、目１・社会

教育総務費です。対前年度１１９２万１０００

円減の１億２５３４万９０００円を計上してい

ます。減額の主な理由は、職員の人件費１５８

９万８０００円減によるものです。 

 特定財源の国県支出金は、熊本県地域人権教

育指導員設置費県補助金８４万円、及び学校・

家庭・地域の連携協力推進事業県補助金１６８

万６０００円で、その他の主なものは、さかも

と青少年センター使用料８０万円、八竜山自然

公園使用料３１０万円でございます。 

 主な事業について説明します。説明欄４番目

の社会教育事業１１２６万４０００円の主なも

のは、社会教育指導員３人分の報酬及び社会保

険料４６５万３０００円のほか、成人式実行委

員会への成人式企画運営委託１１０万円、八代

市地域婦人会連絡協議会など社会教育団体の３

団体への補助金２２３万６０００円でございま

す。 

 次に１１６ページ、目２・公民館費です。１

億２４５５万４０００円を計上しています。対

前年度比１億４１８２万１０００円の減で、そ

の主な理由は、公民館施設整備事業１億５１５

３万９０００円の減によるものでございます。 

 特定財源のその他の主なものは、公民館施設

整備事業のための教育文化センター建設基金繰

入金７５２万７０００円のほか、公民館使用料

３６３万円でございます。 

 主な事業ですが、説明欄２番目の公民館管理

運営事業２８３７万５０００円は、八代市公民

館の管理運営に要する経費で、その内訳は光熱

水費１０６１万２０００円、ビル管理、空調及

び衛生設備保守点検委託料３０８万７０００

円、音響照明技術業務委託料３４５万４０００

円が主なものでございます。 

 次は、１１７ページ下段の目４・図書館費で

す。対前年度１２７５万９０００円増の１億４

９７１万６０００円を計上しています。その主

な理由は、図書館施設整備事業の１２０６万４

０００円の増によるものでございます。 

 主な事業ですが、図書館管理運営事業１億３

１０６万４０００円は、本館及び２分館の指定

管理に伴う委託料１億２０８２万１０００円が

主なものでございます。指定管理者は、ＴＲＣ

グループ共同企業体、指定期間は平成２７年４

月１日から平成３２年３月３１日までの５年間

となっております。 

 次の図書館施設整備事業１８６５万２０００

円は、図書館本館のハロゲン化物消火設備を更

新するための工事に関する経費でございます。 

 次は、１１８ページの目５・博物館費です。

１億３４３７万７０００円を計上しています。

対前年度比４１１１万円の減で、その主な理由

は、博物館施設整備事業に伴う外壁改修工事４

０３４万２０００円の減によるものでございま

す。 

 特定財源その他の主なものは、展示室観覧料

４７６万円、図録販売収入８６万円です。 

 主な事業について説明します。上から７番目

の博物館特別展覧会事業ですが、３１年度は春

季、夏季、秋季及び冬季の４回の特別展覧会を

開催するための経費１３０９万４０００円を計

上しています。主なものとして、春季特別展覧

会は、肥前のやきもの─佐賀県立九州陶磁文化

館名品展（仮称）を開催いたします。日本遺産

に認定された肥前──佐賀・長崎の焼き物の中

から、唐津焼、有田焼、鍋島焼など国指定重要

文化財を含む我が国屈指の陶磁器の名品を紹介

するものでございます。 

 夏季特別展覧会は、なるほど！紙の世界─八

代の製紙業（仮称）を開催します。製紙業は、

今も昔も八代の基幹産業です。江戸時代の宮地

手漉き和紙から明治時代以降の機械による製紙

まで、豊富な実物資料を使って、八代の製紙業

の歴史をひもときます。あわせて、常設展示室



 

－19－

では、江戸時代の千代紙やペーパークラフトな

ど多彩な和紙の世界を紹介します。 

 秋季特別展覧会では、八代の歴史と文化シリ

ーズ２９回目、もののふと茶の湯─利休から織

部・忠興・康之へ（仮称）を開催します。江戸

時代の初め、八代城で亡くなった細川忠興──

三斎は、家老松井康之とともに千利休に茶の湯

を学んだことで全国に知られております。後世

の郷土の文化にも大きな影響を与えた茶の湯の

世界について、熊本県内初公開となる茶入れな

ど、各地から借用した名品の数々とともに紹介

するものです。 

 古来より、書は人をあらわすと言われます。

冬季特別展覧会では、偉人たちの筆跡（仮称）

と銘打ち、博物館や松井文庫が所蔵する天皇、

公家、武将など歴史上の著名人の書を紹介しな

がら、筆跡からその人物像に迫ります。 

 以上が平成３１年度教育部予算の概要でござ

います。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑をお願いしま

す。 

○委員（橋本徳一郎君） まず、要保護、準要

保護就学援助事業です。小学校も中学校もです

けど、これの支給時期がいつになるか……。 

○委員長（上村哲三君） 何ページ、何ページ

……。 

○委員（橋本徳一郎君） ごめんなさい。予算

書でいうと……、どこですかね。資料で見てま

したので。 

○委員長（上村哲三君） 予算書で言ってね。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。予算書……。 

 小学校が１１０ページですね。と、中学校が

１１１ページになります。 

○教育部次長（和久田敬史君） 小学校、中学

校いずれも入学時に必要な経費につきまして

は、３月までに支給をするということで準備を

いたしているところでございます。 

 以上です。（委員橋本徳一郎君「ありがとう

ございます」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） いいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） 今のやつに関連してで

すけれども、小学校のほうが１００５名、中学

校が５５９名というふうなことで説明があった

かと思うんですけれども、これ増加傾向です

か、減少傾向でしょうか。 

○教育部次長（和久田敬史君） 年々増加傾向

ということでございます。（委員野﨑伸也君

「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） 前年度比較は聞かん

でいいかい。 

○委員（野﨑伸也君） 聞ければ聞きたいで

す。 

○委員長（上村哲三君） ２８、２９ぐらいは

わかる、西村学校教育課長、わかる。 

○学校教育課教育支援係長（松田英里君） 失

礼いたします。就学援助の支給対象者数です

が、年々増加傾向でございまして、例えば、平

成２９年度ですと、全体で１６.６％でござい

ました。３０年度は１７.１％、来年度は１７.

３％と見込んでおります。 

○委員長（上村哲三君） それは前年度からの

伸び率ということ、そのパーセンテージは。 

○学校教育課教育支援係長（松田英里君） 全

体の数字です。 

○委員長（上村哲三君） 野﨑委員よろしいで

すか。 

○委員（野﨑伸也君） はい、よろしいです。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） 幼稚園の無償化という

ことで、１０月からということですが、市の持

ち出しは大体どのくらいぐらい浮いてくるんで

すか。 
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○教育政策課長（機 智三郎君） 済いませ

ん、お待たせしました。歳出のほうが１６５６

万６０００円を予定しておりまして、こちら教

育関係では幼稚園の……。（委員橋本幸一君

「幼稚園です、済いません」と呼ぶ） 

 予定しておりまして、歳入の部分が７４３万

４０００円で、この差額分、約９００万程度が

市の持ち出しという形になっております。 

○委員（橋本幸一君） ９００万が市の持ち出

し……、ちょっとそこもうちょっと詳しく。 

○教育政策課長（機 智三郎君） 済いませ

ん。臨時交付金等の部分が７４３万４０００

円、これが歳入で上がってくるものですね。支

出の部分が１６５６万６０００円となりますの

で、その差額分９００万程度ですかね、こちら

が市の一般財源の持ち出し……。 

○委員（橋本幸一君） 臨時交付金というの

が、これまでの保護者が負担しとった費用と理

解してよかですかね。幼稚園料というか……。

７４３万４０００円というのが、今まで保護者

が出していた幼稚園料ですか、何というんです

かね、そう理解してよかですか。 

○教育政策課長補佐兼教育政策係長（岩崎伸一

君） 済いません。では、私のほうから。先ほ

どおっしゃったとおりで、保護者の負担分とい

う形で考えますと、そもそもは４月から９月ま

でにつきましては、現行の制度の分でございま

すので、いわゆる保護者の所得の状況等によっ

て、もう全額保護者のほうが負担するというよ

うなところもあるところでございます。これが

１０月から全額のほうをこちらのほうで、市の

ほうでという形になりますが、こちらのほう

の、先ほど申しました７４３万４０００円のう

ちの５７３万８０００円、こちらのほうがもと

もとこちらのほうで見る分でして、１０月から

の負担としては１１４７万６０００円のほう

が、これまで保護者のほうが負担されていた金

額ということになります。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） ちなみに、園児数とい

いますか、人数は何人ぐらいですか。 

○教育政策課長補佐兼教育政策係長（岩崎伸一

君） 人数のほうでございますが、こちらの私

立幼稚園の対象者というのが、平成３１年度の

見込みで９９人、これは全て白百合の幼稚園さ

んの園児の数というところで見込んでいるとこ

ろでございます。 

 以上です。（委員橋本幸一君「わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） よか。 

○委員（橋本幸一君） 結構です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（鈴木田幸一君） １１１ページのです

ね、語学指導外国青年招致事業ということで、

１２人の増加を見ておられるようでございます

けれども、そもそもですね、英語教育の充実と

いうことで、今回の教育の方針になっておりま

すけれども、何か目標かなんか立てておられま

すか。何かの基準をもって、英語教育の伸びて

いるとか、伸びておらんとかという目標を立て

ておられますか。 

○委員長（上村哲三君） 予算書、何ページで

すか。 

○委員（鈴木田幸一君） １１１ページです。 

○学校教育課長（西村 裕君） 失礼いたしま

す。今、委員御質問の点でございますが、先ほ

ど御説明の中にもありましたが、英検３級以上

の取得者、これを国としては５０％以上という

ことで設定をしておりますので、ＡＬＴ１２

名、また英語支援員３名、来年度配置予定でご

ざいますが、それらの人的支援を得てですね、

英検３級以上の割合をふやそうというふうに考

えております。 

 以上です。 

○委員（鈴木田幸一君） 実は私たち、以前で
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すね、金沢のほうに研修に行きまして、非常に

金沢が英語教育の特区に指定して、非常に英語

の力をつけて、先ほど言われました英検のです

ね、３級、２級、１級を非常に多く排出したと

いう実績があるそうでありますけども、そうい

う、例えば、英語特区かなんかに指定するとい

う方向性を持っておられますかね。 

○学校教育課長（西村 裕君） 英語特区とい

いますものが、現在の学習指導要領に基づかな

い、文科省からの特別な措置を得てするという

ことになりますが、なかなか手を挙げてもでき

ない部分もあります。 

 ただ、本市といたしましては、２０２０年度

からの学習指導要領の全面実施に向けてです

ね、英語の先行実施、これを既に行っていると

ころでございます。そのような形で、学習指導

要領の中身を先取りをしてですね、今現在、実

数を増加させて学校で対応しているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（鈴木田幸一君） 私、英語教育は非常

に大事かなと思っています。というのも、やっ

ぱり国際人としてのやっぱり教育というのを今

後、この八代市からもしていく必要があるなあ

と思っているわけでありますけども、例えばで

すよ、例えば、これは個人企業の宣伝になるか

もしれませんけれども、スピードラーニングと

いう、いわゆるテレビでよく宣伝しております

けれども、こういった日本にある英語関係で非

常に伸びる状況のあるような教材を持ってくる

というような、そうった方法を持っておられま

すかね。 

○学校教育課長（西村 裕君） 今、委員御指

摘の点でございますが、市販のですね、英語教

材、これを活用するということは現在のところ

は考えておりません。ただ、今、ＩＣＴの環境

が非常に整って、電子黒板等でですね、文科省

から配付されますデジタル教材、これも非常に

今充実したものになっております。音声とか、

いろんなものがですね、生の声で聞けるという

利点がございますので、そういうものをフルに

今活用している現状でございます。（委員鈴木

田幸一君「ありがとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（金子昌平君） 予算書の１１１ペー

ジ、子ども支援相談事業なんですけれども、ど

のぐらい相談があっているのか、推移を教えて

いただきたい。 

○教育サポートセンター所長（沖村 巧君） 

サポートセンターの沖村です。よろしくお願い

します。 

 子ども支援相談事業は、サポートセンターに

相談員を１人配置いたしまして、電話、それか

ら来所、それから訪問、それからメール、この

４つの形態で相談を行っております。 

 推移のほうを申し上げます。平成２８年度が

年間で３６３件相談がございました。平成２９

年度、年間で３８４件ございました。平成３０

年度、本年度でございますが、２月末日現在で

４０６件ございました。年々ふえてきている状

況でございます。 

 以上です。 

○委員（金子昌平君） これは保護者さんから

の問い合わせが多いんですか。 

○教育サポートセンター所長（沖村 巧君） 

失礼いたします。対象者といたしましては、教

職員、保護者、それから児童生徒本人、それか

ら地域の方を対象にしておりますが、ほぼ９

０％以上は保護者の方の相談になります。あと

残りが教職員ということで、本年度、児童生徒

本人からの相談はございませんでした。 

 以上です。 

○委員（金子昌平君） 相談員が１人というこ

となんですけど、その相談に対して間に合って

いるのかな、大丈夫……。 
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○教育サポートセンター所長（沖村 巧君） 

失礼いたします。現在のところは相談員が１人

で何とか業務を行っている状況ですが、今後の

推移を見ますと、増加するようでありますと、

ちょっと勤務時間、それから人員等の見直し等

も必要になるような可能性もあると思っており

ます。 

 以上です。（委員金子昌平君「ありがとうご

ざいます」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにございます

か。 

○委員（野﨑伸也君） １０７ページの校務支

援推進事業中の、債務負担行為で統合型校務支

援システムの使用料ということで１億２８１３

万９０００円ということで、かなり高額の、４

年間でということですんで、かなり高額の支援

システムを導入というようなことで伺いました

けれども、この内容というのと期待される効果

ということ。 

 あと、どのようにして、その校務支援システ

ムが有効に活用されて、先生方のためになった

かというのを、検証の仕方というのはどういう

ふうに考えておられますか。 

○学校教育課長（西村 裕君） 失礼いたしま

す。校務支援ソフト、５年間で１億２７５７万

円ということで計上させていただいております

が、学校でいろいろな児童生徒の名簿、出欠の

管理、授業時数の管理、成績管理、進路指導、

保健管理等いろいろな公簿というものがありま

すが、この各種業務をシステム化して、互いに

反映させながら業務の効率化を図ることで、教

職員の負担を軽減するという目的があります。 

 まず、内訳でございますが、ゆうｎｅｔと申

しまして、県が作成している教職員の休暇、ま

た旅費管理を行うそのシステム、これが５９万

円、本体が３０７６万７０００円でございます

が、その内訳として、ソフトウエアの関連がカ

スタマイズ料を入れまして１２００万、クラウ

ド利用のためのシステム構築検証が１８００

万、その他研修１００万、ヘルプディスク３０

万というふうに初年度予算を立てているところ

でございます。 

 その導入によりまして、どういうメリットが

生まれますかといいますと、今、教職員の多く

が手書き、または手作業を必要とする公簿等も

ありますので、その業務の効率化が図られると

いうこと。それと名簿等やたくさんの個人情報

を学校が持っておりますので、各種情報を一元

管理、そして全職員で共有ができるというこ

と。それと、さまざまな情報をデータセンター

で管理することで、例えば、大規模災害等によ

ります児童生徒情報の消失、紛失を防ぐことが

できるということになっております。 

 軽減された先進地域での効果といたしまして

は、やはり時間外勤務が減ったということ、そ

れと２番目に授業の準備、教材研究にかける時

間が増加したということ、３番目に子供と向き

合う時間が増加をしたという報告があっており

ます。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） ありがとうございまし

た。今聞いて、手書きの作業がかなり多かった

ということでびっくりしているんですけれど

も、ただ、今度は入力業務とパソコンが主流に

なってくるというふうなことで伺いましたけれ

ど、それに対応するために、それを使いこなす

ための、またですね、教育とかというのもある

んだろうと思うんですけど、そこら辺のところ

は計画的にやられるようになってるんですか

ね。 

○学校教育課長（西村 裕君） 今ありました

ように、やはり操作の習得に、なれるまでには

一定の時間を要しますので、ＩＣＴの支援員、

操作にかかる、わからないところを解決してい

ただく、そういう職員をですね、校務支援サポ

ーターとして、２０２０年の１月から１年間限
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定で配置をするというふうにしております。 

○委員（野﨑伸也君） あとですね、先ほど説

明の中で、名簿等についても災害等で紛失しな

いように一元管理するんだというような話があ

ったんですけれども、それはクラウドを使って

ということで、セキュリティーの関係について

は安心できるものなのだろうかと思うんですけ

ど、そこら辺は大丈夫ですか。 

 あと、先進地域でのふぐあいであったり、そ

ういった報告とかなんか聞かれているものがあ

れば、ちょっと教えてもらいたいんですけど。 

○学校教育課長（西村 裕君） 今ありました

セキュリティーに関しては、これはもう万全を

期していきたいと思いますが、ふぐあい等につ

いての報告は今のところですね、先進導入され

ているところからも話は聞いていないところで

ございます。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません。もう一点

なんですけど、このゆうｎｅｔというのが、県

が作成したソフトというのを今度使われるとい

うことなんですが、先行で導入されてるところ

が県下でどれぐらいあるのか、ちょっと教えて

ください。 

○学校教育課教育支援係長（松田英里君） 失

礼いたします。ゆうｎｅｔにつきましては、八

代市を除く１３市中９市が既に導入済みです。

市町村全体で申し上げますと、４５分の３２と

なっております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 今お聞きしたんですけ

れども、八代市のほうが何かおくれてるような

感じで、今回やっと入ったということで、非常

によかったなというふうに思いますし、学校の

先生たちのですね、時間確保に向けてですね、

本当いいシステムになればと思います。意見じ

ゃないですけど、とりあえず、これでここはや

めときます。 

○委員（橋本徳一郎君） 関連して、このシス

テムが、コンピューター関係なもんで、更新時

期なんかが出てくると思うんですよね。どの程

度の年数を予想して導入されますか。 

○教育部次長（和久田敬史君） 今回は５年の

契約ということで、５年後の更新にはまた再度

見直しというふうな形になるかと思います。 

○委員（橋本徳一郎君） 結構高額な費用が必

要になるので、計画的にですね、運用をお願い

します。意見です。 

○委員長（上村哲三君） 意見としてお願いし

ます。（委員橋本徳一郎君「はい」と呼ぶ） 

 ほかにございますか。 

○委員（福嶋安徳君） 中学校の施設整備事業

になりますけれども、いろいろと、げた箱と

か、かばん棚とか、屋上の防水施設とか、こう

いった施設整備についての予算化がなされてお

りますけれども、中学校あたりのトイレとか、

水道施設とか、そういった施設の整備はもう大

体終わられておりますか。今後考えられるので

すか。 

○教育部次長（和久田敬史君） 今年度、教育

施設関連につきましては、財政課が主導でファ

シリティーマネジメントに基づきまして、教育

部内の施設関係につきましても、長期にわたる

整備計画を今策定しているところでございま

す。 

 その中で、各学校建設からですね、まだトイ

レに関しましては洋式化してないところですと

か、災害時のそういった避難場所になったら、

スロープをつけないといけないとか、そういう

ところも含めまして、計画的に今後も改修、そ

れから修理をしながら、なるべく長期間使用で

きるような感じでしていきたいと考えてるとこ

ろでございます。 

○委員（福嶋安徳君） やはり、いろいろ考え

られますことが、やはりトイレはもうもちろん

ですけれども、今現在、この水道施設というの

が、飲料水で大変困っておられる学校あたりが
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結構あられるようです。今後、何といいます

か、去年のように猛暑に見舞われますと、どう

しても、この飲料水というのがぜひ必要なとこ

ろではありますので、そういったところもです

ね、点検しながら、やはりぜひ必要な部分とい

うのは早目にやったほうがいいんじゃないかな

というふうに思っておりますが、いろいろと計

画を持ってですね、やっていただきますように

お願いします。 

○委員長（上村哲三君） 意見でよろしいです

か、今のは。（委員福嶋安徳君「はい、そうで

す」と呼ぶ）意見として、よろしくお願いしま

す。 

 ほかにございますか。 

○委員（野﨑伸也君） 委員長、休憩はまだで

すか。 

○委員長（上村哲三君） まだ、続くの。まだ

あるの。 

○委員（野﨑伸也君） いや、結構ありますん

で、申しわけないですけど。 

○委員長（上村哲三君） それでは、ここで午

前中の審議の途中ではありますが、小会いたし

ます。 

（午後０時０５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０５分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 午前中の審議は、第９款・教育費質疑の途中

までとして、休憩いたします。午後は１時から

再開いたします。よろしくお願いします。 

（午後０時０６分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（上村哲三君） それでは、休憩前に

引き続き、文教福祉委員会を再開いたします。 

 それでは、午前中の第９款・教育費につい

て、質疑の途中でありましたので、引き続き本

件についての質疑を行いたいと思います。質疑

ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） １１１ページだったと

思いますけど、パソコン教育推進事業で、今回

説明のほうでタブレットのほうへ切りかえを順

次していきますよというような話がありまし

た。と、関連してなんですけども、ＩＣＴ教育

についても、教育部長のほうからも、また力を

入れてやっていきますよというふうなお話あっ

たんですが、昨年度と比較してＩＣＴ関係の事

業費というのがどれぐらい伸びてるんだろうと

思うんですけれども、その比較というのはわか

られますか。 

 あと、ＩＣＴの研究指定校について、三中の

ほうが今回選定されています。小学校のほう

は、多分引き続きまた八代小学校だったですか

ね。（｢うん」と呼ぶ者あり）だろうかなとい

うふうに思うんですけれども、八代小学校から

中学校のほうも引き続きタブレットのほうです

ね、授業のほう、これはまたさらに飛躍できる

ようなということで、できれば一中とかという

のも考えられたんじゃないかなと思うんです

が、そこら辺の選定についてと、また、小学校

の拡充、八代小学校以外拡充していこうとかと

いうところの考えはないか、お聞きします。 

○教育政策課長（機 智三郎君） パソコンの

ＩＣＴ機器等の伸びということで、こちらの予

算のほうの。こちらにつきましては、大体５年

ごとのリース期間を設定しておりまして、その

中で地区を４地区、５地区設定する中で随時入

れかえていっているもんですから、年度でいき

ますと、その対象となる学校が多い年、少ない

年で違ってくるもんですから、一律に伸びとい

うのはなかなか示されない部分でございますけ

れど、全体的な傾向としましては、やはり機器

類のほうがですね、充実させていっている傾向

にございますので、伸びていってるということ

は言えるかと思います。 

 以上でございます。（委員野﨑伸也君「は
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い」と呼ぶ） 

○教育部長（桑田謙治君） ＩＣＴ関連につき

ましては、年々伸びているということでござい

ますが、３１年度予算に限りましてはですね、

先ほどもちょっと御説明ありましたように、中

学校の普通教室の電子黒板のほうが、ふるさと

元気づくり応援基金を活用して３年間で整備を

してきたんですが、一応そちらのほうが完了し

ましたもんですから、その分で３１年度は電子

黒板の分が減にはなったということにはなるか

と思います。 

○委員長（上村哲三君） もう一つ、今後の方

向性ということで質問があっとったけど、それ

は誰が答えるの。 

○学校教育課長（西村 裕君） それでは、失

礼いたします。先ほど、ＩＣＴ教育に関してと

いうことで、まず、平成２９年度に八代小学校

と千丁中学校で指定をいたしまして、その普及

成果、今でも視察等多く訪れている学校でござ

いますが、この２校につきまして、ここ最近で

すね、指定を受けるまでは研究指定校から遠ざ

かっていたというところもありまして、ただ２

校非常にいい成果を上げていただきました。 

 平成３０年度から来年度にかけては、第三中

学校のほうに指定を受けていただきますが、こ

こもしばらく遠ざかっていたという理由もあり

ますけれども、まず、中規模的な学校でありま

して、複数の学級でいろいろなＩＣＴの授業、

その検証が可能であるというところ、それと学

力向上への成果、これをですね、第三中学校の

ほうには期待したいと考えております。 

 今後ともですね、ＩＣＴのタブレット端末

等、具体的なですね、実践を重ねてですね、本

市教育の充実を図っていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか、野

﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。先ほど

も言いましたけれども、小学校から中学校とい

う引き続きの、継続してですね、できるような

環境整備に努力されてください。 

 １１１ページだと思います。中学校管理運営

事業、ここでエアコンの設置に関するところが

ですね、ちょっとあるかと思うんですけれど

も、小学校も幼稚園もそうなんですが、動力に

ガスのほうば入れてるというのがあるかと思い

ます。何でガスのほうを一部選んだのかという

理由ばちょっと教えてください。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） この

ガスの空調機を導入した理由でございますけど

も、このガスの機器につきましては、自立運転

ができるという機種がございます。ガスには、

都市ガスとか、プロパンガスがございますけど

も、ガスを燃料として冷房、暖房できるような

機械でございます。これにつきましては、もし

停電になっても自立運転ができるということ

で、もし停電になった場合でも空調機が使える

という利点と、その空調機をもとにですね、発

電ができるということで、その電源をいろんな

施設の通信機器だとか、テレビ等のですね、情

報端末、パソコン等ですね、そういった電源に

使えるという利点があるということで、各施設

に１台ずつ導入ということで、今進めていると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。災害対

応とかというのもいろんなことを考えて組んで

いただいて導入されるんだろうというふうに思

います。ありがとうございます。 

 多分これも１１１ページになると思います。

学校支援職員の配置でですね、中学校の部分で

特別支援教育支援員が１人減になっています。

その理由、教えてください。 

○学校教育課長（西村 裕君） 失礼いたしま

す。特別支援教育支援員、この職員を必要とす
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る子供たちは年々増加傾向にあります。その中

で、最近、就学指導委員会等を通してですね、

特別支援学級に入級するお子さんたちが、やは

り新１年生が年々増加をしている。つまり、小

学校において特別な配慮を要するお子様がふえ

てきている現状にあります。 

 そういう中で各学校、校内支援体制を構築し

て、かなり努力をしていらっしゃるところです

けども、なかなか厳しい現状がある。そういう

観点から、支援員のほうをですね、小学校のほ

うに回しているというようなところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 常々、支援員のほうが

足りないというふうな話、聞いてましたんで、

心配してるんですけれども、全体的にやはり今

ちょっと話もあったかと思うんですけど、全体

的にやはりまだ足りない、欲しいというふうな

状況ですか。 

○学校教育課長（西村 裕君） 委員御指摘の

とおり、学校の現場といたしましては、やはり

人の数、やはりマンパワーが必要ということ

で、特に支援員の要望は上がっているところで

す。 

 今後も頑張ってですね、予算要求のほうは、

今後とも引き続き続けてまいりたいと思いま

す。 

○委員（野﨑伸也君） 視察でですね、文教福

祉委員会で行って、話を聞いたところなんです

けれども、あるところでは、県のほうがです

ね、この支援員のほうを制度として配置をさせ

るというような、あったらしいんですけど、そ

こはですね。熊本県ではそういった取り組みと

いうのはないんですか、市町村に対して派遣す

るみたいな。 

○学校教育課長（西村 裕君） 県のほうか

ら、特別支援教育支援員等の配置をするという

お話は今のところ聞いておりません。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 引き続いてよろしいですか。 

 多分、これもまた１１１ページになると思い

ます。不登校児童生徒の適応指導事業というこ

とで、くま川教室のほうの話なんですけれど

も、生徒の増加、特に小学生がふえてきてると

いうことで、どうにかですね、先生のほうをふ

やしたりだったり、そういった、またカリキュ

ラム的なところの見直しとかという話も、これ

も委員会で視察に行かしていただいて、いろん

な話聞いてのところでの話なんですが、今回、

予算計上では多分そのままの人員で、そのまま

の時間数でというふうな形で計上されているの

かなと思うんですけども、そこら辺の対応につ

いて何か協議があったのかどうか。で、方向性

はどうするのか、ちょっとお聞きしたいです。 

○教育サポートセンター所長（沖村 巧君） 

失礼いたします。まず、通級している生徒の本

年度の動向について申し上げたいと思います。

本年度につきましては、通級生、体験も含める

延べ人数が２月末日現在で３８名となっており

ます。昨年度が３５名ですので、年々また増加

をしてきているような傾向にあります。 

 加えまして、本年度、小学生、これは火曜日

と木曜日のスポーツ活動のみになりますけれど

も、小学生の通級が現在５名ということになっ

ております。 

 委員御指摘のとおり、くま川教室の通級生

徒、年々増加をしている中で対応のほう、過渡

期であるなというふうに認識をしているところ

でございますが、本年度８名で行いました指導

員、来年度も８名ということで対応させていた

だきますけれども、小学生の対応、それからカ

リキュラム等の見直し等につきましては、施設

の充実というのがまず先決でございます。 

 くま川教室の現在の状況でございますと、教

室が２部屋しかございません。その中で、カリ

キュラムを変更して、指導員をふやして対応で
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きるという、そういった施設上の問題が解決を

しないものですから、まず、くま川教室の移転

か、建て直しか、そちらのほうの対応について

検討をしているところでございます。早急に近

年中には、まず施設のほうの充実を図り、その

後、指導員の増員というのを図るような形で見

通しを持っているところです。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） そうですね、今、移転

とか、増改築なのか、ちょっとそういった話も

出て。以前から施設のあり方というのをです

ね、どうしたほうがいいのかというのは、この

委員会の中でも常々言わしていただいとったっ

ですけれども。ただ、それが決まらんと、じ

ゃ、カリキュラムだったり、その子供たちに対

する対応ができないというふうな状況ば持ちな

がら、そういう話をするんじゃなくて、子供た

ちが出てきたときにすぐ対応できるようにです

ね、補正予算とかというのもあるだろうし、ど

うにかそういう混乱が生じないようなですね、

対応のほどをお願いをしときますし、あわせ

て、今言われた移転、増改築の話についても、

前向きに、もうすぐにでもですね、方向性出せ

るようにやっぱりスピード感持って取り組んで

いただければというふうに思います。 

○委員長（上村哲三君） 意見でよろしいです

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。それは意見で

す。 

○委員長（上村哲三君） じゃ、意見として捉

えてください。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません。ちょっと

ページ数がわからんとですけれど、成人式の関

係、わかりますか。社会教育事業ですかね。何

ページかちょっとわからないんですが、予算の

ほうが２１２６万ですかね。（｢１１５ペー

ジ」と呼ぶ者あり）なぐらいのところで、成人

式の関係で予算が説明もあったのかなというふ

うには思うんですけれども、今回、会場のほう

が変更になるというふうに伺ってますが、その

理由、ちょっと教えてください。 

○理事兼生涯学習課長（澤田宗順君） 生涯学

習課、澤田です。今回、成人式につきまして

は、例年、厚生会館を使って利用しております

けれども、改修に入るということで使用ができ

なくなるというふうなことで、総合体育館を現

在予定をしているところです。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。ありが

とうございます。 

 続いてよかですか。最後になるかと思います

けれども。 

 図書館の関係ですね。施設整備のほうもあり

ましたけれども、あと、指定管理の関係のお話

をされたというふうに思います。図書館の入館

者数が、指定管理になってどれぐらい伸びてき

ているとかというのがわかれば教えてほしいと

いうのと、現状の課題であったり、あとそれに

対する対策とかというのはどのように考えてお

られるのか。今後も引き続き、入館者がふえて

いく方向にですね、やっぱり市としてはやっぱ

り進めていくべきだろうと思いますんで、そこ

ら辺のところをちょっと教えてもらえればと思

います。 

○理事兼生涯学習課長（澤田宗順君） 図書館

の入館者数につきましては、２９年度が４５万

１２００人でございます。３０年度が１月末現

在で４５万７２００人ということで、前年度よ

り若干伸びているという状況です。あと、２

月、３月の数値が入りますので、明らかに増に

なるというふうに思っております。 

 あと、図書館の今後の運営につきましては、

建物自体もう３０数年たっております。施設関

係も老朽化しておったり、設備のほうの改修等

も必要になってまいります。ということで、計

画的に改修計画を立てながら、市民の人たちの

利用に供することができるような施設運営に努
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めていきたいというふうに考えております。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。年々伸

びてきているというのはわかりましたんで、

今、課題のほうもですね、施設のほうのという

ふうに認識もされてるみたいですので、ぜひ進

められていただければと思います。ありがとう

ございます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（橋本幸一君） 先ほどタブレットの件

ですが、全校に支給ということだったんです

が、支給形態としてはどのような形態、１人１

つじゃなくて、どういう形態で支給されます

か。 

○教育政策課長（機 智三郎君） タブレット

等の各学校への支給の形態ということですか

ね。（委員橋本幸一君「はい」と呼ぶ） 

 こちらにつきましては、基本的に各学校のパ

ソコン教室に。人数分といいますか、に充足す

るような形で入れております。（委員橋本幸一

君「結局、パソコン教室のそれぞれのテーブル

に１つずつという形ですね」と呼ぶ） 

 そうですね。その学校の規模によって、多い

ところは４０台のところもあれば、規模が小さ

いところはそこまでないと、で入れておりま

す。 

○委員（橋本幸一君） 了解しました。 

 先ほどの八代小学校の管内視察の件が出たっ

ですが、やっぱり非常にいいなということで、

ほかに学校、先ほど出ましたが、普及すべきと

いうことで私たちも思ってるわけですが、指導

員の各学校への状況といいますか、それはどの

ような状況に。今後どのような方向性を持って

対応されるのか、その辺がわかったら説明願い

たいと思います。 

○学校教育課長（西村 裕君） 失礼いたしま

す。昨年度ＩＣＴ支援員を３人雇用いたしまし

て、３人体制で巡回をしていただいておりまし

た。で、来年度の予算につきましては、その獲

得がちょっとできませんでしたので、１人体制

の２カ月間の予算しかとれなかったところでご

ざいます。ただ、方向性といたしましては、文

科省も、このＩＣＴ教育支援員の充実を図るべ

きということで、４校に１人程度はとか、そう

いう割合も出ておりますので、来年度はぜひＩ

ＣＴ支援員のですね、復活要求のほうをしたい

と考えております。 

○委員（橋本幸一君） 何か今聞けばちょっと

バックしてるなというか、そういう思いがした

わけですので、やっぱりそれについてはしっか

りまたですね、来年挽回して、できるだけ皆さ

んがですね、享受できるような体制お願いした

い。これはもう要望です。 

○委員長（上村哲三君） 要望としてお願いし

ます。 

○委員（橋本幸一君） 終わります。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（野﨑伸也君） 質疑の途中でもお話を

しましたけれども、いろんなところで、前年よ

りですね、やっぱり一歩進んで何でも子供たち

のためになるように、また市民全体のためにな

るようにですね、取り組んでいただいていると

思いますけれども、部長を中心にですね、いろ

いろとまた頑張って取り組んでいただければと

いうふうに思います。特にＩＣＴの関係は、橋

本委員も言われましたけれども、すごいいい取

り組みだというふうに思ってますので、頑張っ

てください。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 
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○委員（金子昌平君） 八代市学校・子ども応

援基金事業ですね。寄附金を募るとあったです

けど、これクラウドファンディングとか、そう

いうＳＮＳだとか、そっち系を使っていくと、

もっと寄附が集まりやすいんじゃないかなと思

うので、頑張っていただきたいというのと、中

学校施設整備事業って、これ第一中学校が入っ

てきてるんですけども、校舎改築基本方針の。

これ、一中と代陽小学校が隣接しているんでで

すね。できれば、総合的な感じで捉えて、建

設、改築に向けていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 何か今んとは具体的

な意見がある。総合的なというのは。（笑声） 

○委員（金子昌平君） 総合的な、例えば、武

道館とかがプレハブだったりするんですけど、

今、代陽小学校と一中の間に力の山というとが

あるんですよ。 

○委員長（上村哲三君） うん、あるある。 

○委員（金子昌平君） ここはもう結構遊具も

危険な状態であって、例えば、ここの真ん中に

武道館を置くと、小中一貫校としても、小学校

からも柔道部に参加できると、一中のですね。

そういった有効な施設を建てていただければな

みたいな……。（笑声）意味が違うですかね。 

○委員長（上村哲三君） いいえ、よかです

よ。（笑声）（｢ぐるっとようしてほしか」と

呼ぶ者あり） 

○委員（金子昌平君） そうそうそう。何か総

合的に考えていただきたいなと。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 有馬施設課長、よろ

しくお願いします。（笑声） 

 ほかにございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で意

見を終了します。 

 以上で第９款・教育費についてを終了しま

す。 

 小会します。 

（午後１時２４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時２９分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、第３款・民生費について健康福祉部か

ら説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） そ

れでは、一般会計予算の審議をいただくに当た

りまして、担当部長としての総括を述べさせて

いただきます。では、着座にて申し上げます。 

 平成３１年度一般会計関係予算、民生費、衛

生費の編成に当たりましての部長総括といたし

まして、重点戦略に基づき実施する新規事業に

絞って申し上げます。 

 来年度、健康福祉部では、重点戦略３、誰も

が幸せを実感できる暮らしの実現に位置づけた

３つの施策につきまして、新規に取り組むこと

といたしております。 

 まず、認知症高齢者見守りネットワーク事業

ですが、一般質問でも答弁しましたように、本

市で要支援、要介護の認定を受けておられる方

の約６３％が認知症、またはその疑いがある方

とされており、今後も増加すると見込まれてい

ます。日常的に介護されている御家族の負担を

少しでも軽減し、高齢者の安全を確保するた

め、ＧＰＳ機器利用にかかる初期費用を補助す

る本事業に取り組むことといたしました。でき

るだけ多くの方に御利用いただき、高齢者御本

人や御家族の安全・安心につながるよう周知に

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、こども医療費助成事業ですが、子育て

にかかる費用が全般的に増大している中、子育

て世帯のさらなる経済的負担の軽減と次世代を

担う子供たちの健康保持と健全育成を図り、子

育てしやすいまちづくりを進めるため、対象年

齢を１８歳までに拡大することといたしまし
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た。新たに対象となる年齢層に対しましての周

知などを重点的に行い、１０月１日から円滑に

無料化が実施できるよう、十分な準備を進めて

まいりたいと考えております。 

 最後に、産後ケア事業です。これは、出産

後、家族等からの十分なサポートが受けられな

い母子を対象に実施するもので、委託契約して

いる医療機関に宿泊して、心身のケアや育児サ

ポートを受けていただくものです。また、あわ

せまして、出産後間もない産婦の身体機能の回

復や授乳状況、精神状況を把握するため、全産

婦を対象とする産後健診も新たに実施いたしま

す。 

 これらの事業により、産後初期段階の母子に

対する支援を強化し、安心して子育てできる支

援体制の充実を図ってまいりたいと考えていま

す。 

 重点戦略に基づく新規事業は以上でございま

すが、所管しておりますそれぞれの福祉・保健

施策につきましても、市民目線に立って適切に

事業を実施し、誰もが安心して住み続けられる

まちづくりに向け、部内一体となって進めてま

いりたいと考えております。 

 以上で、平成３１年度一般会計関係予算につ

きましての部長総括といたします。 

 それでは、議案第４号・平成３１年度一般会

計予算のうち、健康福祉部所管分につきまし

て、小林健康福祉部次長が御説明いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小林眞二

君） こんにちは。お世話になります。（｢こ

んにちは」と呼ぶ者あり）それでは、失礼して

着座にて説明させていただきます。 

 それでは、別冊になっております議案第４

号・平成３１年度八代市一般会計予算書をお願

いいたします。文教福祉委員会付託分のうち、

健康福祉部が所管します款３・民生費につきま

して御説明申し上げます。 

 まず、７ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算の歳出でございますが、

款３・民生費で２３３億７４１５万１０００円

を計上しております。前年度と比較して３億８

１９１万５０００円の増額となっております。 

 内訳としまして、項１・社会福祉費は、前年

度比７７２４万９０００円の増の１０８億６３

４８万９０００円。項２・児童福祉費は、前年

度比３億２８６９万２０００円増の９３億６２

１０万４０００円。項３・生活保護費は、前年

度比２１４２万４０００円減の３１億４５９３

万６０００円。項４・災害救助費は、前年度比

２６０万２０００円減の２６２万２０００円で

ございます。 

 それでは、歳出の内容につきまして、７０ペ

ージをお願いいたします。 

 ７０ページの下の表、款３・民生費、項１・

社会福祉費、目１・社会福祉総務費では６２億

９６３７万円を計上いたしておりまして、前年

度に比べ９９０３万４０００円の増額となって

おります。右側の説明欄のうち、主な事業につ

きまして御説明します。 

 上から３つ目、地域福祉計画推進事業２４２

万５０００円は、第３次地域福祉計画の評価及

び次期計画としての第４次計画の策定業務を行

うもので、主に委託料２０８万７０００円で

す。 

 次の民生委員・児童委員関係事業２５０２万

３０００円は、民生委員・児童委員の活動経費

として委員報償費１４０４万６０００円、民生

委員・児童委員協議会への助成金８３７万５０

００円が主なものです。なお、本年度は３年に

１度の一斉改選の年となっております。 

 次の後期高齢者医療広域連合負担金事業１７

億７２１８万９０００円は、７５歳以上の後期

高齢者等を対象とした医療保険を運営する熊本

県後期高齢者医療広域連合に対する負担金で、

組織運営や事務経費に当たる共通経費に６３９
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３万４０００円、保険給付費に対する経費に１

７億８２５万５０００円です。 

 ７１ページをお願いいたします。 

 ２つ目の生活困窮者自立支援事業３４５３万

２０００円は、生活保護に至る前の生活困窮者

に対し、包括的な支援を行うもので、必須事業

の自立相談支援事業委託料１８５８万２０００

円、住居確保給付金８２万５０００円、任意事

業の一時生活支援事業・家計改善支援事業・子

どもの学習援助事業の負担金１１４８万９００

０円、就労準備支援事業の委託料３６１万６０

００円などです。 

 １つ飛びまして、被災者生活再建支援事業６

３１万４０００円は、熊本地震被災者の見守

り・相談支援等を行うため設置しております八

代市地域支え合いセンターにかかるもので、情

報提供や個別支援計画の作成により早期の生活

再建を図っているところです。 

 １つ飛びまして、国民健康保険特別会計繰出

金１５億５０４６万円は、保険基盤安定制度に

係る国保税軽減分及び保険者支援分や職員給与

費等事務費、国保財政安定化支援事業などに対

するものです。 

 次の後期高齢者医療特別会計繰出金５億８３

５４万２０００円は、保険料軽減分や職員給与

費等事務費などに対するものです。 

 次の介護保険特別会計繰出金２１億８５７１

万２０００円は、介護給付費や職員給与費等事

務費に対するものです。 

 ７０ページに戻りまして、財源内訳の特定財

源のうち、国県支出金１２億２５３１万１００

０円は、主に国民健康保険特別会計、後期高齢

者医療特別会計及び介護保険特別会計への繰出

金に対する国県支出金です。 

 続きまして、７１ページをお願いします。 

 目２・老人福祉対策費で３億１３１１万７０

００円を計上しております。前年度に比べ４６

３万３０００円の減額となっております。 

 説明欄の４つ目、シルバー人材センター運営

費補助事業２２１０万１０００円は、八代市シ

ルバー人材センターに対する本部・活動拠点運

営費補助金８０３万６０００円、育児支援業務

や人手不足分野等の取り組みにより、女性を含

め働く現役世代が安心して働けるよう下支えす

る高齢者活用・現役世代雇用サポート事業補助

金１３８７万５０００円などです。 

 次に３つ飛びまして、老人クラブ助成事業５

２０万９０００円は、老人福祉の増進を図るた

め、老人クラブの活動に対し助成を行うもの

で、単位老人クラブ１２８クラブ分の活動費補

助金４２２万４０００円、市老人クラブ連合会

への活動費補助金９７万９０００円が主なもの

です。 

 ３つ飛びまして、老人福祉施設入所措置事業

２億２９７６万８０００円は、主に保寿寮やす

ずらんの杜などの養護老人ホームへの入所者に

かかる措置委託料などです。 

 ７２ページをお願いします。 

 ２つ目の認知症高齢者見守りネットワーク事

業１００万円は、新規事業としまして、認知症

により徘回のおそれがある高齢者の事故を未然

に防止し、その家族が安心して介護できる環境

を整備するため、ＧＰＳ機能を有する機器の利

用に際し、その初期費用の一部を助成するもの

です。 

 済いません、７１ページに戻りまして、財源

内訳です。特定財源のうち、国県支出金３８２

万１０００円は、老人クラブ活動に対する県支

出金などで、その他の３１２３万２０００円

は、養護老人ホームの入所者からの負担金など

です。 

 また７２ページをお願いいたします。 

 目３・社会福祉対策費では、１億９６４１万

２０００円を計上しております。前年度に比べ

８６３万６０００円の減額となっております。 

 説明欄の４つ目からの坂本・鏡・東陽の地域
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福祉センター管理運営事業の３つの事業につき

ましては、平成３０年度をもって当該施設にお

いて実施しておりましたデイサービス事業を廃

止し、施設管理のみとなったため、指定管理か

ら業務委託方式に変更し実施するものです。 

 また、その下の泉地域福祉センター管理運営

事業及び柿迫生きがいセンター管理運営事業に

つきましては、従前のとおり指定管理によって

実施いたします。 

 １つ飛びまして、社会福祉団体育成事業１億

１６６９万３０００円は、社会福祉法に基づき

地域福祉の推進を図ることを目的とした八代市

社会福祉協議会に対する１７名分の人件費補助

金でございます。 

 ６つ飛びまして、地震災害関連災害見舞金等

支給事業２７７万２０００円は、熊本地震の発

生に伴う災害義援金配分委員会や災害弔慰金等

支給審査委員会の開催に要する経費及び関連死

など地震により人的被害があった方に対して、

災害弔慰金等を支給するものです。 

 次の被災者転居費用等助成事業３０６８万６

０００円は、熊本地震の被災世帯が仮住まいの

住居から恒久的な住居として、県内の自宅や民

間賃貸住宅等へ移転する際に要する転居費用や

賃貸住宅への入居時にかかる初期費用などを定

額で補助するもので、転居費用助成に１３０件

分１３００万円、民間賃貸住宅への入居支援助

成に７５件分１５００万円計上いたしておりま

す。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金２９

８７万６０００円は、主に被災者転居費用等助

成事業にかかる県補助金で、その他５７５万３

０００円は、シルバーワークプラザ事務費実費

徴収金などでございます。 

 続きまして、７３ページをお願いいたしま

す。 

 目４・障害福祉対策費で４０億２３９２万３

０００円を計上いたしております。説明欄の上

から５つ目、更生医療給付事業２億１９６０万

２０００円は、１８歳以上の身体障害者手帳の

交付を受けた方で人工透析や心臓の手術など、

障害の除去や軽減などのために必要な医療費の

一部を負担するもので、扶助費２億１９３０万

１０００円などです。 

 １つ飛びまして、重度心身障害者医療費助成

事業２億６１０７万５０００円は、身体障害者

手帳の１、２級や療育手帳Ａ１、Ａ２などを持

つ重度の心身障害者及び障害児にかかる医療費

の一部を助成するもので、扶助費２億５９００

万円などです。 

 次に１つ飛びまして、特別障害者手当等給付

事業６０５４万９０００円は、精神または身体

に著しい重度の障害があるため、日常生活にお

いて常時特別の介護が必要な在宅の障害者に対

し手当を支給するもので、全額扶助費です。 

 次の補装具交付・修理事業２５６６万円は、

身体障害者や障害児及び難病患者等の方の日常

生活を容易にするための補装具の購入や修理に

かかる費用を支給するもので、全額扶助費で

す。 

 次に４つ飛びまして、八代圏域地域療育セン

ター事業６２７万２０００円は、発達のおくれ

や障害のある、あるいはその疑いのある児童や

その保護者等に対し、療育相談、訪問や外来に

よる療育指導などを行い、早期療育を図るもの

で、全額八代市社会福祉事業団に対する委託料

です。 

 次に１つ飛びまして、地域生活支援事業１億

３６１７万９０００円は、障害者の自立した日

常生活や社会生活を営むために必要な支援を行

うもので、障害者や障害児の保護者などからの

相談に応じる事業、障害に対する理解を深める

ための研修や啓発事業、日常生活用具の給付や

貸与を行う事業、外出を支援する事業などがあ

り、市内２カ所の相談支援事業所への委託料１

７３０万５０００円、市内４カ所の地域活動支
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援センターへの委託料３０４８万円、ストマや

紙おむつなど、日常生活用具の給付にかかる扶

助費２８８２万７０００円などです。 

 次の障害福祉サービス給付事業２６億５９６

０万２０００円は、障害者の日常生活や社会生

活を総合的に支援するために提供する障害福祉

サービス給付費です。 

 生活介護や療養介護などの介護支援を行う介

護給付として１４億８３８５万１０００円、就

労継続支援やグループホームでの援助を行う共

同生活援助などの訓練等給付として１１億４５

４９万５０００円などです。 

 次に１つ飛びまして、障がい児通所支援事業

４億１９７８万２０００円は、障害児や障害の

疑いのある子供たちを対象に日常生活における

基本動作の指導や集団生活への適応訓練などを

行うもので、就学前の障害児を対象とした児童

発達支援の１億３５１７万１０００円、小・

中・高校の障害児を対象とした放課後等デイサ

ービスの２億７０２６万３０００円などです。 

 次に２つ飛びまして、障がい者等見守り推進

事業３２万４０００円は、３０年度からの事業

で、市主催の研修会などを受講し、障害の特性

や必要な配慮について学んだ市民や企業等に障

害者サポーターとして登録していただき、障害

のある方に対する地域での見守りを推進するも

のです。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金２７

億８０８８万２０００円は、障害福祉サービス

給付事業に対する国県支出金などで、その他５

４３万４０００円は、地域生活支援事業や地域

療育センター事業に対する氷川町からの負担金

です。 

 次に、７４ページをお願いいたします。 

 目５・国民年金費で３３６６万７０００円を

計上いたしております。説明欄の年金事務事業

１１１万７０００円は、国民年金システムなど

のシステム改修委託料５０万５０００円が主な

ものです。なお、財源内訳の特定財源のうち、

国県支出金２９８２万７０００円は、年金事務

に係る国庫支出金です。 

 続きまして、下の段をお願いいたします。 

 項２・児童福祉費、目１・児童福祉総務費で

４億７８８９万５０００円を計上いたしており

ます。前年度に比べ４２７４万４０００円の増

額となっております。 

 説明欄の６つ目、ひとり親家庭等医療費助成

事業２６０９万５０００円は、ひとり親家庭の

父母及びその児童等に対し、医療費の一部を助

成するものです。 

 １つ飛びまして、こどもプラザ事業１１７８

万円は、主に乳幼児を持つ子育て中の親子が気

軽に集う常設の場所として、マックスバリュ八

代店２階にこどもプラザすくすくを、またイオ

ン八代店２階にこどもプラザわくわくを開設

し、子育て中の親子の交流を図り、子育て等に

関する相談、講習会等を実施しております。 

 ７５ページをお願いいたします。 

 上から４つ目の放課後児童健全育成事業２億

１０４１万３０００円は、昼間仕事などで保護

者がいない家庭の児童の安全・安心な居場所の

確保と健全育成活動を行うもので、全額放課後

児童クラブ２９クラブへの委託料です。 

 １つ飛びまして、病児・病後児保育事業２６

３１万円は、子育てと仕事の両立を支援するた

め、病中または病気の回復期にある児童の一時

預かりを行うもので、市内３事業所に対する委

託料及び氷川町において３１年度より新規に開

設されます八代北部地域医療センター 病児・

病後児保育室ハグ・くむの相互利用のための負

担金です。 

 ４つ飛びまして、子ども・子育て支援事業計

画推進事業９５５万２０００円は、現在の第１

期子ども・子育て支援事業計画が２０１９年度

をもって終了するため、２０２０年度からの第

２期計画の策定に要するもので、主に委託料で
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す。 

 次に、子育て相談事業２１５万６０００円

は、こどもプラザわくわく内に子育て相談専門

員を配置し、子育て中の親子や妊娠中の方が、

幼稚園や保育園、子育て支援事業などをスムー

ズに利用できるよう相談を受け、情報の提供や

アドバイスを行うもので、子育て相談事業委託

料２１１万７０００円などです。 

 ７４ページに戻りまして、財源内訳の特定財

源のうち国県支出金２億７８１万９０００円

は、主に放課後児童健全育成事業に対するもの

で、その他１０６６万２０００円は、主に子ど

も・子育て支援事業計画事業に対する地域福祉

基金からの繰入金などです。 

 続きまして７５ページ、目２・児童措置費で

２８億８４３４万円を計上いたしておりまし

て、前年度に比べ１億２２１８万４０００円の

増額となっております。説明欄の１つ目、児童

手当事業１９億５６３４万円は、中学卒業まで

の児童を養育している者に対し、児童の年齢等

に応じた手当を支給するものです。 

 次の児童扶養手当事業９億２８００万円は、

父母の離婚などによるひとり親家庭の父母等に

対して支給されるもので、前年比でおよそ１億

４０００万円の増額となっておりますが、これ

は法改正による支給方法の変更に伴うもので、

３１年度のみの増額となるものです。 

 なお、財源内訳の特定財源のうち、国県支出

金１９億６７９０万８０００円は、児童手当事

業及び児童扶養手当事業に対するものです。 

 続きまして、目３・保育所費で５９億９８８

６万９０００円を計上いたしておりまして、前

年度と比べ、１億６３７６万４０００円の増額

となっております。説明欄の３つ目、私立特別

保育事業３９６４万４０００円は、私立の保育

所で実施される延長保育に対する補助金です。 

 次に、２つ飛びまして、公立保育所運営事業

３億３３９９万８０００円は、職員給与費を除

く公立保育園１１園の運営経費で、臨時保育士

等の賃金１億３８０２万７０００円、給食の賄

い材料費５３７０万７０００円、７園の給食業

務委託料３０９７万１０００円、鏡保育園のエ

アコン設置に係る工事請負費５４０万２０００

円などです。 

 次に、私立保育所保育事業４３億４９５１万

９０００円は、市内の私立保育所４３園及び市

外私立保育所への保育負担金４３億４７７０万

９０００円と、私立保育所に対する園児１人当

たり年７２０円の保育料収納事務委託料１８１

万円です。 

 ７６ページをお願いいたします。 

 上から３つ目の障がい児保育事業５９８０万

８０００円ですが、私立保育所において障害の

ある児童を受け入れるに当たり、保育士の増員

やその安全性が確保されるよう設備等を整備す

るために保育所に対して補助を行うものです。 

 次の施設型給付事業４億９８８６万８０００

円は、幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ認定

こども園等への給付費です。市内の認定こども

園は、平成３１年度から新たに１園が加わり３

園となります。 

 次の地域型保育給付事業７３６６万３０００

円は、小規模保育事業所のありんこ園、リス託

児所、ひかわ保育園の３園と事業所内保育事業

所のプチトマト計４園への給付費です。 

 １つ飛びまして、私立保育所施設整備事業７

９９２万円は、ひので保育園の施設の整備に係

る費用の一部を補助するものでございます。 

 ７５ページに戻りまして、財源内訳の特定財

源のうち、国県支出金２９億８９１４万４００

０円は、私立保育所保育事業に対する国県支出

金などで、その他４億９４１３万円は、保育所

保育料などです。 

 ７６ページをお願いいたします。 

 下の表で項３・生活保護、目１・生活保護総

務費で２億８８０万円を計上いたしておりま
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す。説明欄の２つ目ですが、生活保護事業２３

２７万８０００円は、生活保護事業の適正実施

のために必要な事務や調査及び職員研修並びに

被保護者の就労準備支援事業に要するもので

す。また、財源内訳の特定財源のうち、国県支

出金８２９万６０００円は、生活保護適正実施

推進事業などに係る国庫支出金です。 

 続きまして、７７ページの目２・扶助費で２

９億３７１３万６０００円を計上いたしており

まして、前年に比べ２２８６万４０００円の減

額となっております。 

 説明欄の生活保護費給付事業では、生活扶助

や医療扶助など８種類の扶助費を支給してお

り、そのうち医療扶助費が最も多く１６億８２

００万円、生活扶助費が６億９９００万円、住

宅扶助費が３億４０６０万円、介護扶助費が８

８４０万円などとなっております。財源内訳の

特定財源のうち、国県支出金２１億８８４５万

２０００円は、生活保護扶助費に係る国庫支出

金などで、その他２７４０万円は、生活保護費

の返還金などです。 

 続いて下の表をお願いします。 

 項４・災害救助費、目１・災害救助費で２６

２万２０００円を計上いたしております。説明

欄の職員手当と災害救助事業は、益城町や宮城

県石巻市への職員派遣に伴う時間外勤務手当や

旅費などです。なお、財源内訳の特定財源のう

ち、その他８５万９０００円は、派遣先からの

災害派遣人件費負担金です。 

 以上で民生費の説明を終わります。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑をお願いしま

す。質疑ありませんか。 

○委員（橋本幸一君） 先ほども尋ねたんです

が、１０月から保育料の無料化ということです

ね。八代市の場合、大体どのくらいの保育料

の、額的にですね。それと対象園児数はどのく

らいか、お尋ねします。 

○こども未来課副主幹兼保育係長（石本 淳

君） こども未来課の石本と申します。よろし

くお願いいたします。 

 ことしの１０月からの保育料無償化に伴う状

況ということでございまして、申しわけござい

ません。人数のほうはちょっと本日持ってきて

いないんですけれども、保育料の影響額、それ

から補助金等の影響額等について御説明をした

いと思います。 

 まず、保育料の分なんですけれども、１０月

から無償化になる関係で、保育料が減額になり

ます。半年間の減額になる影響額でございます

けれども、公立、――市立の保育料収入がなく

なるということで、３歳以上の分なんですけれ

ども、１億９３００万程度の保育料収入が減る

という見込みでございます。 

 それから、八代市の場合は第３子以降の保育

料の無償化をしております関係で、県のほうか

ら、この分の補助金をいただいております。こ

の補助金の減額を２３００万円程度を予想して

いるところです。 

 今回の減額に伴いまして、３１年度につきま

しては、その分、国のほうが全額補塡をすると

いうことで情報が入っておりまして、国のほう

からは４億２６００万ほどの地方特例交付金の

ほうが見込まれているところということでござ

いまして、八代市の一般財源の持ち出しにつき

ましては、約２億円程度持ち出しが減るという

ところで見込んでいるところでございます。 

 以上でございます。（委員橋本幸一君「結構

です」と呼ぶ） 

○委員（福嶋安徳君） 関連でよございます

か。その後のひとり親家庭医療費助成というの

が、子供の。こういった関連、ひとり親家庭の

場合、そういったこども医療費にかかわる関連

した医療費になりますけれども、こういったと

ころはどのような取り扱いになりますかな。 
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○理事兼こども未来課長（田中かおり君） 委

員お尋ねの、ひとり親家庭医療費につきまして

は、ひとり親家庭に対する医療費の助成になり

ますけれども、これと保育料の関係でしょう

か。 

○委員長（上村哲三君） 福嶋委員、もう一

回。 

○委員（福嶋安徳君） ひとり親医療費助成な

んですよね。それに該当する子供の場合の助成

ですよね。補助なんかは……。子供が医療にか

かった場合、そういったところの関係は全部、

今のは該当するんですか。 

○委員長（上村哲三君） 福嶋委員、今のは保

育料の無償化の話だったけん、それ医療費、

別。別個の問題だけど。 

○委員（福嶋安徳君） ああ、今んと保育料だ

った。じゃ、後でいいです。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） ７１ページの生活困

窮者自立支援事業ですね。生活保護にはならな

いけれども、というふうな説明があったと思い

ますが、その対象の基準がどのくらいの収入と

か、そういうのがあったら、ぜひ教えてもらい

たいと思います。 

○生活援護課長（角 竜一郎君） 生活困窮者

自立支援事業といいますのは、生活保護が最後

のセーフティーネットということで、一番最後

のネットになるわけですけども、その手前の第

２のセーフティーネットというような位置づけ

になっております。 

 生活保護受給者の場合は、国のほうで基準が

いろいろ決めてありまして、世帯ごとに積み上

げていくと幾らだというのが金額として出るん

ですけれども、生活困窮者自立支援事業の対象

になられる方につきましては、いろんな悩みで

すとか、相談事ですとか、そういうのを抱えて

いらっしゃる方を対象に実施するということに

なっておりますので、特別金額的なものはござ

いませんし、要件というのは、実質生活をする

中でいろんな悩みを抱えている方が相談できる

場所ということで、自立相談支援事業というの

を実施しているということになります。 

○委員（橋本徳一郎君） つまり、生活相談の

拡充という形での理解でよろしいですか。 

○生活援護課長（角 竜一郎君） そういう相

談の場として設けられているという理解でよろ

しいかと思います。 

○委員（橋本徳一郎君） ありがとうございま

す。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（野﨑伸也君） ７１ページ、被災者生

活再建支援事業ということで、相談事業だと思

うんですが、これは予算的に昨年度並みでしょ

うか。今、何人ぐらいの相談があっているんで

しょうか。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） ただいま

お尋ねの事業でございますけれども、予算額と

いたしましては、昨年度より減っております。

これは支え合いセンターというのが、市の社会

福祉協議会のほうに委託をしている事業でござ

いますけれども、相談員の数が１名減少という

ことになっておりますので、その関係で予算の

ほうは若干の減額となっているとこでございま

す。 

 それと、相談件数につきましてですけれど

も、こちらのほうの対象となりますのが、いわ

ゆるみなしの仮設に入居をされている世帯、あ

るいは在宅でそのまま、被災をした在宅のほう

でお住まいの世帯が対象となりますけども、み

なし仮設の入居世帯が４５世帯、在宅の被災世

帯が３２世帯となっているとこでございます。 

 以上でございます。 
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○委員長（上村哲三君） よろしいですか、野

﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。またち

ょっとわからないところは個別にちょっとお伺

いします。 

 で、関連なんですけど、７２ページの被災者

転居費用の助成事業というのがありますけれど

も、対象世帯というのをちょっと教えていただ

きたいんですが。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） まず、こ

ちらのほうの対象となりますもので、まだその

転居費用助成というものがございますが、こち

らにつきましては、現在応急的な住居のほうに

お住まいの方が、実際に恒久的な住宅、すなわ

ち持ち家だったりとか、あるいは通常のアパー

トだったり、そういったところに転居をされる

際の費用を助成するというものでございます。

こちらが１世帯当たり１０万円となっておりま

す。 

 また、民間賃貸住宅入居支援助成というのが

また別にございまして、こちらにつきまして

は、その転居先の住宅が民間の賃貸住宅、こち

らのほうに入居される場合には初期費用がかか

りますもんですから、この分につきましては１

世帯当たり２０万円を支給するというものでご

ざいます。 

 なお、現在の支給状況でございますが、先ほ

どの転居費用助成につきましては、１７１世

帯。民間賃貸住宅入居支援助成につきまして

は、６３世帯に支給のほうを行っているとこで

ございます。 

○委員（野﨑伸也君） これ、３１年度までと

いうことで伺ったんですけれども、これで最後

ということでよろしいですか。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） ３１年度

までというところで、現在、後ろのほうの時期

のほうは決定してるとこでございます。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 あと別件でよかですか。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○委員（野﨑伸也君） ７２ページです。社会

福祉団体育成事業ということで、社協のほうに

人件費補助がありますけれども、これは対前年

比でどういった状況になっているかということ

と、説明のほうで社会福祉法に基づいてという

ふうな話がありましたけれども、何でその法に

基づいて人件費補助をやっているのか、そこの

根拠をもう少し詳しくお願いします。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小林眞二

君） 私のほうから、まず、法に基づいてとい

う部分なんですが、法に基づいて補助をしてい

るという、済いません、説明ではなくて、法に

基づきまして、この社会福祉協議会は地域福祉

の推進を図るということで、これを目的とした

団体であるということで説明をいたしておりま

す。（委員野﨑伸也君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） それだけじゃなかろ

う……、もういっちょ。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） まず、金

額につきましてですけども、こちらにつきまし

ては、ほぼ前年同額ということでお願いいたし

たいと思います。 

 あと、先ほどの補足になりますけれども、ま

ず、この社会福祉協議会につきましては、社会

福祉法に基づきます社会福祉法人という位置づ

けでございます。 

 ただ、社会福祉法人につきましては、特別養

護老人ホームを経営する法人や、あるいは保育

園を経営する法人などいろいろございますが、

この社会福祉協議会につきましては、いわゆる

地域福祉、社会福祉を専らなりわいとしている

団体でございまして、例えば、介護保険の報酬

であったり、あるいは保育料の収入だったりと

か、そういうような財源というものが余り確保

ができないという性格を持っております。ま

た、市のほうで行うべき地域福祉の部分の担い
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手となっている面もございますので、その観点

から、いわゆる事務局の人件費につきまして

は、市のほうから補助をしておるということで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） 野﨑委員よろしいで

すか。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。昨年度

並みというようなことで理解しました。ちょっ

と昨年度、鏡だったり、坂本だったり、どっか

デイサービスのほうですね、委託のほうがなく

なったということで、少し減額されるのかなと

かというふうに思ってたんですけども、そこら

辺のところは余り影響なかったんだろうと思い

ます。 

 で、あと、今おっしゃったように、市で行う

べき事業について、それを担っていただいてい

るということで、人件費の補助は行っているん

だというようなことで理解しました。とりあえ

ず、一旦終わります。 

○委員長（上村哲三君） ほかにあったら、お

願いします。 

○委員（鈴木田幸一君） ２つほどお願いしま

す。 

 先ほど７１ページのですね、生活困窮者自立

支援事業のところでですね、次長の説明では、

自立するための医療費とか、いろんな項目を幾

つか言われましたけれども、先ほどの課長さん

の説明では、主に相談というふうな回答であり

ましたが、これは３４００万の予算がついてお

りますので、何か昨年の実績での予算のこの使

い方の内訳というのは出とっとですかね。 

○生活援護課長（角 竜一郎君） 生活困窮者

自立支援事業の３４５３万２０００円の内訳で

ございますが、まず、先ほど申し上げました相

談事業、自立相談支援事業と申しますけれど

も、こちらが１８５８万２０００円というふう

になっております。 

 と、生活困窮者自立支援事業といいますの

は、必須事業と任意事業に分かれておりまし

て、相談事業と住宅家賃の支給をするための住

居確保給付金という事業がございます。この２

事業が必須事業という形になっておりまして、

そのほかに、任意で実施する事業として就労準

備支援事業、家計相談支援事業、これ４月から

家計改善支援事業という形に変わるんですけれ

ども、それと子どもの学習支援事業、一時生活

支援事業という４つの任意事業がございまし

て、その必須と任意と合わせると６事業をやっ

ている、その合計額ということになります。 

 任意事業を、ちなみに予算額で申し上げます

と、就労準備は３６１万６０００円、家計相

談、家計改善事業のほうは４３１万８０００

円、子どもの学習支援事業は４３１万９０００

円、一時生活支援事業のほうは２８５万２００

０円というふうになっておりまして、任意事業

につきましては、就労準備支援事業を除いて、

県と八代市、またほかの市との共同事業という

形で実施しておりますので、その負担金を毎年

度計上してやっているというふうな状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○委員（鈴木田幸一君） これ、すごくいい事

業だなというふうに今感じたっですよね。す

ぐ、まず、私たちに相談があるのはですね、生

活が困窮しとる、生活保護でけんどかという相

談ですけれども、あたがえはいろんな内容によ

っては、すぐには生活保護でけんばいて。た

だ、その方の困窮状態というのはわかるのでと

いうことで、一応担当の方を紹介してという、

そういう道筋をつくっておるわけなんですけど

も、こういった事業があるということが非常に

いい事業だなというふうな感じで思っておりま

す。 

 もう一つよかですか。あと一つ質問。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。はい。 
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○委員（鈴木田幸一君） 続けてですけれど

も、７２ページのですね、坂本地域福祉センタ

ー管理運営費、鏡、東陽地区、泉のですね、こ

のセンター事業の中で、デイサービス事業が今

度からなくなってしまうということでありまし

たけれども、デイサービスに使っていた、デイ

サービスの送迎バスですよね。あのバスはどの

ような管理になるのでしょうか。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 使

用しているバスにつきましては、社協の財産で

ございましたので、社協のほうで適切に処分さ

れるということになると思います。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） ７５ページ、ファミリ

ーサポートセンター事業になります。こどもプ

ラザ事業が今回なくなる……、どっちだったか

な。直営のほうになるというのが、何かそこら

辺の説明があったっですけれども、ちょっとわ

かりにくいんで、もう一回、どっちがどっちで

という話と、何で直営に戻したのって。委託を

してたのができなくなった理由というのは何な

んですか。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） フ

ァミリーサポートセンター事業につきまして

は、子育てを手伝ってほしい利用会員と、それ

から子育てが手伝える方、提供会員がそれぞれ

に助け合う互助の組織を運営するものです。 

 これまではですね、こどもプラザ・すくすく

内に、ファミリーサポートセンターの事務局を

設置いたしまして、それぞれの会員の登録作業

や利用に応じたマッチングを行っていたわけな

んですけれども、この間ですね、委託先のほう

がですね、人材確保の難しさ、それと提供会員

の確保の難しさということでですね、御相談が

ありまして、このたび、市のほうで直営で行う

ことにしました。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません、もう一回

確認ですけれども、ファミリーサポートセンタ

ーの中に、こどもプラザ事務局があった……。 

 逆、あ、逆。こどもプラザ……。もう一回よ

かですか。済いません。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） こ

どもプラザ・すくすくの中にファミリーサポー

トセンターがあって、で、委託のほうにも、そ

この運営をしております、あいねっと八代のほ

うに委託をしておりました。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。とりあ

えず、受けていただけなくなったというのが、

会員の何とかかんとかという話があったですけ

れども、直営でするのがやっぱり余り適当でな

いというか、本意でないんで委託してたんだろ

うと思うんですけれども、それができなくなっ

たということは、ちょっと何かニーズ的なとこ

ろが変わってきたのか、委託金額が折り合わな

かったのかどうかという、そこら辺のところは

どうなんですか。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） ス

タッフの確保につきましては、委託料の関係も

ございますけれども、提供会員ですね、手伝い

たいという方の確保につきましては、やはり、

実際ですね、登録会員はたくさんいらっしゃる

んですけれども、利用になると、なかなかです

ね、その時間はだめだとかいうことになりまし

て、何回もマッチングを繰り返すような状況が

続いていたということです。 

 で、そういった御苦労もございまして、今

回、撤退したいということでした。ただ、こち

らとしましてはですね、今回は申し出のほうが

少し時間が、遅い段階での申し出でしたので、

新たに委託先を探すというふうなことができま

せんでしたが、今後は適正な委託先が見つかれ

ばですね、委託をしていきたいと考えておりま
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す。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。今後で

すね、補正とかもありますんで、そこら辺のと

こでまた委託していただければなというふうに

は思います。わかりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにあったら、続

けてどうぞ。 

○委員（野﨑伸也君） ７５ページです。放課

後児童健全育成事業です。こちらについて、ま

だ施設のほうが足りないということで、入れな

い子供がいるということで、ずっとこれまでも

聞いてきたんですけれども、今回新規で１クラ

ブというふうなことも話は伺っていますけれど

も、これで解消されるというところがあるんで

しょうか、まだ無理なんですかね。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） 今

回、しらぬい児童クラブが１施設、創設いたし

ましたので、松高校区につきましては待機の解

消が望まれると考えております。 

 今後ですね、その他の地域、または未設置の

校区もございますので、その校区につきまして

は、順次設置のほうを検討していきたいと考え

ております。 

○委員（野﨑伸也君） 太田郷の中でも、ちょ

っと今までやられたところが何かやめられると

かって話も聞いてたんですけれども、そういっ

たところでなかなか解消しそうで、またです

ね、そういったところもまたやめるとこも出て

くるというのがありますんで、保育園とかです

ね、こっちのほうは八代市のほうは大丈夫なん

ですけど、ここの放課後児童クラブのほうがで

すね、懸念されてるところも年々続いてますん

で、ぜひ部長も頑張っていただきたいなという

ふうに思います。意見でございました。 

○委員長（上村哲三君） 意見としてお願いし

ます。 

 ほかにございませんか。 

○委員（福嶋安徳君） どなたも言われません

けれども、今の、報道でいろいろ取り沙汰され

ております児童虐待ですね。それについては、

今の八代地域にとりまして、今のいろんな情報

が入るのか、そういった事例があるのか、ま

た、子供たちのいじめとかですね、そういった

部類に関してもどのような状況にあるのか、お

知らせいただければと。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） 市

内の虐待件数等につきましてはですね、ちょっ

と今手元に資料がないんですけれども、児童虐

待の通報があった場合ですね、緊急を要する場

合は児童相談所のほうで対応するということに

なっておりまして、こども未来課に通報があっ

た場合についてもですね、児童相談所と一緒に

なって、連携しながら支援を行うように進めて

おります。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） やはり今報道でもいろ

いろと取り沙汰されておりますけれども、そう

いった、ただ児童相談所あたりと、警察にも相

談してみても、なかなか子供の自分の考えどお

りに、そういったことがおさまらないというよ

うな状況の中であっているようですので、そう

いった面がですね、隠れたところの状況等があ

るかもしれないというような報道がなされてお

りますね。 

 そういった面も含めて、やはり関係部署がど

ういった取り扱いをやっているのかが、今非常

に心配されておりますけどね。そういった面か

らすれば、今、答えはないかもしれませんけれ

ども、やはりあくまでも警察あたりとも、そう

いった関係もですね、連携をとれるような体制

をとっとったほうがいいんじゃないかなという

ふうに思うんですけれども、そういった面はい

かがでしょうか。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 

今、委員が御指摘のとおりですね、早期発見と
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いうのが非常に大事ですので、今、関係機関─

─市役所内だけではなくしてですね、警察など

とも連携をとりながら進めていくということ

で、八代市のほうでも要保護児童対策協議会と

いうものを設置いたしまして、その中に入って

いただきましてですね、いろんなケースが出ま

したときには、関係機関が行ってですね、協議

をするというふうな体制をつくっております。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員（橋本幸一君） ７５ページの子育て新

規事業の、産後ケアは何ページだったか……。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 申

しわけございません。今、産後ケアということ

でお話をいただいたんですが、先ほど部長総括

で、私が産後ケアを触れたんですが、実はそち

ら衛生費で計上しておりますので、申しわけご

ざいません。 

○委員（橋本幸一君） ああ、そうだったか。

（聴取不能）だけん。はい、衛生費のほうで。

取り消します。 

 それからですね、去年もたしか保育士の処遇

改善ということであげられたんですが、国の予

算でも、ことしも４月からということで上げら

れるということですね。八代市では、まだそれ

については対応というのはないんですか。たし

か月３０００円の……、新聞でちょっと拝見し

たっですが。 

○こども未来課副主幹兼保育係長（石本 淳

君） 今の御質問ですけれども、４月からの保

育士の待遇改善というところで、今のところ、

まだ金額までは示されていない状況でございま

して、４月から改定されるものにつきまして

は、後ほど国のほうからお示しがあって、後で

遡って遡及して対応するような形になりますの

で、国のほうからお示しがあった段階で、園の

ほうと連絡しながら対応するということでござ

います。（委員橋本幸一君「わかりました。結

構です」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにございます

か。 

○委員（野﨑伸也君） ７５ページ、公立保育

所運営事業の中で、千丁のみどり保育園のドー

ムテント撤去のやつがあるんですけど、結構な

金額なんですよね。どういった工事なのか。そ

れが必要でつけてあったと思うとですけれど

も、それば撤去した後、じゃ、かわりに何かす

るのかというようなことと、あと鏡保育園のほ

うでエアコン設置事業もありますよね。ほかの

公立の保育園とかで未整備のところはないでし

ょうかというところ。 

 幼稚園はですね、今回、国のほうで手当てし

ていただいているんですけど、公立保育所とか

では多分ないとは思うんですけど、未整備のと

こないか、あれば、これはちょっといかんなと

いうふうに思いましたんで。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） 千

丁みどり保育園のドームテントの撤去につきま

しては、老朽化しまして、大変危険ということ

でですね、今回撤去をするということになりま

したが、撤去後はですね、日差しの、遮るよう

な施設を新たにつくるということになると思わ

れます。 

 エアコンの設置につきましては、全園設置は

されております。ただ、エアコンもやはり年数

がたちまして、修理等必要になった場合です

ね、買いかえとか、または修理とかが行われて

おります。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。ありが

とうございます。 

 引き続きなんですけれども、７５ページ、私

立保育所保育事業で、新規なんですけど、保育

補助者の雇用の件で、今回から資格なしでもオ

ーケーなんですよというようなことを説明をど

っかで受けたと思うんです。これは法が変わっ
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たということで認識、それでいいんですかね。

今まで資格が必要でちょっとなかなか集まりが

悪かったということで、集められないというこ

とで、多分緩和されてから、こういうふうにな

ったと思うんですけど、そこら辺の経緯をお願

いいたします。 

○こども未来課副主幹兼保育係長（石本 淳

君） 保育補助雇い上げ強化事業についてなん

ですけれども、委員おっしゃられましたよう

に、資格なしの方を配置するというものでござ

いますけれども、保育士の資格をお持ちの方を

配置している場合は、その保育士の資格をお持

ちの方の数をもとに、何歳児さんを何人受け入

れられるとかいう計上をいたすのですけれど

も、保育補助者の方につきましては、この園児

さんを預かるためのカウントはできないという

ことになっておりまして、あくまでも保育士さ

んの離職を防ぐということで、保育士さんの負

担軽減というところでの事業ということになり

ます。 

 また、あわせまして、その後の保育士確保と

いうことで、保育補助で２年お仕事をされた方

につきましては、保育士資格国家試験の受験資

格ができるということで、資格を取っていただ

いて、そして、保育士として仕事をしていただ

くというような趣旨の事業でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（野﨑伸也君） もう一回確認なんです

けど、今回の事業で、資格なしでもオーケーと

いうんですけど、保育自体はできないと。保育

士の補助はできるというところでよろしいんで

すよね。確認です。 

○こども未来課副主幹兼保育係長（石本 淳

君） 位置づけとしましては、保育士の補助と

いうことでございます。単独で保育を実施して

いただくということではなくて、保育士さんと

一緒になって、保育士さんの補助、お手伝いを

していただくというような位置づけでございま

す。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。ありが

とうございます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） もうありませんね。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません。 

○委員長（上村哲三君） あってよかっです

よ。（笑声） 

○委員（橋本徳一郎君） ７７ページの生活保

護のですね、扶助費が２２００万削減されてる

というところなんですけれども、この削減の理

由と、利用者に対する影響というのはどういう

ふうになるかなと思いまして、教えていただき

たいと思います。 

○生活援護課長（角 竜一郎君） 生活保護費

が減額になっている理由でございますが、一番

に大きな理由としましては、平成２９年８月１

日付で、国民年金の老齢年金の資格取得が２５

年３００月から１０年１２０月に変わったこと

があげられます。生活保護の生活扶助費といい

ますのは、収入がなければ生活扶助費として満

額、その人の年齢に応じた部分を出すという形

になるんですけれども、収入が、年金の場合で

２万円、３万円というふうに新たに得られるよ

うになりますと、その分の生活扶助費は２万、

３万減額するということになります。 

 ちょうどその資格取得の１０年１２０月とい

うふうになられた方が、実際手続をされるまで

に９０名近く生活保護受給者の方でおられまし

た。新たに生活保護の申請をされる方ですと

か、そういう方も合わせると１００名前後の方

がそれまで無年金だった形で、新たに年金を受

給したという形で生活扶助費が減額ということ

になっておりますので、実際もらわれる額は従

前と余り変わらないような形になると思いま

す。全体的には基準改定といいまして、生活保

護費が連動して、年に１回は改定がございます
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ので、その状況は国のほうの示された金額をも

とに算定をして、生活扶助費に反映されるとい

うようなことでございます。 

 以上でございます。 

○委員（橋本徳一郎君） わかりました。 

○委員（橋本幸一君） 今度、社協の指定管理

が外れたということで、結局それぞれの福祉セ

ンターとか、福祉保健センターとかが直営にな

ったわけですが、その差額というか、前年度

の、ことし変わったことによる差額というと

と、それからセンターの今度は管理運営という

のは、市の職員が１人それぞれにつくわけです

か。それはどのような形態になってるんですか

ね。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） まず、１

点目の直営に伴います差額でございますけれど

も、大体約１５００万程度……。（委員橋本幸

一君「トータルで」と呼ぶ） 

 委託料のほうで減額になっているということ

になります。 

 あと、もう一つの直営に伴います、その体制

になりますけれども、まず、その窓口に誰かを

１人置くということになりますが、依然とし

て、社協の支所はその施設内にとどまっており

ますので、そこの窓口の業務をですね、社協の

ほうにお願いをするという形で、委託契約を結

ぶ形でそこの施設の管理、窓口業務のほうをお

願いしたいということで考えております。 

○委員（橋本幸一君） 大体わかりました。 

 先ほど野﨑委員が、結局人件費を１００％賄

うということで、その意義がというふうなこと

が、恐らく出てくるかと思うわけですね。で、

しっかり、この社協の、地域のやっぱり福祉と

いうことをですね。そこを社協がしっかり担っ

ていることを、やっぱりこれからもですね、住

民の皆さんにわかるような活動をしてもらうよ

うに、ぜひ行政等からもアドバイスをお願いし

たい。これは要望です。 

○委員長（上村哲三君） 要望でお願いしま

す。 

 ほかにはございますか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ないようでしたら、

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で第３款・民生

費についてを終了します。 

 小会します。 

（午後２時３８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４６分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、第４款・衛生費について、健康福祉部

から説明願います。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小林眞二

君） 引き続きよろしくお願いいたします。着

座して説明させていただきます。 

 それでは、健康福祉部が所管します款４・衛

生費につきまして説明をいたします。予算書７

ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算の歳出でございます

が、款４・衛生費で３６億６１８６万４０００

円を計上いたしております。前年度と比較して

２億１７８万２０００円の減額となっておりま

す。そのうち、健康福祉部が所管いたしますの

は項１・保健衛生費１７億６１４２万３０００

円のうち、１５億９９８７万８０００円で、前

年度比８８５１万２０００円の減額となってお

ります。 

 それでは、歳出の内容について説明します。

７８ページをお願いいたします。 

 款４・衛生費、項１・保健衛生費、目１・保

健衛生総務費で１２億４０６４万８０００円を
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計上いたしております。前年度に比べ１億１９

０３万７０００円の減となっております。説明

欄の２つ目、不妊治療助成事業２５２万９００

０円は、体外受精または顕微受精による不妊治

療を受ける夫婦に対し、不妊治療費助成金を給

付することにより、経済的負担の軽減を図り、

安心して子供を産み育てる環境づくりを推進す

るものです。 

 次の妊産婦健康支援事業９６５８万９０００

円は、安心して出産育児ができるよう、母子健

康手帳の交付や妊婦健康診査、保健指導などを

行うもので、１人当たり最大１４回の妊婦健康

診査の熊本県医師会への委託料９２２０万２０

００円が主なものです。また、３１年度より、

早産のハイリスクの一因である感染症の予防の

ため、膣分泌物細菌検査及び妊婦歯科健康診査

を新たに導入し、低体重児の出生を予防し、胎

児の健全な発育を図ります。 

 次の養育医療給付事業１１２８万８０００円

は、母子保健法に基づき、身体の発達が未熟な

まま生まれた子供が指定医療機関において入院

治療を受ける場合に、医療費の自己負担分を助

成するものです。 

 次の乳幼児健康支援事業１８７７万９０００

円は、母子の健康の保持増進を目的に、生後４

カ月までの全戸訪問事業、４カ月児、７カ月

児、１歳６カ月児、３歳児のそれぞれの健診、

こども発達相談などを行っており、八代市・郡

医師会への健診委託料が主なものです。 

 次のこども医療費助成事業４億５９４０万２

０００円は、子供の疾病の早期治療を促進し、

その健康の保持と健全な育成及び子育て支援を

図るため、医療費の自己負担の全額を助成する

ものです。なお、本年１０月より、対象年齢を

これまでの中学３年生１５歳から高校３年生相

当の１８歳まで引き上げて実施予定としており

ます。 

 次に、２つ飛びまして、千丁健康温泉センタ

ー管理運営事業３９６６万１０００円は、温泉

施設を活用した入浴・休憩及び健康づくりの場

の提供を行い、市民の健康増進と福祉の向上を

図るもので、燃料費１１８５万７０００円、光

熱水費４７６万８０００円、温泉管理業務委託

料１３７３万４０００円が主なものです。 

 ３つ飛びまして、健康増進事業１億４９６万

７０００円は、青壮年期からの健康づくりや、

がんなどの生活習慣病の早期発見、早期治療を

行うことにより、健康寿命を延ばし、市民の健

康増進を図るもので、生活習慣病予防講演会の

開催や、胃がん検診、肺がん・結核検診のほ

か、各種がん検診などを実施するもので、検診

委託料８０４７万１０００円が主なものです。 

 次に１つ飛びまして、フッ化物洗口事業３２

６万７０００円は、子供の虫歯の状態を改善

し、生活の質の向上を図るため、県全体の取り

組みとして、保育園、幼稚園、小中学校を対象

に実施しており、フッ化物洗口液を用いてうが

い等を行い、歯のエナメル質を強化し、虫歯予

防を図るものです。 

 ２つ飛びまして、健康づくり応援ポイント事

業１１６万円は、市民の健康的な生活習慣の確

立を図り、医療費適正化につなげるため、特定

健診やがん検診などの受診、健康に関する講演

会など、イベントへの参加に対しポイントを付

与し、目標ポイント達成者のうち、抽せんで商

品を贈呈するものです。 

 次に１つ飛びまして、産後ケア事業４０１万

８０００円ですが、新規事業といたしまして、

産後初期段階の母子に対する支援を強化し、産

後鬱の予防や新生児の虐待予防を図り、安心し

て子育てできる支援体制を確保することを目的

に、産後間もない産婦の心身の状態を把握する

ための産婦健康診査を実施し、その結果などか

ら必要とされる産婦に対し、宿泊して心身のケ

アや育児サポートなどが受けられるようにする

ものです。 
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 次に、簡易水道特別会計への繰出金１億５１

３１万２０００円は、八代、坂本、東陽、泉地

区における簡易水道事業に対し、法定の基準内

の繰り出し及び歳入の不足分を繰り出すもので

す。 

 次の診療所特別会計への繰出金３１９３万５

０００円は、椎原、下岳、泉歯科診療所の運営

に係る不足分を繰り出すものです。 

 次の水道事業会計への繰出金７３万円は、企

業債償還金の一部を繰り出すものです。なお、

財源内訳の特定財源のうち、国県支出金６１７

０万６０００円は、こども医療費助成事業や健

康増進事業に対する県支出金などで、その他１

９８８万４０００円は、千丁健康温泉センター

入館料などです。 

 ７９ページをお願いします。目２・予防費で

は３億５９２３万円を計上しております。全額

各種予防接種事業で八代市・郡医師会等への委

託料３億５３６０万４０００円が主なもので

す。前年度に比べ３０５２万５０００円の増額

となっております。 

 予防接種は、病気の発生及び集団での蔓延を

防止するための４種混合、麻疹風疹混合、日本

脳炎等のＡ類疾病予防接種と個人の病気の発

病、重症化を防止する６５歳以上の高齢者に対

するインフルエンザ及び高齢者肺炎球菌などの

Ｂ類疾病予防接種があります。 

 今回新たに風疹予防追加的対策として、２３

６０万９０００円を計上し、風疹抗体保有率の

低い世代の男性を対象に抗体検査を行い、抗体

価が低い方に対し、麻疹風疹混合ワクチンの定

期接種を実施いたします。特定財源として、妊

娠希望者への風疹予防接種に対する県補助金５

４万円があります。 

 以上で健康福祉部所管の衛生費の説明といた

します。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 先ほど最後に説明さ

れた風疹予防の対策事業ですね。免疫が低い世

代、何人ぐらいおられるかと思いまして。 

○委員長（上村哲三君） 大体指定された年代

があったでしょう。 

○健康推進課長（南 睦子君） 風疹の追加的

対策の対象となりますのが、昭和３７年４月２

日生まれから昭和５４年４月１日生まれの男性

になりまして、１万２７０５名の方がいらっし

ゃいます。このうち、３年間でこれは実施して

いるものなんですけれども、３１年度の対象と

しまして、昭和４７年４月２日から昭和５４年

４月１日の男性５２４８名に対して、クーポン

券のほうを送付いたしまして、希望者の方に抗

体検査を実施いたしまして、抗体価が低い方に

対して予防接種を行うものになります。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） ３カ年間で世代を分

けてクーポン券を出されるんですね。私もちょ

っと対象の年代に入るもんですから、ちょっと

その辺がどうかなという思いもありましたの

で、確認しました。ありがとうございました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（福嶋安徳君） 今の関連ですが、この

風疹予防もですけれども、肺炎球菌の予防接種

が今までしてありましたけど、それにまだ受け

てない人が多々おられるというふうに聞いてお

りますが、そういった場合、これは延長して、

これは肺炎の予防接種の助成は受けらるっとで

すかね。 

○健康推進課長（南 睦子君） 高齢者を対象

としました肺炎球菌ワクチンの定期接種は、３

０年度で終了予定でしたけれども、それまでの

間に未受診の方につきましては、３１年度から

３５年度までの５年間の間に引き続き、年度末



 

－46－

年齢が６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５

歳、９０歳、９５歳、１００歳にある方を定期

接種の対象とすることとされております。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） あくまでも、その年齢

が限られるですかね。６５歳、７０歳というそ

の枠の中で受けるということになりますかね。 

○健康推進課長（南 睦子君） 委員御質問の

とおり、その年齢による接種となります。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） 過ぎられた人はどうな

るんでしょうか。間の４歳は受けられないんで

すか。 

○健康推進課長（南 睦子君） 毎年毎年、そ

の対象年齢になられた未受診の方につきまして

は通知をして接種を勧奨していくものになりま

す。５年間にかけてですね。 

○委員（福嶋安徳君） あ、５年間。そう、５

年間にかけては受けられると。（委員鈴木田幸

一君「５年越しだろ、な。５年間にかけてじゃ

なかっだろ」と呼ぶ） 

 あくまでも７０歳は７０歳にならないと…

…。 

○委員長（上村哲三君） 南課長、今の説明、

ちょっとわかりにくいと思う。もうちょっと…

…。（委員橋本幸一君「今のならば、毎年ずっ

と来るまで、何か通知が来るみたいな誤解を招

く……」と呼ぶ） 

 もうちょっと。（委員橋本幸一君「だけん、

そん年代が来んと、通知は来んということでし

ょう」と呼ぶ）ちゃんと言うて。 

○健康推進課長補佐兼業務係長（竹下慎一君） 質

問のほうにお答えいたします。 

 来年度３１年度につきましては、初年度平成

２６年度に接種をされなかった方について、接

種を勧奨するために予診票等を送付させていた

だきます。６５歳到達者については、今回――

ことし初めて６５歳に到達される方になります

ので、あとは５年前に打たれなかった方が対象

となりまして、その方についてはまた３２年の

３月３１日までの間に打っていただくというよ

うな形になります。これがまた来年度につきま

しては、また１歳ずれて実施されますので、来

年度は平成２７年度に打たれなかった方が対象

ということになってまいります。 

○委員長（上村哲三君） まだわからんど。 

○委員（福嶋安徳君） いえ……。 

○委員長（上村哲三君） その間のいわゆる５

年刻みがあるじゃないですか。その間の、じ

ゃ、その対象の年度に当たらなかった人たちは

受けられないんですかというような質問だっ

た。わかった、質問の趣旨が。 

○健康推進課長補佐兼業務係長（竹下慎一君） は

い。 

○委員長（上村哲三君） それを教えてちょう

だい。 

○健康推進課長補佐兼業務係長（竹下慎一君） 途

中、２６年度から３０年度の間に受けてこられ

なかった方が、結局積み残しという形で残って

るんですけれども、接種されなかったというこ

とでですね。 

 今後は、５年にわたって、５歳刻みの年齢に

到達した時点で１年間の間に打っていただく

と。だから、また５年かけて同じように……。

（委員福嶋安徳君「あくまでも５年周期で」と

呼ぶ）（委員鈴木田幸一君「５年ごとたい」と

呼ぶ）（委員福嶋安徳君「でないと、受けられ

ないと」と呼ぶ） 

 はい、そういうことになります。５年前に受

けられなかった方が来年度。で、また、再来年

度は４年前に受けられなかった人というような

形で、ずっと１年ごとにローリングしていくと

いうような形になります。 

○委員長（上村哲三君） １年ごとに積み上が

ってはいくけど、そのまま……ということか。

ややこしいな。 
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○委員（福嶋安徳君） ただ補助金が、肺炎球

菌ワクチンを受ける補助金が受けられないとい

うことですかね。 

○健康推進課長補佐兼業務係長（竹下慎一君） ワ

クチンの接種が、その年の方については限定さ

れて、予診票もその方にしか送らないです。 

○委員（福嶋安徳君） でも、年齢が高齢化に

ずっとなっていきますから、その前、７０歳ま

でに受けていない、７０歳でそれまで受けてな

い人は、１年１年が心配じゃないですか。もし

も肺炎になるという可能性というとは１年１年

があるわけですよね。そういったことで、今の

予防ワクチンが受けられないということですか

ね。 

○健康推進課長補佐兼業務係長（竹下慎一君） そ

うですね。委員さんの御心配のことはわかるん

ですけれども、国の制度設計としては、今後５

年間にわたって、５年前に受けていない方を対

象とするということで、それまで対象になるま

では待ってください。もしくは自己負担で打た

れるというような手だてもございますので、そ

ういうような形で対応していただければと。も

し御心配な方は全額自己負担で打つということ

も、それは可能でございます。ただ補助がない

ということでございます。 

○委員（福嶋安徳君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（金子昌平君） 新規の産後ケア事業と

いうところ、予算書は７８ページですね。説明

があったかなと思うとですけど、産後ケア事業

の宿泊型というやつですね。施設はどのような

施設だったでしたっけ。説明あったでしたっ

け。 

○健康推進課長（南 睦子君） 現在のとこ

ろ、市内の産婦人科の病院、あるいは診療所の

空きベッドを活用したところでの宿泊型のケア

を予定しているところです。（委員金子昌平君

「ありがとうございます」と呼ぶ） 

○委員（橋本徳一郎君） 関連していいです

か。 

 その宿泊してる間の赤ちゃんというか、子供

の面倒というか、もちろんお母さんが母乳を与

えたりとかすると思いますけど、そのほかのち

ょっと休憩とか、そういうのはどういうふうな

形にされるかなと思いまして、教えてくださ

い。 

○健康推進課長（南 睦子君） この産後ケア

事業につきましては、産後退院直後で家族等か

ら十分なサポートが得られない母子を対象に、

施設に宿泊させ、心身のケア及び育児サポート

を行うものになりますので、母子が一緒に宿泊

するというような形のものになります。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ちょっと足らんね。 

○委員（橋本徳一郎君） そうですね。 

○委員長（上村哲三君） 少し足らなかった

ね。 

○委員（橋本徳一郎君） ２人だけで過ごすと

いうか、ちょっとした目を、――自分の用事を

済ませたいときに子供の面倒を見たりとか、そ

ういったときにみたりする人はいるのかどうか

という部分がちょっと聞きたいんですけども、

わからないですかね。 

○委員長（上村哲三君） 当然いるだろう…

…。そこまでするんだったら。質問わかった。 

○健康推進課長（南 睦子君） あくまでも、

施設に宿泊しての心身のケア及び育児サポート

になりますので、その間見ていただくスタッフ

としては病院のスタッフの看護職になるかと思

われます。 

 以上です。（委員橋本徳一郎君「ありがとう

ございます」と呼ぶ） 

○委員（橋本幸一君） １月にですね、管外視

察に行ったときに非常に感動したのが、やっぱ
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り妊婦さんが、おなかに赤ちゃんを持たれたと

きから、それからずうっとやっぱり生まれて、

それから子供、赤ちゃんからある程度就学前ま

で、行政が非常に寄り添って、やっぱりその辺

の子育て支援にやっぱり携わっておられた自治

体があったっですが、これを見ていますと、だ

んだんやっぱりそういう自治体に、今回はこの

八代の事業が新規事業の中で取り入れられとる

なということを、まず第一に感じたわけです。 

 この先ほどの産後ケアについては、非常に何

か鬱になるリスクが高いそうですね、妊婦さん

というのは。そういう人たちをいかにやっぱり

早く発見してあげるかということが非常に重要

かと思うわけですが、その結局、対象者の見つ

け方というか、それはどうされるのか。 

○健康推進課長（南 睦子君） 産後鬱のです

ね、早期に発見するということに関しまして

は、今回、産後ケア事業の中に入っております

産婦健康診査というものでですね、実施をいた

します。 

 この事業につきましては、産後間もない全産

婦を対象に、母体の身体的機能回復等や精神状

態把握のための問診及び診察を行うものになり

まして、１０月からの開始を予定しておりま

す。原則として、この健診は産後２週間前後の

受診を勧奨してですね、１人当たり上限１回分

の５０００円を助成するものとなります。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 非常に精神状態を把握

するということは、やっぱり専門の方やないと

なかなか難しいかなという思いがするんです

が、それについてもその対策というとはされて

おられるんでしょうか。 

○健康推進課長（南 睦子君） 産後健診の内

容といたしまして、医師による問診、診察、体

重、血圧測定、尿検査、それから、鬱を早期に

発見しますエジンバラ産後鬱質問票というのが

あるんですけれども、それと事後指導、速やか

な健診結果の報告というようなところで実施す

るようなものになっております。 

 現在、産後１カ月健診の中でもですね、取り

入れられておりますけれども、これを早期に実

施するというところで、産後２週間前後に勧奨

して実施していくものです。（委員橋本幸一君

「結構です」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 関連なんですけど、こ

れについては、一般課税世帯については自己負

担というのを求めるというふうに聞いておりま

すけれども、自己負担って、どれぐらいを考え

ておられますか。 

○健康推進課長（南 睦子君） 産婦健診につ

きましては、１回分５０００円を上限として助

成をするというものになります。宿泊型産後ケ

アの利用につきましては、２割相当の金額を考

えているところになります。 

○委員長（上村哲三君） ２割相当は、何が２

割相当、補助、手出しですか。 

○健康推進課長（南 睦子君） 自己負担分が

２割相当ということになります。 

○委員長（上村哲三君） そこを言うてくれん

とわからんよ。 

○健康推進課長（南 睦子君） 済みません。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 あとですね、これが１０月から開始予定とい

うことで聞いてるんですが、何で４月からしな

いんですか。 

○健康推進課長（南 睦子君） なかなか４月

からの実施は医療機関との調整等が難しいよう

な状況ですので、初年度につきましては１０月

からということで予定をしております。 

 以上です。（委員野﨑伸也君「わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにございます

か。ないですか。 
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○委員（野﨑伸也君） 聞いてよかですか。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません。７８ペー

ジだと思います。こども医療費助成事業で、今

回から１８歳年齢相当までということで拡大を

されます。で、例えばなんですけど、１８歳っ

てなれば、例えば、大学進学とかで八代じゃな

くて東京とかに行っておられる方とか、いろん

なとこに行かれる方がもしかしたらいるかと思

うんですよね。１８歳のままで、まだ、多分。

で、そういう方について住所をですね、移して

もらえば、別に何じゃないと思うとですけれど

も、移さずに行かれてる方についても、例え

ば、東京に行ってる方が東京で受診されたもの

についても、それも補助するっていう対象にな

るんですか。そういうのあり得ますか。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） 今

の御質問ですけども、当時市民だった方が、大

学等でよそに、県外に行かれて住所を移された

場合……。（委員野﨑伸也君「移されてない…

…」と呼ぶ） 

 移されてない場合ですね。住所移ってない場

合は、対象となります。助成の対象となりま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 少

し補足ですけれども、この後また条例改正の部

分で詳しい説明はございますけど、対象年齢が

１８歳になった年の３月３１までということに

なっておりますので、基本大学生等は……。

（委員野﨑伸也君「なった年の３月か……。あ

あ、じゃ、あり得んね」と呼ぶ） 

 対象にはならないと。 

○委員（野﨑伸也君） ならないですね。あり

得ない。わかりました。いろんな場面も多分想

定してから、いろいろ制度設計されてると思い

ますんで。 

 ちょっと別でまたよろしいですか。 

○委員長（上村哲三君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） ７８ページだと思いま

す。千丁の健康温泉センターの関係なんです

が、管理のほう委託されていますけども、委託

はどこが受けられているかということと、入浴

料ですかね、収入のほうはどれぐらいあるの

か、ちょっとお聞きします。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） まず１点

目の委託につきましてですけれども、こちらに

つきましては、主にビル管理とかを行います民

間の業者さんのほうにお願いをしております。

これは、指定管理ということではなくて、通常

のいわゆる業務委託を行っているとこになりま

す。（委員野﨑伸也君「どこ、言えないの」と

呼ぶ） 

 業者名ですかね。（委員野﨑伸也君「はい」

と呼ぶ） 

 業者名はですね、株式会社大環というところ

が受けております。（委員野﨑伸也君「はい」

と呼ぶ） 

 あと２点目の入館料につきましては、年間大

体１５００万弱。今回の予算でいきますと、１

４８９万７０００円が温泉の入館料、これは主

に入浴料ということになります。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 済いません。別なんですが、７９ページか

な、各種予防接種事業というのがあるんです

が、以前ですね、これに多分あったと思うんで

すけれど、子宮頸がんのワクチンのやつが、こ

れにあったのかなと思うんですけど、これはや

っぱり今はなくなってるのかな、どうなのかな

というのがありまして、あと、後遺症の関係、

国のほうで、最初は推進されてたんですけど、

いろんな後遺症が非常に多く──まあ、多くと

いうわけじゃないんですけど、出て、それから

接種のほうをやっぱり控える方が多くなってき

たというのもありますし、八代市としての、例

えば、この中に書いてないんですけど、入って

いるということであれば、それを推奨されると
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いう八代市の……。（｢入っとる」｢入っとるば

い」と呼ぶ者あり）入っている。（｢うん」と

呼ぶ者あり）理由というかですね。（｢健康増

進事業で」｢頸がん入っとっ」と呼ぶ者あり）

検診は多分入っとると思うんですよ。ワクチン

は多分、接種は別と思うとたいね。（｢ああ、

検診な」と呼ぶ者あり）うん。ワクチン接種の

ほうで……、（｢検診が入っとる」と呼ぶ者あ

り）そこに八代市として、子宮頸がんワクチン

についてどのように、後遺症を含めてですね、

どのような見解を持ってるのか、ちょっとお聞

きしたいというふうに思います。 

○委員長（上村哲三君） 南課長、わかる。稲

本さん、わかる。答えて。 

○健康推進課長補佐（稲本京子君） 子宮頸が

んワクチンにつきましては、厚労省のほうから

の通達もありまして、市としましても、積極的

な勧奨はしておりませんが、御家族の希望によ

り、今も実施しております。数は少ないんです

けど、実績に応じて来年度も一応８万４０００

円分は子宮頸がんワクチンのほうも予定に上げ

ております。（委員野﨑伸也君「予防接種事業

に入っとる……」と呼ぶ） 

 済いません。１６万６０００円が予算化して

おります。 

○委員長（上村哲三君） 何人。対象の何人ぐ

らいを大体予測しているかも。 

○健康推進課長補佐（稲本京子君） 予定は今

１０人分で。 

○委員長（上村哲三君） ああ、そげん要っと

ばいね。野﨑委員よろしいですか。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。ほ

かにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） もういっちょよかです

か。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません、７８ペー

ジです。フッ化物洗口事業です。これは多分、

小中──幼稚園、保育園もそうだと思うんです

けれども、対象者数に対して実施されてない方

がどれだけおられるのかということと、洗口員

の――つくる方、配達まで多分されるんだった

と思うんですけど、まず、どういった方が今さ

れているのかということと、もう結構、数年実

施されてるんで、そろそろこれを始めて効果が

どれだけ出てきてるんですよとかっていうのが

言えるような数字が出てきてるのかどうか、ち

ょっと確認したいと思います。 

○健康推進課長（南 睦子君） 委員御質問の

保育園、幼稚園での園児に対する希望者数とい

うところでよろしかったでしょうか。（委員野

﨑伸也君「保育園、幼稚園、小学校、中学校、

全部やってるんでしょう」と呼ぶ）全部の部分

でですね。（委員野﨑伸也君「はい」と呼ぶ）

保育園と幼稚園につきましては、現在、実施園

数はふえてるんですけれども、総数でいいます

と、園児数２０１０人に対しまして、希望者数

が９７３人というところで５０％に満たないよ

うな状況になります。これは、人数につきまし

ては、３０年の４月当初での人数になります。 

 あと小学校、中学校につきましては、全校で

実施しておりますけれども、小学校の児童数６

４１２人に対しまして、希望者数が６１０４人

で、実施率が９５.２％ということになりま

す。中学校につきましては、３００８人の生徒

数、希望者が２７５０人で希望者率が９１.

４％という状況です。 

 フッ化物洗口の効果というところで、２点目

はよろしかったでしょうか。（委員野﨑伸也君

「２点目は、洗口員の方はどのような方がされ

ていますか」と呼ぶ）洗口員……。（委員野﨑

伸也君「つくる方」と呼ぶ）洗口員につきまし

ては、２名ほど雇用しておりますけれども、特

に資格は要りませんので、女性の方２名で対応

していただいているような状況です。現在のと
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ころ。（委員野﨑伸也君「いいですよ」と呼

ぶ） 

○委員長（上村哲三君） 効果は聞かんでよ

か。 

○委員（野﨑伸也君） 効果は聞きます。 

○委員長（上村哲三君） 聞いたろ、さっき。 

○委員（野﨑伸也君） 効果は聞きました。３

点目が効果。もうそろそろ出てるんじゃないで

すか。 

○健康推進課長（南 睦子君） ３点目の効果

につきましては、就学前での実施につきまし

て、現在では半数ぐらいの園で実施されてるん

ですけれども、最近そのような状況になりまし

たので、今のところ、効果のほうは出てないと

いうふうに言ったほうがいいかもしれません。

効果を見る指標が、１２歳児の１人平均虫歯の

本数で見るんですけれども、八代市は国県より

値がですね、２９年の１２歳児の１人平均虫歯

数でいいますと、国が０.８２本であるのに対

しまして、県が１.０６本、八代市は１.７６本

ということで、２８年が１.６１本だったんで

すけれども、増加に転じているような状況で

す。 

 ですので、今後、就学前の実施率が向上する

ことと、あと小中学校でも全校で実施してます

けれども、それぞれの学校での実施回数が違っ

ておりますので、そこらあたりをふやしていた

だいて、効果につなげていただくようなこと

を、現在、教育委員会と一緒に取り組んでいる

ところです。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。効果が

まだ今のところ出てないというか、逆にという

こともありましたし、その分析もされてて、今

後の対策もですね、今述べていただいたんで、

ぜひ取り組みを強化されてください。終わりま

した。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

ね。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） じゃ、意見もないよ

うですので、なければこれより採決いたしま

す。 

 議案第４号・平成３１年度八代市一般会計予

算中、当委員会関係分については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会します。 

（午後３時２４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２６分 本会） 

◎議案第５号・平成３１年度八代市国民健康保

険特別会計予算 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第５号・平成３１年度八代市国民

健康保険特別会計予算を議題とし、説明を求め

ます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 国

保特別会計の説明の前に、平成３１年度健康福

祉部所管特別会計関係予算の編成に当たりまし

ての部長総括を申し上げます。着座にて申し上

げます。 

 まず、国民健康保険特別会計です。 

 平成３０年度から国保の都道府県化がスター

トし、県との共同により運営を行っておりま

す。本市の国保事業といたしましては、平成２

７年度以降、赤字が続いており、２９年度は単

年度収支で約１億円の黒字を確保できましたも

のの、依然として約４億円の赤字を抱えている

状況です。２０２６年度までに赤字を解消する

財政見通しを立てておりますが、今後も厳しい



 

－52－

運営が続くと考えています。医療費の伸びを抑

制するため、特定健診、特定保健指導による生

活習慣病の重症化予防など医療費適正化の取り

組みと収入の安定的確保へ向けた適正な資格管

理や収納対策など、国保財政の健全化に向け、

地道に取り組んでまいります。 

 次に、後期高齢者医療特別会計です。 

 被保険者数は年々増加しており、２０２５年

度には団塊の世代が全て後期高齢者医療の対象

となり、急激な被保険者の増加とそれに伴う医

療費の急増が見込まれるため、被保険者の健康

保持増進事業に力を入れて取り組み、医療費の

適正化を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、介護保険特別会計です。 

 今年度から第７期介護保険事業計画に基づき

事業を行っていますが、次期計画となる第８期

計画の策定に向け、来年度はニーズ調査などの

基礎調査を行う予定としております。後期高齢

者医療同様、高齢者数の増加に伴い、要支援・

要介護認定者数の増加や介護給付の増加が見込

まれます。 

 今後も健全な財政運営を維持していくため、

介護予防や自立支援の取り組みを通じて、介護

給付費の伸びの抑制に努めるとともに、基本目

標である地域包括ケアシステムの推進に向け、

医療介護の連携を進めてまいります。 

 最後に、診療所特別会計です。 

 人口減少により過疎化・高齢化が進む五家荘

地区を初めとする泉地区におきましては、身近

な場所で医療サービスが受けられる診療所の存

在は非常に重要であり、今後、医師の確保がま

すます困難になることも予想されますが、引き

続き地域住民に安定的に医療を提供できるよう

努めてまいります。 

 以上で、平成３１年度特別会計関係予算の部

長総括といたします。 

 それでは、議案第５号・平成３１年度八代市

国民健康保険特別会計予算につきまして、岩瀬

国保ねんきん課長から説明いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 国保ねん

きん課の岩瀬でございます。よろしくお願いい

たします。それでは、着座にて説明させていた

だきます。 

 別冊となっております平成３１年度八代市特

別会計予算書の５ページをお願いいたします。 

 議案第５号・平成３１年度八代市国民健康保

険特別会計予算でございます。 

 第１条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１７４億７２４３万１０００円といたして

おります。 

 第２条で債務負担行為の設定を行っておりま

す。その内容は８ページになりますが、８ペー

ジをお願いいたします。 

 第２表、債務負担行為の表でございます。１

項目め、納税通知書等の印刷・封入封緘等業務

委託、２項目め、国民健康保険証作成経費、３

項目め、国民健康保険税等コンビニ収納事務委

託につきまして、いずれも２０２０年度早々に

業務を開始することから、２０１９年度中に業

者の選定、契約などをする必要がありますので

記載のとおりの期間と限度額を設定しておりま

す。 

 続きまして、１１ページをお願いいたしま

す。 

 歳入歳出予算事項別明細書でございますが、

歳入歳出ともに合計の比較の欄に表示しており

ますように、前年度比３億４０４４万３０００

円、率にしまして１.９％の減となっておりま

す。今回の予算は、平成３０年度に比べます

と、国保の都道府県化移行後２年目を迎えまし

て、国保事業費納付金が約３億円減少している

のが特徴でございます。増減の主なものでござ

いますが、歳入につきましては、右側の比較の

欄で款１・国民健康保険税で４億４７６５万８

０００円の減、款４・繰入金で１億５５０８万



 

－53－

２０００円の増となっております。 

 歳出につきましては、中ほどの比較の欄で款

３・国民健康保険事業費納付金が２億９９７５

万２０００円の減となっております。 

 それでは、内容につきまして、歳出から主な

ものについて説明いたします。１６ページをお

願いいたします。 

 まず、款１・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費では２億８８４万８０００円を

計上しております。説明欄に記載しております

が、職員１９人分の人件費１億４４５５万１０

００円や、国民健康保険事務事業として被保険

者証及び納付書の発行、レセプト点検などに要

する費用６４２９万７０００円でございます。 

 次に、目２・連合会負担金の５６１万８００

０円は、国民健康保険団体連合会の共同事務に

対する負担金でございます。 

 １７ページの項２・目１・運営協議会費の４

１万７０００円は、国民健康保険事業の運営に

関する重要事項を御審議いただく国民健康保険

運営協議会の委員報酬などでございます。 

 次に、款２・保険給付費、項１・療養諸費で

ございます。目１・一般被保険者療養給付費１

０６億６２０７万９０００円と、目２・退職被

保険者等療養給付費４１５７万円は、被保険者

の医療機関での受診に係る医療費について、医

療機関の窓口での自己負担額を差し引いた額

で、保険者が負担すべき費用でございます。 

 目３・一般被保険者療養費の７９８８万８０

００円と、目４・退職被保険者等療養費６２万

７０００円は、医師の同意を受けた鍼灸施術や

コルセットなどの治療用装具を購入した際な

ど、一旦１０割を支払った後に被保険者へ現金

給付するものでございます。 

 目５・審査支払手数料の３３６８万２０００

円は、医療機関等からの診療報酬明細書、いわ

ゆるレセプトの審査と支払いに関する手数料で

約６３万５０００件を見込んでおります。これ

らを合わせまして、計の欄で１０８億１７８４

万６０００円。前年度と比べまして６２８１万

９０００円、０.６％の減を見込んだところで

ございます。 

 １８ページをお願いいたします。 

 項２・高額療養費、目１・一般被保険者高額

療養費１６億円と、目２・退職被保険者等高額

療養費７８２万４０００円は、自己負担額が高

額となった場合、限度額を超えた分を支給する

ものでございます。 

 目３・一般被保険者高額介護合算療養費５５

万円と、目４・退職被保険者等高額介護合算療

養費１万円は、医療保険と介護保険の自己負担

の１年間の合計額が基準額を超える場合、被保

険者の負担を軽減するために支給するものでご

ざいます。これらを合わせた計の欄で１６億８

３８万４０００円。前年度と比べて２２８７万

円、１.４％の増を見込んだところです。 

 次に項３・移送費、目１・一般被保険者移送

費１００万円と、目２・退職被保険者等移送費

１０００円は、緊急その他やむを得なかったこ

とにより、病院に移送されたときなど保険者が

必要であると認める場合に限り、支給するもの

でございます。 

 １９ページの項４・出産育児諸費、目１・出

産育児一時金では６０９０万円を計上しており

ます。国保加入者が出産されたときに、子供１

人につき４０万４０００円、産科医療補償制度

加入機関での出産の場合は４２万円を支給する

もので、１４５件分を見込んでおります。 

 次に、項５・葬祭諸費は、葬祭費の支給に関

する費用として４６０万円を計上しておりま

す。国保加入者が亡くなられたときに、その葬

儀を行った方に対して１件当たり２万円を支給

するものでございまして、２３０件分を見込ん

でおります。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 款３・国民健康保険事業費納付金、項１・医
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療給付費分、目１・一般被保険者医療給付費分

で３３億５３００万円、目２・退職被保険者等

医療給付費分で２６０万円を、また、次の項

２・後期高齢者支援金等分、目１・一般被保険

者後期高齢者支援金等分で９億２００万円、目

２・退職被保険者等後期高齢者支援金等分で７

０万円を、さらに２１ページにございます項

３、目１・介護納付金分で３億２０００万円を

計上しております。これは、県が県全体の保険

給付費を推計し、各市町村の医療費水準、所得

水準などから決定した納付金でございます。前

年度と比べまして合計で２億９９７５万２００

０円、６.１４％の減でございます。減額とな

った主な要因としましては、県の歳入のうち、

前期高齢者交付金の増額の影響によるものでご

ざいます。 

 次に、款４、項１・共同事業拠出金、目１・

その他共同事業費拠出金８０万４０００円は、

国保連合会が事務局となって共同で行うテレ

ビ・ラジオＣＭ、広報事業などへの拠出金等で

ございます。 

 次に、款５、項１・保健事業費、目１・疾病

予防費では５８２９万８０００円を計上してお

ります。 

 内訳でございますが、右側の説明欄のとお

り、医療費適正化推進事業として、レセプト点

検体制の充実強化やジェネリック医薬品の使用

促進など、国保ねんきん課分で５５２万７００

０円。特定健診未受診者対策として、管理栄養

士２名分の賃金のほか、糖尿病性腎症重症化予

防対策として、アルブミン尿検査や保健医療連

携推進会議等、健康推進課分で７６９万５００

０円を計上しております。また、国保保健指導

事業としまして、重複頻回受診解消のために訪

問指導を行う保健師１名にかかる経費等で２３

９万１０００円を計上しております。 

 引き続き、２２ページを開いていただきまし

て、説明欄のところですが、疾病予防事業で

は、人間ドック情報提供事業や国保連合会共同

電算委託料でありますとか、はり・きゅう等助

成事業、また人間ドック・脳ドック助成事業な

ど各種取り組みに４２６８万５０００円を計上

しております。 

 次に、項２、目１・特定健康診査等事業費で

は１億１７９万９０００円を計上しておりま

す。事業の内訳は、右側の説明欄に記載のとお

り、特定健診事業で８６１５万１０００円、特

定保健指導事業で１５６４万８０００円でござ

います。この特定健診事業は、４０歳以上の国

保加入者を対象にメタボリックシンドロームに

着目した健康診査、特定保健指導事業は、特定

健診の結果、生活習慣の改善が必要な対象者に

保健指導を行う事業でございます。節の区分の

うち、主なものといたしまして、節１３・委託

料９３００万９０００円は、特定健診事業にお

ける健診委託や特定保健指導事業における動機

づけ支援・積極的支援業務委託などでございま

す。平成３１年度の特定健診につきましては、

受診率４０％を目標としておりますので、周知

啓発を強化するとともに、健診対象となる４０

歳の個人負担無料化や新たに医療機関と連携し

た特定健診同等検査の情報提供事業を予定して

いるところでございます。 

 ２３ページの款６・諸支出金、項１・償還金

及び還付加算金のうち、目２・一般被保険者還

付加算金１５２９万６０００円及び目３・退職

被保険者等還付加算金２８万８０００円は、社

会保険加入や転出等により、国保の資格を遡及

して喪失した場合など、納め過ぎの保険税をお

返しする還付金と加算金でございます。 

 次の款７、項１、目１・予備費は、１０００

万円を計上しております。 

 以上が歳出でございます。 

 続きまして、歳入でございます。恐れ入りま

すが、予算書の１２ページにお戻りください。 

 款１、項１・国民健康保険税でございます
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が、目１・一般被保険者国民健康保険税３０億

９２１８万７０００円、目２・退職被保険者等

国民健康保険税４２６万８０００円を計上して

おります。それぞれ節区分の１から３までは現

年課税分、４から６までは滞納繰越分でござい

ます。 

 １３ページ上段の本年度計の欄、国民健康保

険税の合計としましては、３０億９６４５万５

０００円としております。平成３０年度当初予

算と比較しますと、４億４７６５万８０００

円、１２.６３％の減少となっております。国

保の都道府県化により、県への国保事業費納付

金の納付を賄う財源となるもので、先ほど歳出

側で御説明いたしました納付金の減額によりま

して必要となる税収を見込んだものでございま

す。 

 次の款２・使用料及び手数料、項１・手数

料、目１・督促手数料は３００万円を予定して

おります。 

 次の款３・県支出金、項１・県負担金・補助

金、目１・保険給付費等交付金では、１２７億

９３２０万６０００円を計上しております。前

年度と比べて４６８７万８０００円の減となっ

ております。内訳としましては、節１・普通交

付金が１２３億９３５４万９０００円、節２・

特別交付金が３億９９６５万７０００円でござ

います。普通交付金は、主に保険給付費に係る

全額交付分。特別交付金は、これまでの国県特

別調整交付金と同様のものや、保険者努力支援

などへの交付金でございます。 

 １４ページをお願いいたします。款４・繰入

金、項１、目１・一般会計繰入金では、１５億

５０４６万円を計上しております。内訳としま

しては、節１・職員給与費等繰入金２億１４９

７万７０００円は、人件費や被保険者証の発

行・郵送等に要する費用としまして、節２・出

産育児繰入金４０６０万円は、出産育児一時金

の３分の２相当額として、節３・保険基盤安定

繰入金１０億４３８１万６０００円は、一般被

保険者の低所得世帯における保険税軽減分に係

る財源補塡分として、節４・財政安定化支援事

業繰入金２億４６３６万７０００円は、国保財

政の健全化や税負担の平準化のため、低所得世

帯や病床数が多いなど地域の特性に基づき、そ

れぞれ繰り入れるものでございます。また、節

５・その他一般会計繰入金４７０万円は、こど

も医療費助成事業に係る国庫支出金減額に伴う

補塡分として繰り入れるものでございます。 

 次に款５・諸収入、項１・延滞金加算金及び

過料、目１・一般被保険者延滞金６００万円及

び目２・退職被保険者等延滞金１０００円は、

国保税の滞納に対する延滞金でございます。 

 １５ページの上段の表を飛ばしまして、下段

の項３・雑入、目１・一般被保険者第三者納付

金２３２９万８０００円、目２・退職被保険者

等第三者納付金６０００円は、国保加入者が交

通事故等で第三者行為の被害者となられた場

合、治療のため一時的に国保を使用された分に

ついて加害者から徴収する第三者求償額でござ

います。以上が歳入の主なものでございます。 

 平成３０年４月からの国保都道府県化により

まして、国庫支出金の項目がなくなるなど、財

政運営の仕組みが大きく変わりましたが、将来

にわたって持続可能な国保制度を維持するため

には、財政健全化が喫緊の課題でございますの

で、県へ納付する国保事業費納付金の財源確保

及び赤字の解消を図るため、税収の確保を図り

ながら、医療費適正化による医療費総額の抑制

に取り組んでいるところでございます。 

 以上、議案第５号・平成３１年度八代市国民

健康保険特別会計予算の説明を終わります。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑をお願いします。質疑あ

りませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 歳入で国保保険税が
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かなり減額もされてますけども、これ、１世帯

当たり、何かかなり減額が、それぞれの世帯に

対してどういうふうな影響があるのかなという

のと、歳出に関して、ちょっと歳入に合わせた

ような感じもしないでもなかったもんですか

ら、その分の算出が、レセプトをもとに算出さ

れたものだとは思いますが、ちょっとその辺の

根拠をですね、教えていただきたいと思いま

す。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 国保税の

今年度の歳入予算額につきましては、一番の要

因としましては、歳出側の事業費納付金、県に

納めます事業費納付金の減額が一番大きな要因

でございます。これによりまして、事業費納付

金が３億円ほど減額されておりますので、その

影響で国保税収の予算としましては、４億円ほ

どですね、減額をしているということでござい

ます。 

 ただし、国保会計上ですね、赤字等がござい

ませんでしたら、それに応じて国保税の見直し

などですね、行うところではございますが、現

在、赤字を抱えておりますので、国保税率等に

つきましては、平成３０年度の税率をそのまま

移行させていただくと。同率で３１年度もいか

せていただくというところで考えております。 

○委員（橋本徳一郎君） 実際歳出の分は、納

付金のことということですけど、レセプトによ

る実績に合わせてという計算ではないというこ

とですか。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 国保税の

算定に当たりましては、当然ですね、医療費の

動向に基づいて国保税が算定されるわけですの

で、その分については平成３０年度から都道府

県化されておりますので、県全体での動向に沿

っていくということになっておりますので、そ

れに応じての税収の見込みということでさせて

いただいております。 

○委員（橋本徳一郎君） 実際の医療費に不足

するとよくないなと思ったもんですから、ちょ

っとレセプトというかですね、実績に基づいた

数字もあったほうがいいのかなと思ったんです

が、県の算出ということで、細かいデータが電

算で上がってるっていうので、かなりの部分で

信頼できる数字なんだと理解します。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 意見でよろしいです

ね。 

○委員（橋本徳一郎君） 意見です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、質疑を終

了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） 先ほどもちょっと言

いましたけども、減額分、そういった分もです

ね、少しでも、実際に赤字会計というのもあり

ますけども、実際の世帯に対しての見える形で

ですね、減額というふうな配慮もお願いしたい

なと思っております。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第５号・平成３１年度八代市国民健康保

険特別会計予算については、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手多数と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第６号・平成３１年度八代市後期高齢者

医療特別会計予算 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第６号・
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平成３１年度八代市後期高齢者医療特別会計予

算を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 議

案第６号・平成３１年度八代市後期高齢者医療

特別会計予算につきまして、岩瀬国保ねんきん

課長が御説明申し上げます。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 国保ねん

きん課、岩瀬でございます。引き続き、よろし

くお願いいたします。座って説明させていただ

きます。 

 それでは、特別会計予算書の３５ページをお

願いいたします。議案第６号・平成３１年度八

代市後期高齢者医療特別会計予算でございま

す。 

 第１条で歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞ

れ１８億１９２８万２０００円といたしており

ます。 

 第２条で債務負担行為の設定を行っておりま

す。その内容は３７ページをお願いいたしまし

て、３７ページの下の表、第２表、債務負担行

為の表でございます。西暦２０２０年度の後期

高齢者医療保険料等コンビニ収納事務委託につ

いて、２０２０年度初日から業務を開始するた

め、２０１９年度中に契約相手方の選定などを

行う必要がありますので、記載のとおりの期間

と限度額を設定しております。 

 次に４１ページをお願いいたします。歳入歳

出予算事項別明細書でございますが、歳入歳出

ともに合計の比較の欄に示しておりますよう

に、前年度比５７６４万７０００円、３.３％

の増となっております。増減の主な内容でござ

いますが、上段の歳入、一番右の列、比較の欄

をごらんください。款１・後期高齢者医療保険

料で７２３９万４０００円の増、次に２つ飛ば

しまして、款４・繰入金で１８２１万１０００

円の減、なお２つ飛ばしまして国庫支出金は平

成３０年度のみの事業で、平成３１年度は歳入

の予定はございません。 

 次に下段の歳出につきましては、表の中ほど

にあります比較の欄で、款１・総務費で２４０

万１０００円の減、款２・後期高齢者医療広域

連合納付金は５５５５万３０００円の増、次に

款３・保健事業費で４５７万円の増でございま

す。 

 それでは、内容につきまして、歳出から主な

ものについて御説明いたします。４６ページを

お願いいたします。 

 款１・総務費、項１・総務管理費、目１・一

般管理費６１０７万３０００円は、主に広域連

合への派遣職員２名を含む職員８名分の人件費

のほか、被保険者の資格に関する届け出の受け

付けや、被保険者証送付に係る郵便料など、被

保険者証の交付に要する経費でございます。 

 次に、下の表、項２、目１・徴収費７０６万

５０００円でございますが、こちらは保険料の

徴収事務に要する経費で、主に臨時職員の賃金

や納付書、封筒などの印刷製本費及び郵便料で

ございます。前年度比１９２万１０００円の減

額は、職員の育児休業に伴います臨時職員１名

分の賃金の減等によるものでございます。 

 ４７ページの款２、項１・後期高齢者医療広

域連合納付金、目１・被保険者保険料納付金１

２億１０９万５０００円は、被保険者から納付

された保険料を広域連合へ納付するものでござ

います。被保険者数の増加や保険料軽減特例の

見直しにより、前年度比７２３９万４０００円

の増を見込んでおります。 

 次に、目２・保険基盤安定分担金５億８５１

万５０００円は、保険料軽減分を補塡するもの

で、県が４分の３、市が４分の１をそれぞれ負

担し、広域連合へ納付いたします。保険料軽減

見直しによる軽減額の減により、前年度比１６

８４万１０００円の減を見込んでおります。 

 次に、款３・保健事業費、項１、目１・健康

保持増進事業費３５５３万１０００円につきま

しては、説明欄の国保ねんきん課分１１３１万
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１０００円がはり・きゅう等助成事業及び補助

事業を活用した戸別訪問による健康相談事業で

ございます。また、健康推進課分２４２２万円

が、広域連合の受託事業である高齢者健診及び

歯科口腔健診に係る委託料等でございます。前

年度比４５７万円の増は、健診受診者の増を見

込んだものでございます。 

 ４８ページをお願いいたします。款４・諸支

出金、項１・償還金及び還付加算金は、保険料

の過誤納に伴います還付金及び還付加算金でご

ざいまして、合わせて５００万３０００円でご

ざいます。 

 以上が歳出でございます。 

 続きまして、歳入ですが、恐れ入りますが戻

りまして、４２ページをお願いいたします。 

 まず、款１、項１・後期高齢者医療保険料で

ございますが、年金からの差し引きにより保険

料を納めていただく特別徴収保険料が８億１４

０６万８０００円、納付書または口座振替によ

り保険料を納めていただく普通徴収保険料が３

億８７０２万６０００円、合計で１２億１０９

万４０００円を見込んでおります。前年度比７

２３９万４０００円の増は、保険料軽減特例の

見直しによるものでございます。なお、平成３

１年１月末現在の被保険者数は２万２８０７人

となっており、後期高齢者医療制度が開始され

た平成２０年度と比較しまして、約３０００

人、１５％ほど増加しております。 

 １つ飛ばしまして、款３・広域連合支出金、

項１・広域連合補助金、目１・保健事業費補助

金２２１万５０００円は、説明欄にございます

長寿・健康増進事業費補助金を広域連合から受

け入れるもので、補助率は１０分の１０でござ

います。 

 次に、４３ページの款４・繰入金、項１・一

般会計繰入金でございますが、まず、目１・事

務費繰入金７５０２万７０００円は、職員の人

件費や保険料の徴収などに要する経費として繰

り入れるもので、前年度比１３７万円の減でご

ざいます。 

 次の目２・保険基盤安定繰入金５億８５１万

５０００円は、広域連合へ支出する保険基盤安

定負担金分として一般会計から繰り入れるもの

で、負担金の減額により、前年度比１６８４万

１０００円の減でございます。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 款６・諸収入、項２・償還金及び還付加算金

で、目１・保険料還付金４９３万５０００円

と、目２・還付加算金６万８０００円は、保険

料の過誤納付に伴う還付金と還付加算金の全額

を広域連合から受け入れるものでございます。 

 １つ飛びまして、項４・受託事業収入、目

１・後期高齢者医療広域連合受託事業収入２６

２１万６０００円は、高齢者健診や歯科口腔健

診に対する広域連合からの受託事業によるもの

でございます。 

 以上で議案第６号・平成３１年度八代市後期

高齢者医療特別会計予算の説明を終わります。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 保険基盤安定繰入金

が減額になっているのは、ちょっとどういった

理由でですか。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 平成３１

年度から後期高齢者医療保険の保険料の減額の

特例がございましたが、その特例部分の見直し

が開始されますので、それによりまして減額部

分が縮小するということで、その基盤安定分担

金の分は、その減額部分に相当する負担金とい

うことになりますので、それが特例の見直しに

よって減額されるということでございます。

（委員橋本徳一郎君「わかりました」と呼ぶ） 

○委員（橋本幸一君） 健康推進課で健診等で

２４２２万円ですか、これ、健診というのはど

のような健診で、また、どのような周知でされ
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るわけですか。 

○健康推進課長（南 睦子君） 健康推進課の

南でございます。委員御質問の健診につきまし

ては、高齢者の医療確保に関する法律に基づき

まして、被保険者の健康の保持増進を図ること

を目的に、７５歳以上または６５歳以上で一定

の障害があると認められた人を対象に、広域連

合から委託を受けて、高齢者健診を実施してお

ります。 

 健診の内容につきましては、医科健診としま

して、身体測定、理学的検査、血液検査、尿検

査、血圧測定、医師の判断により眼底、心電図

検査を実施しております。それと、歯科健診と

しまして、歯周病の健診とかみ合わせ等の口腔

機能検査のほうを実施しているところです。 

 以上、お答えいたします。 

○委員（橋本幸一君） これ、公的医療機関で

健診はされるんですか。周知っていうのはどの

ような方法で。 

○健康推進課長（南 睦子君） 周知につきま

しては、健康増進事業によるがん検診や、あと

特定健診等ありますけれども、そちらのほうは

複合健診や巡回健診、あと医療機関での個別健

診というような形で実施しておりますが、例年

２月の広報紙の中に折り込みを入れております

し、あと地域に出まして、周知のほうもしてお

りますし、それとあとは例えば、３０年度に健

診を受けられた方につきましては、次年度も受

けられるというようなところで受診券を送付し

て受診勧奨のほうを促しているような状況にあ

ります。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 医療機関は、どちら。

指定の医療機関あるんですか。 

○健康推進課長（南 睦子君） 医療機関健診

につきましては、八代市医師会・郡医師会のほ

うと委託をしておりまして、実施する機関のほ

うは決められておりますけれども、そちらにつ

いても周知のほうはしてるところです。 

○委員（橋本幸一君） 国保対象者は何か結構

目立った周知法で、国保の世帯に案内が来たり

とかしてるけど、この後期高齢者の皆さんの健

診というのは、そういう方法じゃないわけです

ね。一般のあれと一緒ですか。 

○健康推進課長（南 睦子君） 周知につきま

しては、一般の健診と同様に……。（委員橋本

幸一君「のほうと一緒……。ああ、そうです

か」と呼ぶ） 

 はい。同じ健診項目の中に……。（委員橋本

幸一君「同じ日に」と呼ぶ） 

 はい。（委員橋本幸一君「ああ、わかりまし

た。どうもありがとうございます」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありますか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第６号・平成３１年度八代市後期高齢者

医療特別会計予算については、原案のとおり決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第７号・平成３１年度八代市介護保険特

別会計予算 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第７号・

平成３１年度八代市介護保険特別会計予算を議

題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 議

案第７号・平成３１年度八代市介護保険特別会

計予算につきまして、長寿支援課、鶴田課長が

御説明申し上げますので、よろしくお願いいた

します。 
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○長寿支援課長（鶴田洋明君） こんにちは。

長寿支援課の鶴田でございます。よろしくお願

いいたします。 

 私から議案第７号・平成３１年度（２０１９

年度）八代市介護保険特別会計予算について御

説明申し上げます。恐れ入りますが、着座させ

ていただきます。 

 資料は予算書の５７ページ、平成３１年度

（２０１９年度）八代市介護保険特別会計予算

にて御説明いたします。それでは、予算書の６

０ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算で歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１４５億４５４７万７００

０円と定めております。 

 次に６２ページをお願いいたします。 

 第２表、債務負担行為におきまして、地方自

治法第２１４条の規定により債務負担行為を定

めております。主なものといたしまして、表の

２項目めの第８期八代市介護保険事業計画等策

定支援業務委託でございますが、これは西暦２

０２１年度から３年間の介護保険事業計画等の

策定に係る業務委託に要する経費につきまし

て、２０１９年度から２０２０年度までの２年

間の限度額として６８８万６０００円を設定し

ております。また、３項目めの介護認定支援シ

ステムのリース経費及び４項目めの地域包括支

援センターの運営委託費につきましては、本年

１０月から実施が予定されております消費税増

税に対応するものでございます。 

 次に、６３ページをお願いいたします。 

 介護保険特別会計予算に関する説明書で歳

入・歳出の内容につきまして御説明いたしま

す。恐れ入ります６５ページをお願いいたしま

す。 

 １、総括でございますが、歳入歳出それぞれ

前年度比４２６６万６０００円の減となってお

ります。これは、第１款・総務費におきまし

て、３０年度に計上いたしました介護認定支援

システムの更新に係る導入経費が３１年度は不

要となる影響による認定調査費の減、それと第

２款の介護サービスに対する保険給付費の減が

主な要因でございます。 

 先に歳出から御説明させていただきます。飛

びますが、７３ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。まず、この表の真ん中の

ほうの上のあたりでございますが、本年度予算

額の財源内訳がございますが、その中にありま

す左から３番目の繰入金でございます。これは

一般会計からの繰入金のことでございます。ま

た、その隣の事業収入は、第１号被保険者の保

険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、

支払基金交付金などでございます。 

 それでは、歳出の主なものについて御説明い

たします。 

 まず、款の１・総務費、項１・総務管理費、

目１・一般管理費に２億２６３０万６０００円

を計上しております。内訳は、一般職３１人分

の人件費２億１６１９万９０００円のほか、先

ほど債務負担行為で御説明いたしました第８期

介護保険事業計画等の策定支援業務委託料４１

２万９０００円などがございます。 

 下の表の項の２・徴収費、目１・賦課徴収費

に８４１万９０００円を計上しております。内

訳は、保険料の賦課及び徴収に要する経費で、

主なものは納付書等の郵便料４７８万７０００

円がございます。 

 次に７４ページの下の表をお願いいたしま

す。項の３・介護認定費、目１・介護認定審査

会費に２３３４万９０００円を計上しておりま

す。内訳は、要介護認定の申請を９５５０件と

見込み、それに伴います介護認定審査会の年間

２７５回の開催経費でございます。 

 次に、その下の目２・認定調査費に１億７９

３万９０００円を計上しております。内訳は、

認定調査員の賃金や主治医意見書作成手数料、

介護認定審査会の資料作成及び郵送等の経費で
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ございます。前年度と比べまして、１９６０万

５０００円の減となっておりますが、その主な

理由は先ほど申し上げましたが、前年度におき

まして介護認定支援システムの更新に係る導入

経費を予算措置したものが本年度は不要となる

ことによるものでございます。 

 ここまでが、款１・総務費の説明となります

が、総務費の財源内訳の多くは一般会計からの

繰入金でございます。 

 ７５ページの下の表をお願いいたします。 

 款２・保険給付費、項１・保険給付費、目

１・介護サービス給付費に１２４億３２２９万

９０００円を計上しており、これは歳出予算総

額の約８５％を占めております。内訳は、要介

護１から５までの認定を受けた方の介護サービ

ス費に対する保険給付費でございます。 

 次に、目の２・介護予防サービス給付費に３

億１１９４万８０００円を計上しております。

内訳は、要支援１、２の認定を受けた方の介護

予防サービス費に対する保険給付費でございま

す。 

 次に目３・高額介護サービス費に２億９４０

８万９０００円を計上しております。内訳は、

介護サービスを利用した月の自己負担額が一定

の金額を超えた場合に超過した分を利用した被

保険者に対して返還するものでございます。 

 次に７６ページをお願いいたします。 

 この表の、少し飛びますけども、目８・特定

入所者介護サービス費に５億２４３８万円を計

上しております。内訳は、施設に入所されてお

られる低所得者の方で、一定の要件を満たされ

る場合、居住費と食費について、所得に応じて

自己負担の限度額が設けられており、その限度

額を超えた分を保険給付するものでございま

す。この場合、入所者は限度額のみを支払うこ

ととなります。 

 ここまでが款２・保険給付費の説明となりま

すが、保険給付費の財源内訳のうち、国県支出

金の５５億７３４６万４０００円については、

給付費全体に占める国庫支出金の割合は、施設

系サービスが１５％、その他のサービスが２

０％、調整交付金が８.４４％となっておりま

す。県支出金におきましては、施設系サービス

が１７.５％、その他のサービスが１２.５％と

されております。 

 その隣の繰入金の１７億３８６０万６０００

円については、給付費全体の１２.５％が市の

負担分とされ、その財源が一般会計からの繰入

金でございます。 

 その隣の事業収入でございますが、６３億８

７９万９０００円につきましては、第１号被保

険者の保険料と第２号被保険者の保険料に相当

する支払基金交付金でございます。 

 次に７７ページをお願いいたします。 

 款３・地域支援事業費、項１・介護予防・日

常生活支援総合事業費、目の１・介護予防・生

活支援サービス事業費に３億３６４６万３００

０円を計上しております。内訳は、国が一律に

基準と報酬を定めている保険給付とは異なり、

市町村が地域の実情に応じて、介護予防や日常

生活支援に係る多様なサービスを実施するもの

で、要支援１、２の認定を受けた方が利用する

訪問型サービス、通所型サービスのほか、要介

護認定を省略する介護予防・生活支援サービス

事業対象者が利用できるサービスなどに要する

経費でございます。 

 次に、目の２・一般介護予防事業費に３１５

０万４０００円を計上しております。内訳は、

全ての高齢者を対象に、できるだけ健康な状態

を維持できるようにすることを目的とした事業

費で、主な経費はやつしろ元気体操教室やいき

いきサロンの開催などに係る委託料や補助金で

ございます。この介護予防・日常生活支援総合

事業費の財源内訳ですが、国県支出金の１億３

７９８万６０００円は、事業費の２５％を国

が、１２.５％を県が負担する合計額でござい
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ます。また、繰入金の４５９９万５０００円

は、事業費の１２.５％を市が負担するための

一般会計繰入金で、事業収入の１億８３９８万

６０００円は第１号被保険者の保険料と第２号

被保険者の保険料に相当する支払基金交付金の

合計でございます。 

 続きまして、７８ページをお願いいたしま

す。 

 項２・包括的支援事業・任意事業費、目１・

包括的支援事業費に１億５５９３万８０００円

を計上しております。内訳は、市内６カ所に設

置しております、地域包括支援センターの運営

委託事業費や地域における助け合いや生活支援

の体制整備を推進するための事業費などでござ

います。 

 下の段、目２・任意事業費に３２４２万２０

００円を計上しております。内訳の主なものと

して、緊急通報装置を利用した安心相談確保事

業や配食サービスを行う食の自立支援事業など

の生活支援事業がございます。 

 この包括的支援事業・任意事業費の財源内訳

ですが、国県支出金１億８７７万８０００円に

ついては、事業費の３８.５％を国が、１９.２

５％を県が負担する合計額でございます。ま

た、繰入金の３６２５万９０００円は、事業費

の１９.２５％を市が負担するための一般会計

繰入金で、事業収入の４３３２万３０００円

は、第１号被保険者の保険料でございます。 

 次に、７９ページをお願いします。 

 款５・諸支出金、項１・償還金及び還付加算

金として２１８万円を計上しております。内訳

は、第１号被保険者から徴収した過年度分の保

険料の過誤徴収に基づく還付金の支出に充てる

ものでございます。 

 以上が歳出の説明でございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたしま

す。ページが前後いたしますが、恐れ入ります

が、６６ページに戻っていただきたいと思いま

す。済みません。 

 ２、歳入について、その主なものを御説明い

たします。款１・保険料、項１・介護保険料、

目１・第１号被保険者保険料に２７億６２５２

万円を見込んでおります。内訳として、節の

１・現年度分特別徴収保険料２５億２７４２万

１０００円は、年金から天引きされるものでご

ざいます。節の２・現年度分普通徴収保険料２

億１９７７万６０００円は、納付書や口座振替

にて納付いただくものでございます。節の３・

滞納繰越分保険料１５３２万３０００円は、主

に過去２年間の滞納分でございます。 

 ６７ページをお願いします。真ん中の表、款

４・支払基金交付金、項１・支払基金交付金の

合計額３７億７５０６万２０００円は、先ほど

歳出の財源内訳で御説明いたしましたが、全国

の医療保険者から徴収した第２号被保険者の保

険料を社会保険診療報酬支払基金がプールし

て、法の規定により介護保険の保険者に交付す

るものでございまして、うち目の１・介護給付

費交付金３６億７５７１万１０００円は、歳出

の保険給付費の２７％、下の段、目の２・地域

支援事業支援交付金９９３５万１０００円は、

歳出の介護予防・日常生活支援総合事業費の２

７％とされております。 

 下の表、款５・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目１・介護給付費負担金２５億４９８万１

０００円は、歳出の保険給付費のうち、施設系

サービスに１５％、その他のサービスに２０％

を、法の規定により国が負担するものでござい

ます。 

 続きまして、６８ページをお願いいたしま

す。項２・国庫補助金、目１・調整交付金１１

億６７３９万７０００円は、歳出の保険給付費

の８.４４％、地域支援事業費の５％に当たり

ます。これは、市町村の努力では対応できない

第１号被保険者の保険料の市町村間の格差を是

正するために、国から交付されるものでござい
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ます。 

 下の段、目の２及び目の３・地域支援事業交

付金は、地域支援事業に必要な経費のうち、法

の規定により国が負担するものでございます。 

 次に下の表、款６・県支出金、項１・県負担

金、目１・介護給付費負担金１９億１９４８万

４０００円は、歳出の保険給付費のうち、施設

系サービスに１７.５％、その他のサービスに

１２.５％を、法の規定により県が負担するも

のでございます。 

 ６９ページをお願いします。項２・県補助

金、目１及び目２・地域支援事業交付金は、地

域支援事業に必要な経費のうち、法の規定によ

り県が負担するものでございます。 

 次に、済いません、７０ページをお願いいた

します。款８・繰入金、項１・一般会計繰入

金、目１・一般会計繰入金２１億８５７１万２

０００円、これは歳出の保険給付費及び地域支

援事業費に対する法の規定による市の負担分の

ほか、低所得者の保険料軽減に要する経費や職

員給与費などでございます。 

 以上が歳入の説明でございます。これをもち

まして、議案第７号・平成３１年度（２０１９

年度）八代市介護保険特別会計予算の説明を終

わります。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 歳出で介護サービス

と介護予防サービスの給付費が、ともに下がっ

てるっていうのがありますけども、実質的にで

すね。これはどういう理由ででしょうか。 

○長寿支援課長（鶴田洋明君） これは、昨年

平成２９年度の決算委員会の際ですね、不用額

がですね、多いという御指摘を受けまして、そ

れで、平成３１年度の当初予算の編成につきま

しては、３０年度の見込みをですね、より精査

しましてですね、しました結果でございます。

特段の要因はございません。 

○委員（橋本徳一郎君） ありがとうございま

す。 

 それと合わせて、市独自で、市町村が独自で

やっている生活支援サービス事業、７７ページ

ですかね。と、介護予防事業費が上がってるっ

ていうのは、これはこちらの利用者のほうがふ

えてるとかいうことでもないということです

か。 

○長寿支援課長（鶴田洋明君） 特段、そうい

うことではございませんが。ふえてるというこ

とではございません。 

○委員長（上村哲三君） いいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） もう一つ済いませ

ん。その次のページの７８ページですね。包括

支援事業の、これの予算比較のマイナスという

のも、これも平成２９年度の決算の分の精査と

いうことでよかったんでしょうか。 

○長寿支援課長（鶴田洋明君） 全て予算のほ

うは、３０年度の決算見込みをもとにですね、

いろんな要素をですね、見込みまして精査をし

た結果でございます。 

○委員（橋本徳一郎君） わかりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７号・平成３１年度八代市介護保険特

別会計予算については、原案のとおりに決する
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に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会します。 

（午後４時３４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時３５分 本会） 

◎議案第１２号・平成３１年度八代市診療所特

別会計予算 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１２号・平成３１年度八代市診

療所特別会計予算を議題とし、説明を求めま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） そ

れでは、議案第１２号・平成３１年度八代市診

療所特別会計予算につきまして、健康福祉政策

課の續課長から御説明いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） 健康福祉

政策課の續でございます。 

 それでは、議案第１２号・平成３１年度八代

市診療所特別会計予算につきまして御説明をい

たします。失礼して着座にて御説明をさせてい

ただきます。 

 それでは、予算書の１７５ページをお開きく

ださい。 

 第１条、歳入歳出予算では、歳入歳出予算総

額をそれぞれ８３５１万８０００円といたして

おります。また、第２条におきまして債務負担

行為を、また、第３条におきまして地方債の設

定をそれぞれ行っております。なお、第１条の

歳入歳出予算及び第３条の地方債の内容につき

ましては、後ほど、１７９ページ以降の説明書

のほうで御説明をさせていただきます。 

 続きまして、１７７ページの第２表、債務負

担行為をごらんください。 

 こちらは、椎原診療所及び下岳診療所で使用

いたしております医療事務システムの更新を行

うことに伴いまして、システムの使用料とその

保守点検委託料につきまして債務負担行為を行

うものでございます。期間は２０２０年度から

２０２４年度で、限度額は４１５万４０００円

といたしております。 

 それでは次に、歳入歳出予算と地方債につき

まして、その内容を御説明をさせていただきま

す。ページ飛びまして１８５ページをお開きく

ださい。 

 まず、歳出予算から御説明をいたします。款

１・総務費、項１・総務管理費、目１・一般管

理費は５７８２万６０００円で、前年度比で６

７万１０００円の増となっております。椎原診

療所医師１名１７７０万３０００円は、椎原地

区にございます市立椎原診療所で、県から派遣

され、常勤で勤務をいたしております医師１名

分の人件費でございます。椎原診療所一般管理

事業１５８６万６０００円は、この椎原診療所

の運営に要します一般管理経費で、主なものは

看護師などの臨時職員４名分の賃金７６０万３

０００円や、診療報酬請求事務委託１０５万４

０００円、医療事務システム経費５０万６００

０円などでございます。 

 次の下岳診療所一般管理事業１８８４万５０

００円は、下岳地区にございます市立下岳診療

所の運営に要します一般管理経費でございま

す。主なものは、八代郡医師会へ診療業務委託

を行っております１６７９万円や医療事務シス

テム経費５０万６０００円でございます。 

 次の歯科診療所一般管理事業５４１万２００

０円は、柿迫地区にございます市立泉歯科診療

所の運営に要します一般管理経費でございま

す。主なものは、八代歯科医師会への診療業務

委託２３６万９０００円や、歯科診療用ユニッ

トの更新経費２９８万３０００円でございま

す。 

 次の目２・研究研修費は２９０万８０００円
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で、前年度比で２０８万９０００円の増となっ

ております。これは、椎原診療所に勤務いたし

ます医師の研究、研修にかかる経費でございま

して、僻地の診療所に勤務する医師が、都市部

に勤務いたします医師に比べまして、医療技術

の向上に必要な研究や研修の機会が少なくなる

ことを踏まえまして、研究、研修の機会を確保

するというものでございます。研修は、主に県

庁や人吉保健所、人吉医療センターなどで日常

的に行っておりますが、本年度から現在勤務い

たしております医師の出身大学でございます栃

木県の自治医科大学での研究に取り組むことに

なっており、前年度に比べまして大幅な増額と

なっているとこでございます。 

 次の目３・医療費は２１４７万円で、前年度

比４４１万３０００円の減となっております。

こちらは、各診療所で医療を提供する際に用い

ます医薬品や医薬材料、血液検査や歯科技工な

どの委託の経費でございます。医療費は、患者

さんの症状や治療の方針によりまして、使用す

る医薬品等の違いがございまして、年度間での

増減がございますが、昨今は受診者数の減少や

ジェネリック医薬品の積極的な使用もございま

して、支出減を見込んでいるところでございま

す。内訳といたしましては、椎原診療所が１３

６５万１０００円、下岳診療所が７６４万９０

００円、歯科診療所が１７万円となっていると

ころでございます。 

 次に、１８６ページをごらんください。款の

２・公債費、項の１・公債費、目１・元金は１

２８万３０００円で、前年度比３１万５０００

円の増となっております。これは、これまで医

療機器の購入等で借り入れました起債の償還元

金でございます。 

 次の目２・利子３万１０００円は、前年度比

１万９０００円の減となっておりますが、同じ

く起債の償還利子でございます。 

 以上が歳出予算でございます。 

 続きまして、歳入予算及び地方債の御説明の

ほうをいたします。ページをちょっとお戻りい

ただきまして、１８２ページをお開きくださ

い。 

 まず、款１・診療所事業収入、項１・診療収

入、目１・保険収入は２９８３万５０００円

で、前年度比４５９万円の減となっておりま

す。これは、医療保険から支払われます診療報

酬で、椎原診療所で１６７０万円、下岳診療所

で１２９１万円、歯科診療所で２２万５０００

円を見込んでおります。 

 次の目２・一部負担金収入は５３３万円で、

前年度比７９万円の減となっております。こち

らは医療費の個人負担分になります。 

 次の款の２・使用料及び手数料、項１・使用

料、目１・診療所使用料は１３万３０００円で

ございます。これは、主なものは下岳診療所の

診療に従事いたします医師などが休憩所として

使用しております医師住宅の使用料１３万円で

ございます。 

 項の２・手数料、目１・診療所手数料は１２

５万円でございます。こちらは、診療所で作成

いたします診断書の作成手数料２０万円や予防

接種や健康診断の際にかかります手数料１０５

万円でございます。 

 次に、１８３ページをお開きください。 

 款の３・県支出金、項１・県補助金、目１・

へき地診療所県補助金は１２４０万８０００円

でございます。こちらは、前年度比４０９万２

０００円の増となっているところでございま

す。節１・へき地診療所運営費補助金１０５３

万５０００円は、採算性が低い僻地診療所の運

営費に対します補助金で、補助率は３分の２で

ございます。内訳は、椎原診療所が７５８万５

０００円、下岳診療所が１４５万８０００円、

歯科診療所が１４９万２０００円となっており

ます。次の節２・医療施設等整備費補助金１４

９万１０００円は、僻地診療所の施設設備費に
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対します補助金で、こちらの補助率は２分の１

となっております。今回の補助金は、歯科診療

所の歯科診療用ユニットの更新経費にかかる分

でございます。節の３・へき地患者輸送車運行

支援事業補助金３８万２０００円は、椎原診療

所で運行しております患者輸送車の運行経費に

かかる補助金でございます。こちらは補助率２

分の１となっております。 

 次の款４・繰入金、項１・一般会計繰入金、

目１・一般会計繰入金は３１９３万５０００円

で、前年度費１０３万５０００円の減となって

おります。こちらは、各診療所の運営におきま

して生じます収支不足、すなわち赤字分を一般

会計から繰り入れるものでございます。内訳

は、椎原診療所が２１７９万８０００円、下岳

診療所が９１９万３０００円、歯科診療所が９

４万４０００円となっております。 

 次に、１８４ページをごらんください。款の

５・繰越金、項１・繰越金、目１・繰越金は１

０００円といたしております。 

 次の款６・諸収入、項１・雑入、目１・雑入

は１２２万６０００円で、前年度比の９６万３

０００円の増となっております。こちらは、節

１・売上収入２０万円は、椎原診療所に設置を

いたしております太陽光発電設備で発生いたし

ます余剰電力の売上収入でございます。節の

２・雑入１０２万６０００円は、長寿社会づく

りソフト事業費交付金９７万３０００円が主な

ものでございます。この交付金は、先ほど歳出

予算のほうで御説明をいたしました椎原診療所

の医師が研究、研修を行う際に発生した旅費等

につきます交付金でございまして、交付元は公

益財団法人地域社会振興財団でございます。 

 最後に、款７・市債、項１・市債、目１・診

療所事業債は１４０万円でございます。こちら

も、先ほど歳出のほうで御説明をいたしました

歯科診療所の歯科診療用ユニットの更新経費に

かかる借入金でございます。更新経費２９８万

３０００円から補助率２分の１の県補助金１４

９万１０００円を差し引きました額、１４９万

２０００円に充当するものでございます。起債

のメニューは過疎債となります。充当率は１０

０％で、交付税算入割合が７０％となっており

ます。 

 なお、１７７ページの第３表、地方債におき

まして、こちらの起債の限度額１４０万円を設

定いたしておるところでございます。 

 以上が平成３１年度八代診療所特別会計予算

の御説明となります。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 歯科ユニットを更新

するということですが、そのタイプと台数をち

ょっと教えていただけますか。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） 台数は１

台でございます。通常歯科診療所でよく見る椅

子と、あと治療を行ういろいろ薬を並べるよう

なテーブルがついてるような、そういったもの

の一式の１台でございます。 

○委員（橋本徳一郎君） 多分、値段からいく

と、もうタービン型だと思うんですけど。 

 あともう一つ。ちょっと前回の決算とか、予

算とかも何か聞きながら気になってたんですけ

ども、椎原と下岳のほうでですね、日常的に相

談できる医療スタッフみたいな方がおられるの

かなと思いまして、ちょっとその辺教えていた

だきたいと思いまして。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） それは患

者様が御相談ということですね。（委員橋本徳

一郎君「そうですね」と呼ぶ） 

 椎原診療所につきましては、火曜日を除きま

して、月曜、水曜、木曜、金曜日は先生が常駐

をいたしております。また、看護師、医療事務

も常駐をいたしておりますので、特に看護師、

医師につきましては、火曜日を除きましてはほ
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ぼ相談ができる体制となっております。 

 ただ下岳診療所につきましては、週に２回、

火曜日と金曜日が一応診療日となっております

ので、その日以外は通常は閉めている状態でご

ざいます。 

○委員（橋本徳一郎君） 診療してないときに

ついては、何か相談したいとかいう場合はどう

いうふうな形をとられますか。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） 下岳診療

所につきましては、現在、診療の業務委託して

おります医師のほうが、泉の柿迫のほうで診療

所を開設されておりますので、もしその先生の

ほうに御相談いただく場合には、その診療所の

ほうに逆に連絡をとれるような形にはなってお

ります。（委員橋本徳一郎君「はい、わかりま

した」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ないようですので、

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２号・平成３１年度八代市診療所特

別会計予算については、原案のとおり決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第２６号・八代市災害弔慰金の支給等に

関する条例の一部改正について 

○委員長（上村哲三君） 次に、条例議案の審

査に入ります。 

 議案第２６号・八代市災害弔慰金の支給等に

関する条例の一部改正についてを議題とし、説

明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 議

案第２６号・八代市災害弔慰金の支給等に関す

る条例の一部改正につきまして、健康福祉政策

課の續課長が御説明を申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） それで

は、議案第２６号・八代市災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部改正について御説明のほ

う、いたします。失礼して着座にて説明させて

いただきます。 

 まず、今回の改正につきましては、当条例に

規定をいたしております災害援護資金につきま

して、その根拠法令となります災害弔慰金の支

給等に関する法律施行令が一部改正され、その

償還方法及び保証人に関する規定の改正を行う

ものでございます。 

 改正内容につきましては、本日別途お配りを

いたしております資料のほうを、２枚ございま

すが、タイトルが八代市災害弔慰金の支給等に

関する条例の一部改正についてと題した資料及

び新旧対照表を配付いたしておりますが、そち

らのほうで中身をさせていただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

 それでは、説明のほうに入らせていただきま

す。 

 まず、１番目の制度概要でございますが、ま

ず、そもそも災害援護資金と申しますのは、自

然災害が発生した際に、被害を受けた世帯の世

帯主に対しまして、その生活の立て直しのため

の資金を貸し付けるという制度でございます。 

 次に、２番目の改正内容及び３番目の改正理

由は、あわせて御説明をいたしたいと思いま

す。今回のこの災害援護資金につきましては、

改正点が２つございます。 

 まず１点目でございますが、この貸し付けに

つきましては、この根拠法令であります災害弔
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慰金等の支給等に関する法律の施行令によりま

して、保証人を立てるということが規定をされ

ていたところでございます。今回、この施行令

が改正されまして、保証人の要否については市

町村の判断によるということに改正をされまし

たことから、この施行令の中の条文から、保証

人に関する規定が削除されたところでございま

す。このため、現行の条例第１５条第３項にお

きまして、この施行令の規定によるといたして

おりました、この保証人にかかる規定につきま

しては、引き続き保証人を設けるためには、こ

の条例のほうで新たに規定をし直す必要がござ

いましたことから、今回、条例の第１４条に第

２項と第３項を追加をするものでございます。 

 なお、この保証人の取り扱いにつきまして

は、現行と変わらないとしているとこでござい

ます。 

 もう一つの２点目の改正点につきましては、

償還方法でございます。今回の施行令の改正に

おきましては、これまで年賦償還又は半年賦償

還、つまり年払いか半年払いかという償還方法

に限定をされてたところですが、新たに月賦償

還──月払いが加えられております。これに合

わせまして、当条例におきましても第１５条第

１項で償還方法の追加、つまり月賦償還を加え

ているところでございます。 

 なお、この施行期日につきましては、施行令

の施行期日に合わせまして、本年４月１日から

といたしておりますが、今回の改正内容につき

ましては、施行日以後に発生する災害にかかる

分につきまして適用することといたしましたの

で、既に行っております貸し付けにつきまして

は、なお従前のとおりということでございま

す。 

 以上が本議案の御説明となります。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２６号・八代市災害弔慰金の支給等に

関する条例の一部改正については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第２７号・八代市こども医療費の助成に

関する条例の一部改正について 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第２７

号・八代市こども医療費の助成に関する条例の

一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） で

は、議案第２７号・八代市こども医療費の助成

に関する条例の一部改正につきまして、こども

未来課の田中課長が御説明いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） こ

ども未来課、田中です。よろしくお願いしま

す。 

 議案第２７号・八代市こども医療の助成に関

する条例の一部改正について説明いたします。

着座にて説明いたします。 

 議案書では２９ページからとなりますが、事

前にお配りしておりますＡ４の２枚の資料で説

明いたします。よろしいでしょうか。 

 本改正は、こども医療費助成事業の対象年齢

を１５歳までから１８歳までに拡大することに

伴う一部改正でございます。 
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 制度の内容といたしましては、助成対象者で

ある子供は、市内に住民登録があり、１８歳到

達後の最初の３月３１日までにある者としま

す。この条件を満たせば、婚姻者、勤労者であ

っても助成の対象となります。下の保護者等の

受給資格者は、市内に住民登録があることとい

たします。よって、子供も保護者もいずれも市

内に住民登録があることが条件となります。た

だし、ＤＶ等で市内に住所異動ができないな

ど、市長が特別の事情にあると認めた場合は助

成の対象といたします。そのほか対象となる医

療や自己負担、助成方法については現行と同じ

となります。 

 次に、主な条例改正点ですが、１つ目は制度

趣旨の追加です。これまでのこどもの健康の保

持と健全な育成を図ることに子育て支援を図る

ことを追加いたしまして、子育て世帯の経済的

負担の軽減を図ることを明文化しております。 

 ２つ目は、こどもと受給者の定義を変更して

おります。まず、助成対象者であるこどもの対

象年齢の変更、そして現行の受給者を受給資格

者に変更し、要件を本市に住民登録があり、次

の１から３のいずれかに該当する者と新たに規

定しております。その要件は、１、助成対象者

であるこどもを養育し生計を同じくする父また

は母。２、父母に代わってこどもを養育し生計

を同じくする──おじいちゃんやおばあちゃん

などですね──養育者。３、１、２の父母や養

育者と同居していない婚姻者・勤労者の場合は

助成対象者本人としております。 

 詳細は、３ページの新旧対照表をごらんくだ

さい。 

 まず、第１条で現行の趣旨に、及び子育て支

援を図るを追加しております。 

 次に、こども、受給者の定義の変更でござい

まして、第２条第１号でこどもについて年齢を

満１５歳から満１８歳に改正し、第３条第２号

で本市に住民登録があるものとしております。 

 現行の第２条第６号の受給者については、受

給資格者と改正し、新たに第４条で要件を規定

しております。資料１ページで御説明いたしま

した要件１は、１号のアで、２は資料４ページ

のイで、３はウで規定しております。同条第２

号で本市に住民登録があることを規定しており

ます。なお、施行日は２０１９年の１０月１日

としております。 

 また、資料の２ページに参考といたしまし

て、助成見込みということで、対象となる子供

の数、それと年間の助成見込み額、それから平

成３１年度の当初予算額の計上額、今後のスケ

ジュールを載せております。 

 以上説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２７号・八代市こども医療費の助成に

関する条例の一部改正については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 次に、本委員会に付

託となっている請願、陳情はありませんが、郵

送にて届いております要望書については、写し

をお手元に配付しておりますので、御一読いた

だければと存じます。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 
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 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

○委員長（上村哲三君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、教育に関する諸

問題の調査、保健・福祉に関する諸問題の調

査、以上の２件です。 

 このうち、保健・福祉に関する諸問題の調査

に関連して１件、執行部から発言の申し出があ

っておりますので、これを許します。 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

（八代市自殺対策計画の策定状況について） 

○委員長（上村哲三君） それでは、八代市自

殺対策計画の策定状況について説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 本

年度、健康推進課におきまして、取りまとめて

おります八代市自殺対策計画につきまして、こ

のたび素案のほうがまとりましたので、その概

要につきまして御説明をさせていただきます。

説明につきましては、健康推進課の南課長がい

たしますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○健康推進課長（南 睦子君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）健康推進課の

南でございます。 

 八代市自殺対策計画案について御説明いたし

ます。着座にて失礼いたします。 

 地域の実情に合った自殺対策を進めるため

に、平成２８年の自殺対策基本法の改正により

まして、都道府県及び市町村に自殺対策の計画

策定が義務づけられ、本年度中に八代市自殺対

策計画を策定しているところでございます。 

 これまでの取り組みとしましては、昨年８月

に第１回八代市健康づくり推進協議会におい

て、計画策定の趣旨を説明し、関係各課へ取り

組み状況を照会し、策定作業を進め、内部協議

を経て、パブリックコメントを実施いたしまし

た。３月１２日に第２回の八代市健康づくり推

進協議会に諮り意見を聴取し、今回所管事務調

査で委員の皆様方に御説明し、３月末までの完

成予定としております。 

 資料につきましては、八代市自殺対策計画案

と概要書Ａ４両面１枚のものになりますけれど

も、概要書のほうを用いまして説明をしたいと

思いますけれども、概要書両面のもの、ありま

すでしょうか。（｢はい」と呼ぶ者あり）よろ

しくお願いいたします。（｢一番下にありま

す」と呼ぶ者あり）よろしいでしょうか。 

 第１章、計画策定の趣旨等につきまして、計

画の背景と趣旨につきましては、我が国の自殺

者数は、平成１０年以降、年間３万人を超え、

その後も高い水準で推移しており、このような

中、平成１８年１０月に自殺対策基本法が施行

され、社会全体で自殺対策が進められるように

なりました。施行から１０年目の平成２８年３

月には、自殺対策をさらに強化するため、自殺

対策基本法が改正され、全ての都道府県及び市

町村に計画策定が義務づけられました。 

 これまで本市においては、八代市保健計画第

二次の中で、自殺を招かないよう、こころの健

康・休養の取り組みとして定め、推進してきた

ところですが、国の自殺総合対策大綱の趣旨を

踏まえ、八代市自殺対策計画～誰も自殺に追い

込まれることのない八代市をめざして～を策定

することとなりました。 



 

－71－

 計画の位置づけにつきましては、市の最上位

計画第２次八代市総合計画を基本とし、八代市

保健計画第二次と整合性を持ち、自殺対策に関

連するほかの計画と連携を図ることとしており

ます。 

 計画の期間は、国の自殺総合対策大綱がおお

むね５年をめどに見直すこととされていること

を踏まえ、本計画の期間は平成３１年度から２

０２３年度までの５年間とします。なお、法制

度等の改正があった場合には、見直しを行い、

柔軟に対応いたします。 

 計画の数値目標につきましては、国は平成２

９年７月に閣議決定した自殺総合対策大綱にお

いて、自殺死亡率を２０２６年までの１０年間

で平成２７年に比べて３０％以上減少させるこ

とを目標としております。こうした国の方針を

踏まえつつ、八代市保健計画第二次であげてお

ります２０２２年までに自殺者数を２５人以下

に減少させるという目標を維持し、２０２６年

までに平成２７年の自殺死亡率を３０％減少さ

せることを目指します。 

 裏面をお願いいたします。 

 第２章、八代市の自殺の現状と課題について

ですが、現状として６つ上げております。それ

から、取り組むべき課題として６つ上げており

ますけれども、こちらの６つのことから捉えま

して、第３章の自殺対策の取り組みのほうにつ

ながっていきますけれども、第３章の自殺対策

の取り組みとしましては、自殺対策の方向性と

して４つ、１番目に中高年世代への支援、次

に、子ども・若者世代への支援、３番目に住み

慣れた地域でいきいきと過ごせる支援体制の整

備、４番目に連携体制の強化、以上４つの方向

性を柱として、関係各課と連携した取り組みを

推進してまいります。 

 最後に推進体制につきましては、本計画の推

進においては、関係各課と連携し、全庁的に取

り組みます。さらに、県、関係機関・団体や家

庭、地域、学校関係、職場等と連携協働し、事

業の推進に努めます。また、関係機関・団体の

代表委員による八代市健康づくり推進協議会に

おいて意見等を伺いながら、自殺対策の着実な

推進を図ってまいります。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（上村哲三君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（鈴木田幸一君） これはいろんな協議

会かなんかをした後、つくっていかれたんです

かね。対策協議会かなんかつくられたんですか

ね。 

○健康推進課長（南 睦子君） いえ、対策協

議会というのはつくっておりませんけれども、

もともと関係機関・団体の代表委員によります

八代市健康づくり推進協議会というものがあり

ましたので、その協議会を通じまして意見をい

ただきながら策定したものになります。 

○委員（鈴木田幸一君） 大分いい計画ができ

てるなと思いながら見ているんですけれども、

２ページのですね、あります、地域生活の現場

というところから、いろんな問題の中で自殺に

追い込まれていくという状態の中でですね、今

一番問題視されているのが、学校のいじめであ

るとか、あるいは金銭的なトラブル、金銭的な

借金が重なって生活ができなくなってというこ

ととか、失業も含めて、そういったものが延長

の中にあると思うんですけど。すると、当然、

そういったことに対して、関係ある部署との協

議ばしっかりしたところでつくっていかなけれ

ば、ただ、つくりましたよと。国が言ったか

ら、つくりましたよっていうだけの計画である

ならば、もったいないと思うし、この計画をつ

くることによって、それぞれの関係部署が声高

らかに、絶対やめさせよう、しないようにしよ

うじゃないかという、そういう状態をつくるこ

とが必要かなと思いましたので、やっぱし単に

健康づくり推進協議会とかじゃなくて、これを
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中心としたしっかりした組織をつくりながら、

警察との連絡も密にしながら、つくっていかれ

たならば、より効果があるかなと思いましたの

で、今そのような質問をしたわけなんですけれ

ども、今後どういった方向で行かれるかをちょ

っとお聞きしたいと思います。これでおしまい

ですか。 

○委員長（上村哲三君） まだできとらんとば

い、これは。これはまだよ。これはまだできと

らんとよ。 

○委員（鈴木田幸一君） たたき台……。 

○委員長（上村哲三君） 今、計画案だけん

で。（発言する者あり）３月末までに作成して

決定するって、最初から言うてあるけん。（発

言する者あり）ちょっと待ってね。ちょっと待

ってね。鈴木田委員、わかりましたか。 

○委員（鈴木田幸一君） そうですか。３月末

までということならば、やっぱし、今先ほど言

いましたように、そういった組織体の中でしっ

かりした協議も必要じゃなかろうかと思います

けれども、そのことについては今のところ、計

画はないんでしょうか。 

○健康推進課長（南 睦子君） 協議につきま

しては、関係課であります教育部のほうの学校

教育課、教育サポートセンター、人権政策課、

市民活動政策課等ありますけれども、庁内１２

課のほうで照会をかけまして、それぞれの取り

組みをですね、取りまとめたというようなとこ

ろになります。で、全庁的に取り組んでいくと

いうようなところで、意思を確認しているとこ

ろですけれども。（委員鈴木田幸一君「わかり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（福嶋安徳君） やはり今、鈴木田委員

が言われるようにですね、やはりこれは全体的

な流れをつくる必要があるというふうに思いま

すね。 

 ですから、庁内全体でですね、やはり投げか

けた、呼びかけはやっぱりやっとかないと、ど

のような体制が一番いいのか、そういう中で、

やっぱりこの体制でつくったほうがいいんじゃ

ないかなというふうに思います。 

 今からだと、十分その協議はできると思いま

すので、どうぞその点よろしくお願いいたした

いと思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありますか。 

○委員（野﨑伸也君） いろいろ説明いただき

まして、八代市の傾向については、高齢者の方

のほうが多いので、そこを重点的にやりたいと

いうようなことでありましたけれども、今まで

もそういったところのセーフティーネットとい

うか、最終的なところで生活困窮者の自立支援

のところがやはりクローズアップされるのかな

とは思うんですよね。やっぱり。 

 そういうところ、結構、今手厚くやっていた

だいているんですけども、さらにこれから、じ

ゃ、そこら辺のところをどういうふうに、また

さらに充実させていくかというところの何か計

画はあるんですか。こういった支援があります

よとか、こういった支援がありますよとかとい

うのを、どういうふうにそこの関係者の方とい

うかですね、自殺対象になられるような方に対

して周知していくのかというのはありますか。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） そ

うですね、なかなか、どういう方がそこまで悩

んでらっしゃるかというのをですね、客観的に

見て、それを把握するのは難しいところがある

かと思われますので、今行っている事業の中で

ですね、きめ細やかな対応をして、少しでもそ

ういった悩みが自殺につながるというようなこ

とがないように、早期に食いとめられるように

ですね、今行っている相談等の中でですね、対

応できるように、それぞれが自覚を持ってやっ
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ていきたいというところでございます。 

○委員（野﨑伸也君） 計画をつくっていただ

いて、３章あたりからが、どのようにして具体

的にやりますかというようなところがあるんだ

ろうと。取り組みをですね、書いてあると思う

んですけど、この計画自体が５年というような

ことなんですが、毎年毎年、その計画に沿って

いろんなことをやられるんですけども、そこら

辺の、これはやりました、これはできないです

ねとかっていう、そのローリング的なとこはど

うしますか。そういうところは多分抜けてる、

ないですもんね。ただ、計画ばつくってやりま

すってなるとばってん、そこをちゃんと本当に

できたかどうかというのを確認するところ、こ

れは抜けておったねというようなところがない

ように、計画自体がですよ。通常であれば、そ

ういうところを毎年毎年ローリングしてからで

すね、やって確認していくんですよ。そういう

ところが、多分抜けているんじゃないかなと思

ったんで、そこはちょっと考えてもらったほう

がいいんじゃないかなというふうには思いま

す。 

 あと、さっきのお話なんですけど、やっぱり

悩まれてる方っていうところが、相談さえでき

るところがあれば、知ってれば、もう少し何と

かなったっていうの、多分多いと思うんですよ

ね。知らない人が多いんですよね。やっぱりそ

ういうのを。やっぱり周知するというのは非常

に大事なことなんで、今まで以上にやっぱり周

知の分は頑張っていただくような形で。 

○委員（橋本幸一君） この計画の中では、ま

ずは第一歩と思うんですね。で、いろんなその

傾向というのが、もうちゃんと八代の場合には

つかまれたということで、これから、それを何

といいますかな、さっきセーフティーネットと

言われたけど、いろんな相談窓口とか、そうい

うことを整備しながら、そこは徐々に、これは

一気に進むということはなかなか難しいことで

あって、まずは第一歩は進んだということ。そ

ういう気持ちでですね、一歩一歩進んでいただ

ければ、私はいいかと思います。よろしくお願

いします。 

○委員（橋本徳一郎君） 計画として策定され

たというのは非常にいい案だなと思うんですけ

ど、いろんないのちの相談とか、こころの電話

相談とか、そういった部分に行く前の段階で、

もう気軽に解消できるというか、そういう関係

性というのがもっと大事だろうなというふうに

私は思ってるので、自殺に本当に追い込まれた

方っていうか、本当にこういったところで策定

計画で、こういう相談窓口がありますよという

ふうな御案内ももちろん大事なんですけど、そ

れ以外の日常生活の中で、ゆとりある生活とい

うか、心理的なゆとりがある生活が送れるよう

なという部分も、ちょっと投げかける部分は必

要かなというふうに思いましたので、意見とし

て申します。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で八

代市自殺対策計画の策定状況についてを終了し

ます。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査につい

て、何かありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で所管事務調査

２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き、閉

会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、
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そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって、文教福祉委員会を散会いたし

ます。 

（午後５時１９分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成３１年３月１４日 

文教福祉委員会 

委 員 長 
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